
 

 

  

 

宇治市子どもまんなかプラン（初案）に対する意見募集結果 

及び最終案について              

 

宇治市子どもまんなかプラン（初案）について、市民の皆様からご意見を募集しまし
たところ、下記のとおり、ご意見をいただきましたのでご報告いたしますとともに、最
終案を取りまとめましたので併せてご報告いたします。 
 

１ 意見募集等の結果について 

 

（１）募集期間  令和６年 12月 16日（月）から 令和７年１月 17日（金）まで 

 

 （２）提出者数  64人 
 

提出区分 人数 

① ＷＥＢ専用フォーム 49人  

② 市民の声投書箱 8人  

③ ＦＡＸ 6人  

④ 電子メール 1人  

計 64人  

 

（３）意見数   165件 
 

意見区分 件数 

① 基本的な考え方について 7件 

②  具体的施策について 119件 

③ 「量の見込み」と「確保方策」について 11件 

⑤ その他（いずれにも該当しないもの） 28件 

計 165件 

 

（４）意見等の内容とそれに対する本市の考え方    資料１ 

 

（５）宇治市子どもまんなかプラン（初案）の修正箇所    資料２ 

 

 

２ 宇治市子どもまんなかプラン（最終案）について   資料３ 

令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

福祉こども部こども福祉課 

教 育 部 学 校 改 革 推 進 課 



　①　基本的な考え方について（７件）

No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

①－1
３ 計画策定の経過（策定体制）
（１）ニーズ調査と（２）「宇治市子ども・子育て会議」が記載されて
いるが、現計画の評価及び成果はどう活かされているのか。

初案P35からP38（最終案P34からP37）に現計画の成果と課題を
記載しております。現計画期間内に実施してきた取組と課題、今
後取り組むべき内容、検討するべき内容について記載しており、
本プランに反映していきたいと考えております。

①－2
宇治市子どもまんなかプランを拝見させていただきました。何とな
く、それとないプランで、ふんわりした感じで、どこかに芯の通った
気持ちが表れてるところがあればなぁと残念な気持ちです。

①－3
最もらしいきれいごとばかり書いてあり、具体的に何をされたい
のかさっぱりわからない。

①－4

宇治市の掲げる理念と実際がかけはなれすぎている。
「絵に描いた餅」のようなプランである。前回のプランからどの様
なことをどれくらい実施して、この様になったという事が全くわから
ない。良いことはいくらでもいうことができる。実践してください。人
口減少がはなはだしいのは、子育て施策に魅力がない宇治市を
象徴しています。高齢者施策にも魅力のない市です。

本プランは、宇治市が目指す子育て・子育ち環境像に向かって、
どのような理念、目標、方向性をもって取り組んでいくかを定めて
います。プランの推進にあたっては、初案P35からP38（最終案
P34からP37）に記載しております現計画の成果や課題を踏まえ
ながら、令和７年度に全市展開を予定している子育てにやさしい
まち実現プロジェクトによる各種施策等、子育て世代や子どもに
魅力を感じていただけるような取組により、子育て・子育ちしやす
いまちづくりの推進に努めるとともに、高齢者施策を含む他の関
連する計画とも整合及び連携を図り、子育て世代だけでなく、誰
もがいきいきと暮らせるまちの実現を目指してまいります。

本プランは、宇治市が目指す子育て・子育ち環境像に向かって、
どのような理念、目標、方向性をもって取り組んでいくかを定めて
います。具体的な事業に関する記載はしておりませんが、令和７
年度に全市展開を予定している子育てにやさしいまち実現プロ
ジェクトによる各種施策等、プランに基づく様々な取組を実施して
いく中で、子育てに喜びと希望を持ち、宇治で子育てしたい、して
よかった、”宇治の子育てめっちゃいいやん”と思っていただける
よう、また本プランの理念である「みんなでつくる　子どもの夢と
笑顔を育むまち　宇治」を実感していただくことができるよう努め
てまいります。

〇意見等の内容とそれに対する本市の考え方

資料１
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

①－5

育児をしていて不便だったこと、掛けられた言葉に傷ついたこと
など、マイナスが目立ってしまうのが自分としては違和感がありま
す。
未就学児も含む三兄弟を子育てしているのですが、嫌な思いをし
たことは少ないです。
むしろふと掛けられた言葉に救われたり、困っていると手伝っても
らったり、ホッとする事の方が多いからです。
綺麗事ばかりでは無いのは分かりますが、そんなプラスの意見も
汲み取って欲しいと思っています。

本プランでは、基本目標４として「人と人とがつながる、子どもに
やさしい地域づくりの推進」を掲げており、子育て・子育ちがしや
すいまちづくりを目指すこととしております。まちに暮らす全ての
人がネットワークを築くことにより、地域の大人たちが子どもや子
育てを見守り、まち全体で子どもの育ちを支える風土が醸成され
るための取組を行うとともに、令和7年度には「子育てにやさしい
まち実現プロジェクト」として、地域で活動されている方々と連携し
ながら、子育てしやすい環境整備や、地域で子どもの育ちを支援
する機運の醸成などに着目した施策を全市展開するなど、各種
施策を実施していく予定をしており、全ての子どもや子育て世代
が、今回ご意見をいただいた方と同じ気持ちとなっていただける
まちを目指してまいります。

①－6

  宇治市の子ども・子育て策はどうだったのか。
　本市の人口は転出者・死亡者が転入者・出生者を上回り減少
傾向にあり、近年加速している状況にあると言ってよいと思う。そ
の要因は、経済活動なども関係していると思われるが、子ども・
子育ての政策も大きく影響しているのではないだろうか。厳しい
言い方をすれば無策に等しかったとも言えるのではないだろう
か。
　かつて「子育てするなら宇治市で」と高い評価を得て、転入者を
多く迎えたと聞く。その魅力が後退してしまったと言えるのではな
いだろうか。初案にある「第1期・第2期支援事業計画」や「貧困対
策推進計画」の課題に目を通してみても、何が不十分でこのよう
な結果になっているのかの検討や分析が不足しているように思
う。京都府の中にも大山崎町のような例がある。決して同町の地
理的条件の良さだけではないと思う。是非、深い検討を期待した
い。

人口減少は様々な要因があるものと考えておりますが、すべて
の人が子育てに喜びと希望を持ち、宇治市で子育てしたい、して
よかったと思っていただけるよう、現在の計画の成果や課題を分
析するとともに、まちづくりを含めた他計画とも整合及び連携を図
りながら、また他市町の事例も参考にしながら魅力のあるまちづ
くりの推進に努めてまいります。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

①－7

　義憤をあげたらきりがない。本当に子どもの幸せを中心にした
政策に変えていただきたい。どのような政策を行うにも予算が重
要であることは理解している。しかし、この間「何でこんな所にお
金を使うの」という場面をたくさん見てきた。一方で、60頁にあるよ
うに「子どもの医療費無償化」などは「国に要望」と、まったく「市
の独自性」が見られない。このような市当局の政治市政の転換を
期待したい。
　人口の問題は国全体の問題であり、地方自治体が人口を奪い
合うようなことでは解決しない問題であるが、宇治市に住む若い
人たちが定住し、魅力を感じた多くの転入者を迎え、たくさんの子
どもの元気な声が響く宇治市になってほしいと切に望んでいる。

宇治市では、第６次総合計画の第１期中期計画において、３つの
重点施策を位置づけ、市の独自施策を含め、将来のまちの発展
に資する効果的な事業に積極的な予算配分を実施しており、限
りある財源を最大限に生かす効果的・効率的な行財政運営に努
めており、厳しい行財政環境の下で市民サービスの維持・向上を
図っていけるよう、各種施策の実施状況や費用対効果について
常に検証を重ね、より効果の高い事業に限られた財源を振り分
けていくことが重要であると考えており、引き続きこうした観点か
らの施策の再構築に取り組んでまいります。
また、人口減少・少子高齢社会が進行する中、これから出産・子
育てを迎える若者世代や子育て世代の方々に、子育てにやさし
いまちを実感していただくことが若年層の定住や移住、市内への
転入の促進につながるものと考えており、市内における若者の多
様な働く場の創出や、市内産業の成長・発展による地域経済の
活性化に向けた取組、地域で子育てを支える仕組みづくりをはじ
め、子どもが育つ教育環境の充実など、切れ目のない子育て・子
育ち環境の充実に取り組み、子育て世代が魅力を感じ、宇治に
住みたい、住み続けたいと思えるような様々な施策を進めてまい
ります。
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　②　具体的施策について（119件）

ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－1

就学前は市の検診やこども園の先生に家庭での子育て相談を行
う機会があり、できていたが、小学校へ上がってからそのような
機会が皆無になったと感じている。小学生以降の子育て相談で
きる機会や場所について検討して欲しいと思う。
小学校の担任と面談する機会はあるが短時間であり授業や学習
面の話題が中心となる。学校での態度を指摘され、家庭でもお話
し合いを、と言われるが、親としてどのように子にアプローチした
らいいか分からず困惑した。もしかしたらそのような相談窓口が
あるのかもしれないが、その場合、あまり周知されてないのでは
と思う。

宇治市では、18歳未満までの子どもや保護者が気軽に相談でき
る「子ども家庭相談」を設置しております。周知啓発を図り、必要
な方に必要な支援をご利用いただけるよう努めてまいります。

②－2

② 子どもの人権に関する普及と啓発（初案P47）
シンボルマークを作成する。
市主催の行事や資料・パンフレット等にシンボルマークをつけて
啓発する。
年代別に絵、作文、詩歌等を作成するイベントを開催する。

人権に関する普及と啓発につきましては、現在も国のキャラク
ター（人KENまもる君・人KENあゆみちゃん）を用いて啓発を行う
など、子どもでも親しみやすく人権についての理解が深められる
よう、人権啓発事業やイベント、講演会等を通じて人権を大切に
する心を育てる取組を実施しているところであり、引き続き普及・
啓発に努めます。

②－3
令和５年から開始された「子育て世帯訪問支援事業」を追記す
る。

初案P66に具体的施策「子育て世帯訪問等による支援の充実
【国指定事業】」を追加します。これに伴い具体的施策「虐待防止
等のための相談等【国指定事業】」の「【国指定事業】」を削除しま
す。

有
P65

②－4

施策の方向性：（１）児童虐待、ヤングケアラー等への対応の充
実
「ヤングケアラー等への対応の充実」に関する具体的施策を追記
する。

ヤングケアラー等への対応の充実については、具体的施策「虐
待防止等のための相談等」に含めており、初案のままとします。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－5

日常生活用具の給付について、状況に応じてしっかり見直してほ
しい。
・3才以上の年齢制限を必要時に対応変更してほしい。
・以前は見られなかった用具で生活が改善するのに給付対象に
なっていないものを検討してほしい（iPadなど）
・災害時の対応が全く不十分で（子どもだけではないですが）バッ
テリーの給付も対応してほしい。

・日常生活用具の給付対象としている品目の中には、「３歳以上」
や「学齢児以上」というように対象年齢を設けているものがござい
ます。こうした年齢要件は、医療技術や様々な器具の発達等の
状況により、変わり得るものであると認識しています。こうしたこと
から、令和６年度には、ネブライザー（吸入器）等の用具につい
て、年齢要件を撤廃したところです。
・日常生活用品の給付品目につきましては、国が示している「日
常生活用具の要件」に基づいて定めているところです。新たな給
付品目につきましても、こうした要件を勘案しながら検討してまい
りたいと考えています。

②－6 年末の警察の見回りを強化してほしい。

警察の見回り強化については、これまでから町内会等の要望が
ある度に、警察へお伝えしているところです。また宇治市では、学
校や地域と連携した防犯カメラの設置や、市民や事業者等との
協働によるながら防犯パトロールなど、防犯に関する様々な取組
を実施しており、引き続き、安全・安心に住み続けられるまちを目
指してまいります。

②－7 子どもが登下校を含め安心して学業に専念できる地域
子どもが安全に安心して地域で生活していけるよう、関係機関や
地域とも連携を図りながら子どもを守る取組を進めます。

②－8
地域での登校班見守り態勢の強化(ボランティアでなくシルバー
人材を雇用する等)による子育てと仕事の両立支援を、特に要望

現在、市内の公立幼稚園や小学校においては、スクールサポー
ターの配置を行っており、登園・登校時や帰宅時に見守り活動を
行っているところです。地域のご協力も頂きながら、引き続き児
童・生徒が安心して通学できる環境を整えて参りたいと考えま
す。

②－9

近鉄小倉駅の駅前（昔スーパーがあった跡地）を有効活用して欲
しい。
未就学児が遊べる屋内施設
ベビーカーでも入りやすくオムツ替えスペース
授乳室があるといい
小学生や中学生が勉強ができるスペース
駅前が暗く街灯をつけて欲しい。
近鉄小倉駅をバリアフリーにして欲しい。

駅周辺における旧商業施設跡地の土地利用については、各地
権者の意向によるものであり、現在、まちづくり基本構想にお示し
したまちの将来像に沿った土地利用などについて相談していると
ころです。令和６年12月に小倉地区で実施したまちづくりに関す
る意見聴取の結果や、今回いただいたご意見を地権者へ伝え、
地域ニーズなどをご理解いただき、より良いまちづくりに資する施
設を整備して頂きたいと考えています。なお、今後整備を予定し
ている自由通路や駅前広場につきましてはバリアフリー法に基づ
いた整備となります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－10

子育てにやさしい？細かい部分に目を向けてほしい。今回は道
路・交通のことを中心にご意見させていただきます。
・「JR黄檗駅のエレベーターを早急につけてほしい。」ベビーカー
でお出かけができません。駅に駅員さんが常にいるわけでもあり
ません。今工事中ですが、お年寄りも困っているはず。また、ホー
ムがわかれているのにエレベーターのない駅が宇治市内ほかに
もあればぜひ早急にとりつけをお願いします。

JR黄檗駅については現在JR西日本がバリアフリー化工事を実施
しており、令和７年度中にエレベーターの設置工事が完了する予
定と聞いております。その他の駅に関しましてはベビーカー等で
の利用は可能となっております。

②－11

・「府道７号線の歩行者道路の幅を広めてほしい。」
電柱があってベビーカーが通れない。車道の車がとおりすぎてか
ら車道でおしてとおる箇所があります。また、ハッピーテラダ付近
は道の幅の狭さから歩行者が片側通行になることがしばしば。
こういう細かいところに気づける宇治市になれば人口も転入も増
えるのではないかなと思います。
大河効果も終わってしまいますが、わたしは宇治市に期待してい
ます。

ご意見については、府道7号線（京都宇治線）を管理する京都府
へお伝えさせていただきます。
市内の道路を皆様が安心して通行できるよう、宇治市としても引
き続き努めてまいります。

②－12

・ベビーカーを押していても、横断歩道で車が止まってくれませ
ん。信号機を整備すべきかと思います。
JR宇治駅近くの無人お煎餅屋前の横断歩道、三室戸のセブンイ
レブン前の横断歩道(最近黄緑色の塗装が追加されていました
が、改善されていません)

信号機の整備につきましては、管轄する警察署へご意見をお伝
えさせていただきます。また、JR宇治駅前の道路につきまして
は、府道宇治淀線となっておりますので、道路を管理する京都府
にご意見をお伝えさせていただきます。本市におきましても関係
機関と連携し、運転マナーについての啓発・指導に努めてまいり
ます。また、三室戸の横断歩道につきましては、通学路であるこ
とを踏まえ、運転手に対し横断歩道での停止をより促すため、横
断歩道のカラー化を実施いたしました。
なお、本来、横断歩道は歩行者が優先で、横断歩行者の妨害は
道路交通法違反のため、ご意見いただきました状況については、
警察に伝えさせていただきます。

②－13
子どもが安全に通学できるよう交通の整備をお願いします。
通学路はもちろん、通学路以外も子どもが安全に通行できるよう
な道作りをお願いします。

子ども連れでも、子どもひとりでも安心して外出することができる
ように、通学路の安全対策につきましては、市内の各小学校にお
いて危険な箇所を集約し、宇治市において整備計画を通学路交
通安全プログラムとして取りまとめ、危険箇所の改良や交通安全
施設の整備、段差の解消など順次整備に取り組むとともに、通学
路以外の市道についても、皆様が安全に通行できる道となるよう
努めてまいります。
また、子どもを交通事故の危険から守るため、関係機関と連携
し、交通安全教室を通じた啓発や運転マナーについての啓発・指
導などを行ってまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－14
近鉄小倉駅の連絡通路を、ベビーカーや自転車で通れるように
してほしい。

宇治市では近鉄小倉駅周辺地区のまちづくりを考える中、令和4
年3月にまちの将来像などについて示す基本構想を策定し、駅の
東西移動の改善として跨線自由通路（駅の上空に通路を設置）
の整備を検討しております。この整備ではバリアフリー法に基づ
きエレベーターも併せて設置いたしますので、完成すれば東西改
札付近でのバリアフリー経路が確保されます。ただ、自由通路で
自転車通行可能とすると、跨線自由通路や駅前広場で歩行者と
自転車が錯綜する状況となり、事故の起こる可能性が増えるた
め、現時点では考えておりません。

②－15
府道15号の新田郵便局あたりから宇治方向へ向けての歩道が
危険なので整備してほしいと思います。

当該区間は、京都府立宇治支援学校前から西側にある信号交
差点までが京都府が管理する府道宇治淀線、信号交差点から
JR新田駅までの区間については、宇治市が管理する市道東裏
西裏線となっており、歩道の幅員が狭い状況であることは認識し
ておりますが、拡幅には多大な費用を要すると共に、特に沿道に
お住まいの方のご理解とご協力が不可欠な状況であり、早期の
事業化は困難な状況です。
引き続き、京都府と連携を図りながら、実施可能な安全対策を検
討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたしま
す。

②－16

カムループス通りを渡る際に横断歩道をなかなか渡れない様子
をよく見るので、点滅信号を増やす・横断歩道での横断を優先す
る旨の看板を設置するなどして安全に渡れるように整備してほし
いと思います。

信号機の整備につきましては、管轄する警察署へご意見をお伝
えさせていただきます。また、本市におきましても運転者に注意を
促す交通安全啓発幕を市民へ配付・設置いただく取組を通し、運
転マナーの向上に努めております。今後も交通安全啓発幕の配
付や関係機関と連携した運転者に対する啓発・指導により運転
マナーの向上に努めてまいります。

②－17

・「電動自転車の補助金を。」坂の多い宇治市。
（京都市から引っ越してきてこんなにアップダウンの多く移動に疲
れる町だとは知りませんでした。）
せめて子育て世代だけにでも補助金を出していただくと、日ごろ
の買い物や保育園の送迎が楽になります。SDGｓを考えるなら車
よりもＣＯ２の削減になり地球にも優しいですよね！

電動アシスト自転車に対する補助制度創設の計画は現時点では
持ち合わせていませんが、いただいたご意見は参考にさせてい
ただきます。また、本市においては令和４年３月に「市民と築くゼ
ロカーボン宣言」を行っており、引き続き環境にやさしいまちづくり
の推進に努めます。

②－18 子育てタクシー充実
現時点において、子育てタクシー制度の実施に関する計画は持
ち合わせておりませんが、いただいたご意見は参考にさせていた
だきます。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－19

少し的外れな意見かと思うのですがスイマセン。
4姉妹の母をしておりまして、お出かけや旅行先で必ず行くのが
木育施設です。子どもにとって安全で温かみがあって、木と触れ
合える、とても親や子どもにとって最高の場所です。焼津おもちゃ
美術館、讃岐、徳島と3か所訪れたのですが、それぞれ地域の特
色があり観光地の1つになっています。そういった施設が宇治市
にあればと毎度考えていました。いつか自分から宇治市の方に
提案やクラウドファウンディングなどで実現できないかと夢見るく
らいです。
大久保駅の高架がシャッター街になっているのはご存知でしょう
か？急行が止まり、市内や奈良からの利便性もあるのに何もな
い、、そういった場所に宇治おもちゃ美術館があればとか勝手に
考えていました。少しでも目にとめて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

都市計画マスタープランにおいて、大久保駅周辺は、にぎわいの
ある商業・業務集積空間の形成を位置付け、南の玄関口にふさ
わしい賑わいと活力ある都市空間の創出を図ることとしておりま
す。いただきましたご意見につきましては、今後の参考にさせて
いただきます。

②－20

仕事の関係で宇治市に転入して3年弱になります。今年出産をし
て0歳児を育てており、宇治市で妊娠出産を経験しました。
その経験を踏まえて、特に改善して欲しいと感じた点をお伝えし
ます。
【妊産婦の支援について】
妊娠時、出産後の支援金はクーポンではなく現金支給にするべ
き。妊娠時は現金5万円の支給がありましたが、2024年から変更
になったようで、出産後は5万円分のカタログギフトでした。妊娠
出産は様々な手続きが多く、特に産後はただでさえまとまった時
間がありません。毎回クーポン利用のために専用サイト(毎回ワ
ンタイムパスワードが必要)にログインし、限られた商品の中から
選ぶという作業自体を負担に感じる方が多いかと思います。ま
た、商品によっては割高です。

国の制度に基づき、クーポンの支給をしておりますが、今後は、
国の法改正に基づき、原則現金支給となります。

②－21

これからは男性の育児・家庭参画が必須の時代です。
・パパママ教室などで、プレパパ、パパを対象とした講座などを開
催するなど、男性の育児・家事を必要性を丁寧に伝え、参加者の
意識変容・行動変容を促すため、これまで以上に積極的に進め
ること

これまでから、プレパパの参加を促す教室の実施や周知を図っ
ており、引き続き努めてまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－22

・産後ケアに一般の産後ケア施設の補助を追加するべき
産後ケアの一部を利用しましたが、宇治市の産後ケアでは、産後
最大の悩み「睡眠不足」のサポートがありませんでした。産院で
の宿泊型サポートは利用可能でしたが、産院の産後ケアは母子
同室が基本のため、母親が睡眠を取ることは難しく、サポートとし
ては不十分だと感じました。一方、近隣の市町村(京都市、城陽
市、久御山町)では一般の産後ケア専門施設も選択肢にあり、そ
こでは赤ちゃんの夜間預かりも可能です。宇治市でもそういった
選択肢を可能にしてもらえれば安心材料のひとつになるかと思
います。

宿泊型の産後ケア施設については、母子同室となっております。
今後は、ご意見を踏まえどういう手立てができるか検討していま
いります。

②－23

「プレコンセプションケア」を追加
こども大綱では、ライフステージ全体を通して対処すべき課題が
あると書かれており、「青年期」まで拡大されています。
こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供で、プレコンセ
プションケアも提案されています。
プレコンセプションケアとは、不妊、予期せぬ妊娠や基礎疾患を
持つ方の妊娠、性感染症等への適切な相談支援や、妊娠・出
産、産後の健康管理に係る支援を行うため、男女ともに性や妊
娠に関する正しい知識を身に付け、栄養管理を含めた健康管理
を行うよう促すものです。
性教育事業については別記記載がありますが、青年期へのアプ
ローチとして、知識の普及などの啓発として、例えば、宇治市内
の事業所での健康教育などの必要性があると考えます。

国では、令和６年11月に専門家による検討会を立ち上げ議論を
始められました。京都府でも、性や妊娠・出産について正しい知
識を持つよう高校生を対象に実施されています。今後、国や京都
府の動向を注視してまいります。

②－24

・検診や予防接種の際の段取り、会場設営
BCGの集団接種に行った際、授乳スペースがあったのですが、
多くの人がいる待合室の入り口近くにパーテーションを立てただ
けの簡易的なもので、使用しづらく誰も使用していませんでした。
・検診の待ち時間
４か月検診の際、最後の診察待ちが異常に長く、裸で何もしてい
ない待ち時間が30分以上あり、多くの赤ちゃんたちがぐずってい
ました。授乳間隔との兼ね合いもあり、授乳室も少ないので、小
児科医の数を増やすなどの対策が必要かと思います。

授乳スペースについては、プライバシーに配慮をし、設置してま
いります。健診については、一人ひとりの診察時間に差があるた
め、待ちが発生することもございますのでご了承願います。

②－25
乳幼児相談について、全子育て支援拠点での実施か利用者数
の多いところでの実施がよいと思う。慣れ親しんだ場所でスタッフ
のフォローなどもあるところで行ってほしいと思う。

乳幼児相談は、うじ安心館を含め、東西南北の４つの地域子育
て支援センター及びぶんきょうにこにこルームの市内６か所で実
施しております。現時点において乳幼児相談を全子育て支援拠
点で実施もしくは実施場所の変更等は検討しておりませんが、い
ただいたご意見は参考にさせていただきます。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－26 子のインフルエンザワクチン無料

②－27

◆インフルエンザの予防接種の一部負担
65歳以上の高齢者だけでなく、宇治市独自の施策として一部負
担金１回1,500円等で乳幼児～中高生まで受けられると助かりま
す。（乳幼児で3,500～4,000円で２回接種しています。）
高齢者のかたよりも集団生活を過ごすことが多いことから感染が
拡がりやすく、また、インフルエンザ脳症なども怖いです。
宇治市で子育てするメリットとして一部負担で接種できることはア
ピールにもなると思います。
（クリスマス頃から保育園・小学校でかなりのインフルエンザ感染
者が出ていました。）

②－28

妊婦さんへのRSワクチンの助成事業してほしいです。
娘は生後１か月でRSにかかり、重症化して入院しました。幸い後
遺症などなく、無事に乗り越えられましたが、ワクチンで防げるな
ら防ぎたかったです。ワクチン代が高いそうなので、助成してほし
いです。特に上の子が集団生活している経産婦さんには需要あ
ると思います。
不妊治療助成、みらいくのポイント事業、奨学金助成、医療費助
成、産後ケア事業大変助かっています。ありがとうございました。
1人目は京都市で産みましたが、２人目は宇治で産みました。
引っ越してきてよかったと感じます。

②－29

公立保育所について、時代にあった保育ができるよう環境を充実
させてほしいと思います。公立保育所の役割は何か、数年先を
見据えて計画的に現場の意見を取り入れながら改革をすすめて
いくべきだと思います。
教育・福祉の垣根を越えてよりよく連携しつつ、保育士が学ぶ機
会が増えたらいいなと思います。

教員や保育士等が合同で研修会を行うなど、情報交換ができる
場を作り、連携を強化していきます。また、乳幼児教育・保育の質
の向上に向けた研修等の充実にこれまでも実施しており、引き続
き、より良い保育環境の充実に努めていきたいと考えておりま
す。

②－30

駐車場に入るまでに並んで待たないと空きがない公立保育所が
あります。そのため急いでいる保護者は近くのコインパーキング
を利用している方もいらっしゃいます。駐車場の増設ができれば
保護者の負担も減り、地域の方も平穏に暮らせると思います。ご
検討よろしくお願いします。

保育所近隣で駐車できるスペースを確保するためには様々な問
題があると想定されますが、１つ１つ検討し、保護者の皆さんが
利用しやすいように努めてまいります。

ワクチンの公的接種は、国が統一した制度を実施することが望ま
しいと考えており、今後も引き続き、国の動向を注視してまいりま
す。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－31
東宇治幼稚園のよくわからないセンターもそうですが、何となくズ
レてるんです。市民が何を求めているか、何に困っているかを正
しく受け取って、正しく理解してほしいです。

ニーズ調査だけでなく、日常の業務の中においても市民ニーズを
的確に把握し、施策に反映するよう努めてまいります。

②－32

◎公営の施設の役割を明確化するべき
公営の施設には公営にしかできない役割があるはずである。前
回の2つの計画の成果についてはさらっとまとめられているが、
最初の計画が策定されて10年の間、公営の既存の施設（主に公
営保育所）が果たしてきた役割はどのようなものかわからない。
またこのプランにおいて担っていく役割が不明確である。
・プランは「民間の力を借りて」というスタンスである。もちろんそ
れはとても大事なことであるしどんどん推進していくべきと思う。
しかし民間だけに頼ってよいのだろうか。公営保育所は支援が必
要な子どもたちを受け入れ、インクルーシブな保育を行う、宗教
や主義にとらわれない保育を提供するなど現在もやっておられる
だろう大切な役割がある。また行政と連携しやすく適切な支援に
つなげやすいという利点がある。保育所保育指針にも明記されて
いるが、地域に開かれた社会資源として保育所の特性を生かし
て地域の子育て支援も公営施設が先陣を切ってやっていくべき
ではないのか。
・現時点では一時預かり、園庭開放（公営も行っているが予約制
でいつ行っているかも問い合わせないとわからない）こどもだれ
でも通園制度などなど地域の未就園児に対する支援はほとんど
民間保育園が行っている。また保育所利用者にかかわる延長保
育も同様である（プランでは公営と民間をひっくるめて記載してい
るのでその差がわからない）
 令和3年の厚生労働省の資料によれば保育費用は保護者負担
が2割、公費負担が8割です。未就園児の家庭はその恩恵を受け
ることもなく、どこか安全な遊び場はないかと探し、日々奮闘して
真面目に子育てをしておられます。公費で運営されている宇治市
の施設だからこそもっと広く市民が利用できるようにするべきで
はないでしょうか。お金や人手がないからやれない、ではなくて、
できることは何かを考えて市民に開かれた施設になり、どの家庭
にとっても「子育てにやさしいまち宇治」になることを祈念いたしま
す。

乳幼児期は子どもの生涯にわたる人間形成の基礎が培われる
極めて重要な時期であるため、保育所等での乳幼児教育・保育
の充実が必須です。乳幼児数は減少していますが、保育ニーズ
は高くなっており、公立保育所では基本となる教育・保育の実践
による質の確保や向上の推進に向けて、各機関と連携・協働して
取り組んでいます。
民間保育所が先行して行っている事業もありますが、今後、公立
保育所でも実施できるように現場保育士の意見も聞きながら進
めていく必要があると考えております。
また、事業実施には費用と人材が必要になる場合もありますが、
他市の事例を参考にしながら、宇治市ができる取組を検討してい
くように努めてまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－33

障害児施策として、医ケアのある子どもたちへの対応について、
保育園に訪問看護師を利用したりする等、充分に検討してほし
い。受け入れる保育園にしっかり費用面でのサポートをしてほし
い。➡医療機関と連携しても受け入れられないです。

医療的ケア児の受入れにつきまして、令和６年度より受入れ事業
者への支援金（補助額）を増額しているところです。
次年度以降も、引き続き体制強化に努めます。

②－34

教育・保育環境について
昨今の人材難の例にもれず、教育業界も人手不足が深刻化して
おり、なり手不足や離職者の増加で内容の質の担保が気掛かり
です。現代の若い人は、昔に比べて仕事に対してドライな一面が
あり、業務省略化やメンタル面のフォローが急務と感じます。
各々職場内でも苦労されてはいると思いますが、そちらにも力を
入れていただけると市民の安心感に繋がると思います。

職員のメンタルヘルスについては、未然防止を図るため、ストレ
スチェックなどセルフチェックに資する取組を行うとともに、時間
外勤務の多い職員などには心の健康相談を実施するなど、予防
的措置となる取組を進めております。また職員研修においてもメ
ンタルヘルスをテーマに取り上げており、啓発にも努めているとこ
ろです。
引き続き、職員へフォローできる取組を続けて参りたいと考えま
す。

②－35 ○学校(教育現場)の人員補充・環境改善

公立小・中学校における教員定数については、京都府が定める
学級編成基準に基づいて、定数が定められているところですが、
定数を超える加配人員については、府教委へ多く配当されるよう
要望を行っているところです。各教員の負担軽減に繋がるよう、
引き続き要望を続けるとともに、環境改善にも努めてまいります。

②－36

施策の方向性：（３）【学童期～思春期】子どもが健やかに学び、
育つことができる環境づくり　1 学校教育の充実　「新しい教育環
境の整備」について
宇治市から貸与されている学校での学習に使用しているタブレッ
トで、子どもにとって有害で、非常に不快な広告が表示されてい
る。そのようなものが表示されないようにしてほしい。

学習用タブレット端末については、児童生徒の安心・安全なイン
ターネット利用を補助するため、webフィルタリングソフトを活用し
て、webページの広告は非表示となるよう設定している他、セキュ
リティ対策を実施しておりますので、具体的な内容について学校
にご相談をお願いします。
市教委としましては、児童・生徒の安心・安全なインターネット利
用となるよう、情報モラル教育の推進に努めてまいります。

②－37

夏の水泳の授業が少なくほんの数回のために水着の用意をして
いるので（暑すぎるとできない）、バス等を利用して１年を通して
分散させるなどで民間のスイミングスクールなどでの水泳授業を
取り入れてほしいです。学校の先生にはプールサイドから見守っ
ていただきスイミングのコーチの指導を受けることで安全でも安
心でき、いざという時のための泳力の向上もできると思います。
（年に一度は着衣水泳なども実施できるとありがたいです。）

小学校の水泳の授業については、各校で８～10時間計画して実
施しております。急な天候の変化や落雷等で実施できない場合
も予備日を設定して、必要な時間数、授業を実施しており、水泳
の授業時数については確保できております。
着衣泳については、全ての学校ではありませんが、主に６年生で
実施しております。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－38
暑い９月に運動会があるので、その練習も当日も暑くてかなり心
配です。市として運動会の実施時期や内容について指針がある
とありがたいです。

運動会の開催日については、各校で計画しております。これまで
多くの学校が実施しておりました９月・10月の気温が高く、熱中症
等の危険が高くなっているため、１学期に開催したり、10月下中
に実施したりする学校が増えております。今後も児童生徒の安全
を確保を第一に、実施時期を検討するよう各校に周知してまいり
ます。

②－39
小学校高学年以上や中学生に年に一度救命救急講習があると
いいなと思います。（他の自治体で、その講習をうけていた子ども
たちのおかげで助かったというニュースも見ました。）

本市でも、宇治市消防本部の協力のもと、救急救命出張授業を
実施している学校がございます。各校での実施が進むよう周知し
てまいります。

②－40

小児心身症学会がすすめている思春期のメンタルケアについて
全く触れておらず、中高生の思春期の課題としてとりあげてもら
いたい。教職員への知識の普及も必要です。自死や違法ドラッグ
への対策にもつながります。

子どものメンタルケアにつきましては、初案P46（最終案P45）に子
どものための相談・支援体制の充実として、「身近で多様な相談
窓口の充実」や「職員や教員の相談対応力の向上」等を記載して
おり、引き続き、思春期を含めた子どもの心のケアと指導に当た
る教職員等の指導力の向上に努めてまいります。

②－41

授業中にうるさくする子、いじめをする子に対するカウンセリング
や別室での指導を早急に希望します。（先生の話をきちんと聞い
て勉強をしたいと思っている子どもが、いじめやうるささで体調を
崩した時に、別室に行かされ復習プリントがメインで授業から遅
れていく事に違和感を感じます）

いじめや授業中の問題行動等については学校で児童生徒や保
護者からの相談に対応しているところであり、担任だけでなく、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を含め学校
全体で組織的に児童生徒の状況を把握し、適切な対応に引き続
き努めてまいります。

②－42

子どもの人権を大切にするのなら、小・中・高の1クラスの人数を
少なくする、先生の教えを増やす、教師の待遇をよくする等改善
させなければ子どもの人権は守られない。（いじめの多発、おちこ
ぼれ、不登校など）

公立小・中学校における１クラス当たりへの児童・生徒数や教員
定数については、京都府が定める学級編成基準に基づいて、定
数が定められているところですが、定数を超える加配に対してや
処遇改善については府教委に対し、要望を行っているところで
す。また、各教員の負担軽減に繋がるよう、引き続き要望を続け
てまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－43

不登校に対する施策について
個別対応が必要なケースが多いため専門の職員の配置が必要
かと思います。場所でなく人の対応が必要なので予算をしっかり
とってほしい。

②－44
・不登校児童、生徒が増え続けている。ただちに各学校に不登校
支援の教職員を置いて、少しでも安心して学校へ行けるようにす
るべき。

②－45

中学生の子どもに障害があることが分かりました。学校へいきに
くくなり教育はほとんどうけられておりません。教育委員会や各サ
ポート機関など相談を繰り返しておりますが、ご自分の話ばかり
で、何も解決につながるような親身なご意見が聞けません。公立
高校の制度も不登校や障害のある子のことを考えられてませ
ん。家族は仕事を制限される上、費用が必要であったり、仕事を
無理しないといけないことばかり。
必要とされ追い込まれた生活を送っています。
宇治市子どもまんなかプランとあげられていることはすべてがき
れいごとに思えます。教育委員会をはじめとする市の相談機関
には現役で行動力のあり、親身に考えていたける職員を配置し
て、苦しんでいる一人一人を救っていただけるような業務をして
いただけるよう、切願します。

学校では担任や教育相談担当者、特別支援コーディネーター、
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等による、児
童生徒や保護者への相談に対応しています。
また、教育委員会では学習や家庭教育、不登校、いじめ等子ども
の行動で気になること等について相談を受けています。宇治市教
育委員会では経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護
者に対し、学校で必要な学用品費、給食費、校外活動費、医療
費などの援助を行う就学援助の支給事業、特別支援学級在級児
童・生徒の保護者の経済的負担軽減を図り義務教育を保障する
ための特別教育就学奨励費の支給事業を実施し、教育機会を保
障すべく努めております。

本市では、学校において校内にもう一つの居場所である別室を
開室し、きめ細やかな支援を行うため、小学校10校に不登校児
童支援員を配置しており、Ujiふれあい教室には、支援員やス
クールカウンセラー等を配置して不登校児童生徒支援を行って
いるところでございます。不登校支援の加配については京都府
教育委員会に対して引き続き要望を行ってまいります。

有
P57
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－46

不登校児童生徒（家庭）への支援について、Ｐ58①学校教育の
充実で「不登校への支援」が記されていますが、このような内容
でいいでしょうか。今、必要なのは”社会的自立に向けた支援”で
しょうか。私の娘（今39歳）が中1の時登校しぶりを経験しました。
半年程で再び登校するようになりましたが、その間同年代の子ど
もが部活動に汗を流し、友達と談笑している姿を見る度に「どうし
て私の娘だけが？なぜ？」と嘆きました。仕事に行っても娘の安
否が気になって、その不安におびえていました。今必要なのは、
「大丈夫。どんな道を選ぼうとあなた達を守る」という行政の姿勢
ではないでしょうか。子どもの今を認めこんな学び方もできるよと
選択肢を用意すること、子どもの不登校によって生じる経済的な
負担を減らすことを目標に掲げてほしいです。基本目標３の
（３）、もしくは基本目標５の（４）に不登校児童生徒（家庭）への支
援の項を起こして具体的施策を示してください。

②－47

学校へのいきしぶり、不登校児童生徒への対応について
行きしぶり、不登校児童・生徒への具体的施策をたててください。
孫は途中から送って行っての登校なのでどうカウントされている
かわかりませんが、今も送っていく前「行きたくない！！行きたく
ない！！行ったっておもしろくない！！」と気持ちがのらず機嫌悪
く行きました。インターホンで伝えると先生が玄関まで迎えに来て
くださり、先生と入っていきました。学校が気を使って対応してくだ
さっていることは私も教職にあったので痛い程わかり、立ち去り
がたく、思わず子ども達を見守ってくださっている見守り隊の知り
合いの方に声をかけてしまいました。その方は支援学級の子が
体育時、協力学級に行っているので飛び出したりすることがあり
見守ってくださっているとのことでした。ちょっとあいさつしたその
時に見守っていた子が見えなくなり探すと集団の方に姿が見え
ホッとしました。その方は私が声かける前に一人教室に入って
いった男の子があまりに出てくるのが遅いのでそちらを見に行か
れました。担任の先生も心配して見に来られしばらくしたらその男
の子はトイレから出てきたようでした。子ども達の状況に手が足り
ていないと本当に思いました。そんな中で孫に対応してくださって
いるのに、孫は行きたくなくて困っている。休んでいる時は「暇
や、暇や」と言って、やること、やりたいことを探しています。学校
は友達がいて、発見があって楽しいところであるはずなのに。行
きたくなるような場所を見つけてやりたいです。

本市では、これまでから宇治市不登校児童生徒自立支援教室
（Ujiふれあい教室）の開室や、コーディネーターによる、小・中学
校への巡回訪問、支援員による不登校児童生徒宅へのアウト
リーチなど児童生徒が社会的に自立できるよう援助・支援を行っ
ており、学校においては、校内にもう一つの居場所である別室を
開室し、きめ細やかな支援を行うため、小学校10校に不登校児
童支援員を配置し、支援員の取組内容や成果について全小・中
学校で情報共有することにより、さらに不登校児童・生徒への支
援を充実させていきたいと考えています。
また、中学校６校には心と学びのパートナーを配置し、生徒の悩
みを聞き、教員とは違う立場で生徒の心のゆとりが生まれるよう
援助しているところでございます。
不登校支援については、引き続き児童生徒の状況を十分に把握
し様々な状況に応じた支援を総合的に検討し、さらなる充実に努
めます。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－48

ひとり親で不登校の子どもがいます。
学校以外の居場所を見つけフリースクールに通っていますが、毎
月の費用や食費が家計を圧迫し、フリースクールを辞めざるを得
ない、もしくは引っ越しをしてフリースクール補助金のある地域に
行くか悩んでいます。もっと不登校の子がいる家庭に経済的援助
をお願いします。

本市では、フリースクールの通学に対する補助は実施していませ
んが、学校以外の居場所として小学校３年生から中学校３年生を
対象に宇治市不登校児童生徒自立支援教室（Ujiふれあい教室）
を開室し、児童生徒が社会的に自立できるよう援助・支援を行っ
ております。
不登校支援については、引き続き児童生徒の状況を十分に把握
し、様々な状況に応じた支援を総合的に検討し、取り組んでまい
りたいと考えております。

②－49 フリースクールの補助を早急に希望します。

本市では、フリースクールの通学に対する補助やフリースクール
の運営支援に関する補助等は実施していませんが、不登校支援
については、引き続き児童生徒の状況を十分に把握し、様々な
状況に応じた支援を総合的に検討し、取り組んでまいりたいと考
えております。

②－50
小学校に車で送り迎えにくる保護者の車が危ないので、小学校
に車寄せの設置をお願いします。

基本的に車両による保護者の送迎は遠慮していただいておりま
すが、止むを得ず車両で来校される際には学校に相談していた
だき、駐車場所を含め十分に安全に留意するようお願いしている
ところです。

②－51

小学校のトイレやエアコン清掃は、年に２回程度、清掃業者に委
託して清掃してほしいです。小学校の花壇の手入れ等はシル
バーセンター等に委託してほしいです。現在は保護者まかせに
なっていますが、保護者も仕事等多忙であり、引き継ぎが厳しく
なっています。

学校内のトイレやエアコン、花壇の清掃等につきましては、基本
的に学校での実施をお願いしております。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－52

登校見守りの旗当番がかなり負担です。また、乳幼児を連れて
当番をされている方も見かけて安全面でも心配です。（ファミサポ
さんでの対応は不可とのことですが）ファミサポさんでも当番をし
ていただけたり、またシニアのかたへ委託することなども検討して
いただきたいです。

小学校の登校時において、地域や保護者のご協力も頂きながら
児童の見守りをしていただいている学校もございますが、PTA
（育友会）による活動については各PTA（育友会）でご協議をお願
いします。なお、ファミリー・サポート・センター事業は、定点で不
特定多数の児童の見守りはできませんが、利用者負担となりま
すが対象児童に付き添うなど、登下校の支援をすることは可能で
す。

②－53 PTAや保護者会の仕事を外注にする

共働きの増加や少子化等により、PTA（育友会）活動への参加が
難しい保護者がおられることから、全国的に運動会のパトロール
や講演会の講師依頼など活動の一部を外注されている学校もあ
ります。
PTA（育友会）は保護者と教職員による組織ですので、活動等に
ついては各PTA（育友会）でご協議をお願いします。

②－54
小倉の小中一貫校実施は、地域住民の多数が望んでいないの
に強引に実施された。住民の声を聞く姿勢ではない。

小中一貫校の整備については、児童数の減少に伴い西小倉地
域の小学校で単学級化が進んでいる状況があることや、令和元
年12月に地域を主体として発足した検討委員会からの、小中一
貫校として新設の学校の整備を求める要望が出されたことなど
の状況、また宇治市の小中一貫教育の取組みを踏まえ、本市２
校目となる施設一体型小中一貫校の整備に向けて検討を開始
し、令和３年８月に開校場所を西小倉中学校敷地に決定しまし
た。
令和８年４月の開校に向けては、設計・工事を進め、その間や現
在も、学校の施設整備等や開校準備に関することにおいて、地
域や保護者の皆様のご意見を伺いながら、取り組んでいるところ
です。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－55

西小倉に住み、娘が西小倉小、西小倉中、西宇治高校とお世話
になりました。地域の子どもたちの現状には関心があり、どの子
ものびやかに楽しく過ごし成長してほしいと願っています。
・新しい小中一貫校について、ただ新しくなればよいのではなく、
少しでも子どもの学習活動、お互いに育ちあえる安心できる学校
であってほしいと強く願っています。プランでは美しいことばが連
ねられていますが、実際に教育活動上どんなことが必要か見え
てきません。1例として子どもたちの体力づくり（あそびの保障）に
とって必要不可欠なグランドが十分ではないと思います。南小倉
小のグランドはぜひ確保していただきたい。
・今の設計では災害時の避難時のルートや子どもの安全面がと
ても心配です。

令和８年４月開校予定の宇治西小倉学園は、同一敷地内に小学
校と中学校の施設が一体となった、施設一体型の小中一貫校で
す。
施設一体型の小中一貫校の特徴としては、小学生にとっては、
普段の学校生活の中に、中学生がいることで憧れが芽生え、ま
た中学生にとっては自分が小学生の目標となるよう自覚が生ま
れることで、自己有用感や自尊感情が育まれ、穏やかな学校風
土を創り出すと考えています。
こうした児童生徒間の交流等を学校生活の中で大切にしながら、
新しい施設を最大限生かした、教育を行いたいと考えています。
また、グラウンドについては、全ての工事完了後は同一敷地内で
教育活動を実施しますが、工事期間中においては、近隣の南小
倉小学校のグラウンド等も活用いたします。
なお、工事期間中であっても、災害時等には、児童生徒が安全
に避難等できるよう、ルートや場所の確保をしています。

②－56

・西小倉地域小中一貫校開校に関わって思うこと
　私は「西小倉地域小中一貫校」の建設にあたり、この地域に住
む住民の一人として様々な要望を教育委員会に対して行ってき
た。その中で体験したことは、本当に子どもの幸せを真ん中にし
て進めているのかと疑いたくなり、大きな不満や憤りであった。
　初案にも触れているように、子どもの育ちにおいてのびのびと
動ける環境は第一に保障されなければならない。なのに、はなか
ら「第二グラウンド」は設けないと発表し、令和８年の開校から約
１年半は、ほぼまともなグラウンドがなく、騒音が鳴り響く学校に９
学年の児童・生徒を閉じ込める。給食のあり方を検討した委員会
が、小学生には自校方式がよいと答申しても、あっさりとセンター
方式の給食提供を決めてしまった。初案59頁の「食育の推進」が
空々しく目に入った。
　南小倉小学校区には規模の大きな「児童公園」は一つもなく、
「児童遊園」も他の小学校区より少ない。その南小倉小学校の跡
地を早速住宅地としての民間売却を方針としている。いくら初案
で「子どもの快適な環境を」と言っても現実との乖離がはなはだし
い。

令和８年４月開校予定の宇治西小倉学園については、屋外の運
動スペースとして、メイングラウンド、サブグラウンド、テニスコー
ト、遊具エリアなどを整備し、加えて屋内運動スペースとして、空
調設備を備えた２つの体育館、及び武道場を整備します。こうし
たことから、小中学生の体育の授業や部活動については、十分
に実施できる考えております。なお、開校後の校舎解体・グラウ
ンド整備期間については、近隣の小学校のグラウンド等も活用す
る予定です。
給食提供については、令和４年８月に定めました「今後の小学校
給食の提供方式の方針」を踏まえ、敷地内スペースの有効活用
の観点も踏まえ、校舎内に配膳室を設け、給食提供方式は給食
センターからの配送方式としました。
また、南小倉小学校を含む３つの小学校の跡地については、「西
小倉地域小学校跡地に関する基本的な活用方針」を取りまとめ、
より具体的な機能や整備内容などを考えていく中で、市民の皆様
のご意見などを伺いながら、効果的かつ有意義な跡地活用の実
現を目指しているところであり、南小倉小学校跡地については、
子ども達が遊べる環境の確保なども考慮しながら検討を進める
こととしております。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－57
小中一貫校を作るのはいいのだが、運動場で子どもが毎日遊べ
ない（地域にボール遊びできる公園もない）問題をどうにかして解
決してもらいたい。

子ども達が遊べる環境の確保については、西小倉地域における
小中一貫校整備にかかる3つの小学校の跡地において、「西小
倉地域小学校跡地に関する基本的な活用方針」に基づき、より
具体的な機能や整備内容などを考えていく中で、市民の皆様の
ご意見などを伺いながら、効果的かつ有意義な跡地活用の実現
を目指して検討を進めることとしております。

②－58

基本目標１「子どもまんなか」のまちづくりの推進について、Ｐ３”
宇治市の宝である子どもを中心に考え”Ｐ39「子どもの最善の利
益」が実現される社会を目指す”と記されています。Ｐ50には（３）
子どもの夢を応援する取組の推進として①活躍・挑戦の場の創
出としてスポーツ活動の実施・支援が明記されています。ならば
新設される西小倉の小中一貫校のグラウンドは、サッカーをした
い、野球をしたい、陸上もテニスも！という生徒の夢を部活動が
できる条件を整えることができるはず。南小倉小学校の運動場を
一貫校の第２グラウンドとして活用することは子どもの夢を応援
する直球ど真ん中だと思います。初案に文言として盛り込めなく
ても、子どもの夢はぜひ応援してください。基本目標4（2）まちじゅ
うで学び、遊び、交流できる「場」づくりの推進　②保護者と子ども
で遊べる場の確保　③自由に遊べる場の確保でも、西小倉3小
学校舎・地は活用できると思います。

令和８年４月開校予定の宇治西小倉学園については、屋外の運
動スペースとして、メイングラウンド、サブグラウンド、テニスコー
ト、遊具エリアなどを整備し、加えて屋内運動スペースとして、空
調設備を備えた２つの体育館、及び武道場を整備します。こうし
たことから、小中学生の体育の授業や部活動については、十分
に実施できる考えております。なお、開校後の校舎解体・グラウ
ンド整備期間については、近隣の小学校のグラウンド等も活用す
る予定です。
また、３つの小学校の跡地については、「西小倉地域小学校跡地
に関する基本的な活用方針」を取りまとめ、より具体的な機能や
整備内容などを考えていく中で、市民の皆様のご意見などを伺い
ながら、効果的かつ有意義な跡地活用の実現を目指していると
ころです。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－59

共働きが多いことがわかっていて、子育てにやさしい町であれ
ば、保護者への配慮としても、中学校給食を当初予定の来年度
の実施を遅らせず、一番早くできる方法を選択して実施してもら
いたいです。

②－60 中学校の給食導入

②－61

公立中学校の給食提供を早急に実施してほしい。
小学校と同じように全ての子どもたちに（弁当を持参することが
難しい生徒たちも）温かく、栄養バランスのとれた食事を提供して
ほしい。

②－62
今、地域によってバラバラになっている中学校の給食あるなしを
平等にしてほしいです。

②－63

・給食（中学校）
中学校においてのお弁当は毎日のことであるし、負担を少なから
ず感じている保護者もいると思う。
全員一律で栄養バランスのよい給食の1日も早い実現を希望す
る。

②－64

中学校でも給食を導入してほしい。
栄養バランスを考えて毎日の食事を用意できる家庭もあれば、そ
うでない家庭もある。
小学校の間だけではなく、成長の大事な時期である中学でも給
食があれば、すごくありがたい。
給食があれば心身ともに健康になって、不登校も減るかもしれな
い。

②－65

安定した、良好な栄養供給は、教育の礎になるので、中学校以
上にも給食制度、もしくは学食を導入してもらいたいです。
生活が苦しい家庭への支援にもなると思います。
教育費は国の未来の資産であると考えてもらいたいです。

令和８年４月の中学校給食の開始に向け、引き続き準備を進め
てまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－66

給食について
1/15付「広報うじ」で”子ども達の学びをはぐくむ”として給食セン
ターの建設が取り上げられていましたが、審議会では”自校方式
がのぞましい”が結論のはずです。審議会の答申を無視すること
が、子育て支援と言えるのでしょうか？「子どもまんなかプラン」と
は笑止千万です。

②－67
「食育の推進」を掲げながら、中学校給食をセンター調理にし西
小倉の小中一貫校に給食室を作らないのは逆行している。

②－68
学校給食は京都市のように始業式の日から終業式の日まで出し
てほしい。中学校の給食早期実現

小学校給食日数の変更の予定は今のところございません。
令和８年４月の中学校給食の開始に向け、引き続き準備を進め
てまいります。

宇治市中学校給食の方式の検討につきましては、令和元年8月
に宇治市中学校給食検討委員会より「宇治市の中学校給食は給
食センターによる実施が望ましい」として意見をまとめられたこと
を尊重して、中学校給食基本構想において、センター方式での実
施としたものです。
また、今後の小学校給食については、宇治市小学校給食におけ
る提供のあり方検討委員会からも、「自校方式は可能な限り継続
してください」「今後児童生徒数の減少が見込まれることから、給
食センターの活用を図ることも大切です」と意見を受けたことをふ
まえ、自校調理方式を基本としながらも、将来的な児童生徒数推
移、小学校給食室の老朽化状況等を総合的に勘案し、給食セン
ターからの配送方式を導入することとしています。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－69 第2子以降の保育料の完全無料化(所得制限なし)　・給食費無料

②－70

宇治市で子どもを４人育ててます。未就学児２人、小学生２人で
す。
収入は中間層に属してますので何も支援受けられません。子ど
も４人育ててるのに免除等もありません。どんどん食費はかさむ
し毎日安いものを探して買い物してます。せめて、保育園から高
校まで学費、給食費全て無償化になりませんか？節約を子ども
に押し付けてて苦しいです。

②－71

宇治市の子育て支援策は、市民にとって宇治市に住みたいと思
う重要な要素です。この間様々な支援策が実施されており、子育
てをとりまく環境が改善されているのは間違いありません。しかし
どの支援策も、他自治体が既に取り組んでいることで、宇治市独
自の政策ではありません。もしろ他自治体が行っているのに宇治
市で行われていないことが多いように思います。給食費の無償
化、保育の無償化、医療費の無償化および世代の延長化など。
毎年目標とするように掲げ、いつまでも実行されず、宇治市はや
る気がないんだという印象につながっています。スピード感をもっ
て他自治体よりも先に取り組む姿勢を見せていただければ、市
民も宇治で子育てをしてよかったと思い、こどもまんなかプランを
支持していけるのではないでしょうか。
子どもは成長します。プランの完成を待っていたら今の子どもは
大人になります。教育にお金をかけない自治体は発展しません。
他自治体が取り組んでいる給食費無償化は今すぐ実施してほし
いです。

②－72

子どもが現在３人ある子育て家庭なのですが国が一貫としてや
らない分、自治体によっての差をすごく感じます。宇治市は良くも
なければ悪くもないという印象で結論から言わせてもらうと明石
市を見習ってほしいと思います。宇治市は高齢者がかなり多いと
思うので明石市ほどの財源がないのかもしれませんが給食費の
無償化、年齢関係なく保育園2人目から無料、医療費の無料化
(どれも明石市の子育て支援です)どれか一つでも実現しようって
気はないのか問いたいところです。生まれも育ちも宇治市なので
少しでもここで子育てしたいなって思えるような宇治市になってほ
しいです。

子育て支援施策は、経済的支援だけでなく、地域社会全体で子
育てや子どもの育ちを支える包摂的なまちづくりの実現との両面
の施策展開が必要であると考えています。行政サービスに要す
る費用については、サービスを受けられる方の所得状況等に配
慮しつつ、一定の負担をお願いすることが必要であると考えてお
り、現時点において、子育てに係る各種施策について一律に無
償化することは検討しておりませんが、子育て支援医療制度では
中学校卒業までの医療費実質無償化等、経済的支援を実施して
いるところです。また、子育て支援医療制度については、国にお
いて制度化されるよう要望するとともに、高校生年齢への拡充に
ついて、他の自治体の状況や財源等を総合的に判断し、実施に
向けた検討を進めているところであり、引き続き、子育て・子育ち
にやさしいまちづくりの実現に向けた取組を推進してまいります。

有
P59
P81
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－73

昨今の物価高でかつてないほど経済的な不安は強くなっており、
ある程度の収入がある世帯であっても産み控えは避けられない
と感じます。
子育て世帯にとっていかに魅力的なまちであるかは今後のまち
の存続がかかっていると言っても過言ではないのでは無いでしょ
うか。
ネットなどで他の自治体在住者の声を見ていると、保育料第一子
や第二子の無償化やオムツの補助などをうたっている自治体に
移住しようとする動きなど、経済的な支援は明らかに功を奏する
ものだと感じますし、宇治市在住の子育て世帯の私としてもとて
もありがたいと思います。現在３人目を妊娠中ですが、上の子ど
もが小学生に上がるので、階層を加味するとおそらく多子軽減の
恩恵は受けられないと思うのでぜひ検討をお願いしたいです。

②－74

２つ目、子どもの貧困対策についてです。私は７人兄姉妹の中で
育ちました。貧しかったですが、３食必ず食べていました。育ち盛
りの子ども達が、経済的な理由や生活習慣（文化）から３食食べ
られていない現状を変えるには、子ども食堂の利用のレベルで
はないと思います。ニーズ調査の結果Ｐ172でも利用希望はそれ
ほど高くありません。子どもの貧困は、子どものいる家庭の貧困
です。学校給食の無償化や医療費の無料化は、国や府に要望し
てその結果待ちではなく、宇治市独自の補助を行ってほしいで
す。

②－75
基本目標２安心して・・切れ目のない支援
給食費・教材費の無償化を実施すべき。

②－76
「子どもの医療費無料化制度の創設を国に対して要望する」とあ
るが、国待ちにならず市独自でも推進していくべきだと思う。

有
P59
P81

子育て支援施策は、経済的支援だけでなく、地域社会全体で子
育てや子どもの育ちを支える包摂的なまちづくりの実現との両面
の施策展開が必要であると考えています。行政サービスに要す
る費用については、サービスを受けられる方の所得状況等に配
慮しつつ、一定の負担をお願いすることが必要であると考えてお
り、現時点において、子育てに係る各種施策について一律に無
償化することは検討しておりませんが、子育て支援医療制度では
中学校卒業までの医療費実質無償化等、経済的支援を実施して
いるところです。また、子育て支援医療制度については、国にお
いて制度化されるよう要望するとともに、高校生年齢への拡充に
ついて、他の自治体の状況や財源等を総合的に判断し、実施に
向けた検討を進めているところであり、引き続き、子育て・子育ち
にやさしいまちづくりの実現に向けた取組を推進してまいります。

23



ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－77

夫婦と３歳１歳の子どもを持つ４人家族の母です。
小さい子どもを持つ共働き世帯からの意見を述べさせていただき
ます。
京都市が４月から第二子の保育料無償化が決まる中、宇治市は
今だに高い保育料設定。京都市が子育てしにくい街（土地代が
高い、駐車場代がかかる、こども医療費が高い、広い遊び場が
少ない）かつ財政が不安定のため転入してきましたが、保育料無
償化になると知っていたらもう少し京都市に留まっていたかもし
れません。共働きだからと言って、決して裕福な暮らしをしている
訳ではなく、住宅ローンの返済＋保育料＋物価高の影響で、生
活にゆとりはありません。そのため、保育料は自治体を選ぶ上で
重要です。
今後、新たに家庭をもって家を購入する世帯に向けて選ばれるよ
うな自治体であるためには、第二子保育料無償化は絶対条件。
なんなら、大阪の自治体のように第一子から保育料無償化にし
ないと、転出していく方が多くなる一方です。早急に保育料無償
化をお願いします。
また、大阪は高校の授業料も無償化です。それをふまえて宇治
市から転出する家庭も一定数いらっしゃいます。宇治市もいち早
く高校授業料の無償化をお願いします。
職場との距離の関係で大阪に住むことはやめましたが、宇治市
の子育て政策は充分ではありません。もっと子育て世帯に魅力
的な街になれるようなポテンシャルは待ち合わせていると思いま
すので、改善お願いします。そうすれば、子どもも大人も宇治市
のことがもっと好きになれると思います。

②－78
中学生までの医療費免除（月200円）を18歳（高校生）まで延長し
て欲しいです。

②－79
月に200円で病院にかかれる小児医療券？は大変助かってお
り、高校生になった途端になくなってしまうので、「高校生は月500
円まで」でもいいので継続させてほしい。

子育て支援施策は、経済的支援だけでなく、地域社会全体で子
育てや子どもの育ちを支える包摂的なまちづくりの実現との両面
の施策展開が必要であると考えています。行政サービスに要す
る費用については、サービスを受けられる方の所得状況等に配
慮しつつ、一定の負担をお願いすることが必要であると考えてお
り、現時点において、子育てに係る各種施策について一律に無
償化することは検討しておりませんが、子育て支援医療制度では
中学校卒業までの医療費実質無償化等、経済的支援を実施して
いるところです。また、子育て支援医療制度については、国にお
いて制度化されるよう要望するとともに、高校生年齢への拡充に
ついて、他の自治体の状況や財源等を総合的に判断し、実施に
向けた検討を進めているところであり、引き続き、子育て・子育ち
にやさしいまちづくりの実現に向けた取組を推進してまいります。

有
P59
P81
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－80

東京や明石市をモデルとした子育て支援事業を行なって欲しい
です。学費無料までは求めませんが、せめて所得制限は撤廃し
て欲しいです。共働きでガンガン稼ぐ予定ですが、このままでは
世帯収入的に奨学金など借りることができません。夫婦共に裕
福な家庭の出ではなく、それぞれ奨学金で大学を卒業しました。
今後1番不安なのは大学の学費です。検討お願いします。保育
園代、学童代がどうしても高いです。下げてもらえたらありがたい
です。３人目産みたいですが、学費の心配で産み控えしてる人は
多いです。六地蔵にできたマンションに引っ越してきましたが、本
当に少子化？というほど子どもがいる世帯がたくさんです。毎日
子どもの声で賑わっています。みんな宇治市に期待しています！
よろしくお願いします！！

子育て支援施策は、経済的支援だけでなく、地域社会全体で子
育てや子どもの育ちを支える包摂的なまちづくりの実現との両面
の施策展開が必要であると考えています。宇治市においては、こ
れまでから一定の負担軽減や一部無償化を実施しているととも
に、地域子育て支援拠点の全中学校区への設置、保育の質の
向上の取組や配慮を必要とされる子どもたちへの支援、子育て・
子育ちにやさしい風土づくりの推進など、様々な観点からの取組
を進めているところですが、さらに取組を進め、子どもや子育て世
代に魅力を感じていただけるまちづくりに努めてまいります。

②－81 ○私立高校無償化

②－82
他の自治体にならい、私立高校の補助金の収入制限をなくして
ほしい。

②－83

子育てを取り巻く環境が昭和、平成時代とは様変わりしていま
す。子ども中心にしたいけど、できない余裕のない子育てをして
いれば子どもに悪影響が出ます。今、高齢者中心としか思えない
政策や法律ばかりが可決しているように思えてなりません。
心身ともに、保護者への具体的な援助が必要です。
・教育費、給食費を無料にする
様々な立場や役割をもつ人々がいるので、全体的に行き渡るよ
うな、政策にしてください。

国では、令和５年４月にこども基本法が施行され、12月にはこど
も大綱及びこども未来戦略が閣議決定されました。また京都府で
は令和6年度に子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の
推進に関する条例の制定とともに、京都府子育て環境日本一推
進戦略が4年ぶりに改定され、国や京都府においても子育て・子
育ち支援を主眼に置いた動きがございます。宇治市におきまして
も、いただいたご意見を参考にしながら、宇治市の宝である子ど
もを育むため、子育て・子育ち支援の環境づくりを一層進めてま
いります。

②－84

こどもの貧困問題の解決が見えません。体と心を育てる給食は
せっかくこれまで積み重ねてこられた宇治市の給食が本当に守り
継がれていくのか心配です。子どもの貧困は、親の貧困を映し出
しています。具体的な経済支援が必要です。医療費の問題、給
食の無償化など踏み込んだ市政を願います。

現時点で経済的支援により一律に行政サービスにかかる費用を
無償にする考えは持ち合わせてはおりませんが、子育て支援医
療制度では、高校生年齢への拡充について、京都府の制度拡充
の時期に合わせて実施できるよう、京都府の検討状況を注視す
るとともに、他の自治体の状況や財源等を総合的に判断し、実施
に向けた検討を進めてまいります。また、子どもの正しい生活習
慣を確立するとともに、子どもの学習意欲が低下することのない
よう、子どもの成長段階に応じた切れ目のない支援施策を実施
するとともに、引き続き安全でおいしく、学校給食として必要な質
を確保して提供できるよう努めてまいります。

高等学校の授業料に関する施策については、高等学校等就学
支援金の支給に関する法律に基づき、京都府において対応され
ることが基本であると認識していますが、市においても勤勉意欲
がありながら経済的理由により修学を断念せざるを得ない高校
生や大学生に無利子で小学資金を貸与する市独自の奨学資金
貸与事業を実施しております。今後も国や京都府の動向を注視
しつつ、市としても子育て支援策を推進してまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－85

子ども５人子育て中です。
就学援助など、長女のときに受けていましたが
長女が大学生になりバイトでの収入も、他の兄弟の就学援助が
受けれるかに影響してくるのをやめていただきたいです。
大学生の長女に家の家計を支えてもらってはいないので
子どもの親の収入だけで判断していただけたらありがたいです。
あと給食費の無償化や、医療費も高校生まで対象になれば助か
ります。
いろいろな制度の第何子の数え方も、上の子どもが子どもとして
カウントされなくなったときに、繰り上がって第何子と数え方を変
えるのをやめてほしいです。

就学援助につきましては、対象を生活保護法第13条に規定する
教育扶助を受けている世帯の児童又は生徒、それに準ずる程度
に困窮していると認められる世帯の児童若しくは生徒又は就学
予定者の保護者等としており、生活保護が世帯収入に基づき認
定を行っていることから、就学援助もそれに準拠して認定を行っ
ており、児童・生徒から見て兄弟姉妹のみならず祖父祖母等も同
一の世帯の場合対象となるところです。
子育て支援施策は、経済的支援だけでなく、地域社会全体で子
育てや子どもの育ちを支える包摂的なまちづくりの実現との両面
の施策展開が必要であると考えています。行政サービスに要す
る費用については、サービスを受けられる方の所得状況等に配
慮しつつ、一定の負担をお願いすることが必要であると考えてお
り、現時点において、子育てに係る各種施策について一律に無
償化することは検討しておりませんが、子育て支援医療制度では
中学校卒業までの医療費実質無償化等、経済的支援を実施して
いるところです。また、子育て支援医療制度の高校生年齢への
拡充については京都府の制度拡充の時期に合わせて実施でき
るよう、京都府の検討状況を注視するとともに、他の自治体の状
況や財源等を総合的に判断し、実施に向けた検討を進めている
ところであり、引き続き、子育て・子育ちにやさしいまちづくりの実
現に向けた取組を推進してまいります。

②－86

就学援助について、市立以外の府立・国立の小中学校に通う子
どもにも支給されるようにしてほしいです（私立は経済的余裕が
ある家庭の子どもが行くところだと思うので、不要と考えます）。
大阪府には市内在住であれば市外の学校に通っていても就学
援助を受けられるところがあるようです。本人にやる気と実力が
あり府立・国立の小中学校に合格しても、就学援助が受けられな
いためにその学校に進学できないことは避けるべきと考えます。
むしろ、宇治市内には府立・国立の小中学校がないために市外
の学校へ行くのであって、市外の学校へ通うためには交通費等
も多くかかるので、より援助が必要なのではないでしょうか。「成
育環境などを理由に自らの進路の選択が制約されることがない
よう支援する」ならば、せめて公立学校に通う子どもは平等に
扱っていただきたいです。

就学援助の対象を市立小・中学校の児童生徒としていることにつ
きまして、ご意見をいただいているところですが、国立、府立の小
中学校においても、受験にかかる経費など、私学同様の負担が
発生していることが考えられることなどから現時点において対象
としておりません。制度の拡大にあたっては慎重な検討が必要で
あると考えます。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－87

・貧困対策について
　低所得家庭への支援として、就学援助基準をゆるめ利用しや
すい制度にするべきです。40年程前（？）はもっと利用しやすい
基準だったはずです。

就学援助の認定基準については、準要保護児童・生徒につい
て、夫婦と子ども２人における目安額を設定しており、他市と比較
しましても、決して低い認定基準ではないものと考えております。

②－88

【家庭の経済的支援について】
・奨学金返済支援の対象者拡大
奨学金返済支援の応募要件に収入要件があるが、今年度は昨
年度より厳しくなっていました。しかし、前年度の収入ベースでは
産後の収入減や働き方の変化による収入減に対応できないの
で、子育て支援としては効果が薄いです。(育休中は収入が大き
く減るため経済的に厳しくなる。また、復帰後は保育料や時短勤
務などでも収入減が見込まれる)
昨年度は追加募集もあったようなので、ぜひ要件を緩和して対象
者を拡大して欲しいです。
奨学金は、金額にもよりますが、月々15000円程度を40歳まで返
済しているということが多く、児童手当と相殺されてしまいます。
返済分の支援があれば大きな子育ての後押しとなり、宇治市で
子育てをする大きなメリットになるのではないかと思います。

奨学金返還支援制度については、若年層や子育て世帯の奨学
金返還による経済的負担を軽減し、宇治市への定住促進を図る
ことを目的に実施しております。対象要件については、いただい
たご意見を含め、様々なご意見や社会の状況等も参考にしなが
ら、より効果的な制度となるよう引き続き研究・検討してまいりた
いと考えます。

②－89
塾に通わすことができない子にも夏期講習や冬期講習など学校
が休みの時にも塾代わりの教育が受けれる制度があればいい。
遊ぶ子はすぐに帰らすくらい厳し目の。

宇治市では、生活困窮者等学習支援事業として、市内3カ所の公
共施設で子どもとその保護者への学習支援及び相談支援等を
行っております。今後も経済的困難を理由に子どもの学習意欲
が機会が損なわれることのないよう、切れ目のない支援に努め
てまいります。

②－90

・課外活動に格差がある
塾やスポーツ、音楽などの習い事にお金や親の仕事の都合で送
り迎えができないなどの問題を身近に感じる。
小中学校にて放課後や土曜日に専門の講師等を派遣することな
どはできないでしょうか。

現在、中学校の部活動において、教員以外に部活動指導員を配
置し、技術的な指導を行っているところです。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－91

小学生が放課後に育成学級以外で過ごせる預かり保育のような
ものがあるとありがたいと思います。
（広野幼稚園のききょう塾のような、主に卒園した幼稚園・保育所
などで宿題をしたり遊んだりしながら保護者の迎えを待てると親
子とも安心感があります。また、19時など育成学級より遅くまで開
いていることも多いです。）

宇治市では、平日の放課後及び土曜日の午前中に、地域住民
等で構成される推進組織の運営により、子どもに安全・安心な居
場所を提供し、自主的な学習及びスポーツ・文化活動、地域住民
との交流活動などの支援を行う放課後子ども教室を実施しており
ます（現在北槇島、平盛、笠取第二の3校で実施）。現在、新規開
設に至っておりませんが、地域の人材や団体の皆さん、学校の
協力を得ながら、開設に向けて調整していきたいと考えておりま
す。

②－92
小学校の児童の放課後の居場所を、学校の育成では足りない現
状が伺えるので、地域の中での居場所づくりが必要なのでは（普
通級の子ども）。

本プランは、仕事と子育てを両立できる環境づくりを目的としてお
り、それを達成するための施策でもある育成学級については、可
能な限り待機児童が発生しないよう、必要な施設整備を行うとと
もに、民間の放課後児童クラブの協力もいただきながら、受け入
れ児童数の拡大を図るよう努めてまいります。

②－93
育成のお弁当も有料でいいので、外注の選択肢を入れてほしい
です。

現在の指導員の体制や、衛生管理の観点から、現状は難しいと
考えています。

②－94
育成学級の保護者会があるメリットよりもデメリットが多く感じま
す。保護者会がないところも多いそうです。市内で統一いただけ
ると助かります。

保護者会は任意の団体となりますので、宇治市において統一的
な組織を設立するのは難しいものと考えております。

②－95
うちはまだ未就学児だけですが、学童保育と各習い事教室との
連携、給食の充実なども期待したい。

育成学級はあくまで保護者の就労中の児童を按針安全に保育す
ることを主たる目的としているところですが、教育委員会との連携
も深めながら検討してまいりたいと思います。

②－96

育成の夏休みなどの利用時間に関して、朝もう少し早い時間か
ら預けられるようにしてほしい。京都市は8時前から預けられと聞
きます。
働いていても子育てしやすいと感じることができる環境整備を願
います。

夏休みを初めとした学校休業日の１日開設において、現在は児
童が8時半までに到着した場合に備えて、８時から安全対策支援
員の協力を得て、児童の安全確保に取り組んでいるところです。
開設時間の拡大は、指導員の体制整備や労働条件の変更、協
力金の見直しなどの課題があり、現時点での実施は難しいと考
えております。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－97

宇治で生まれ育ち 結婚出産後も変わらず宇治市で暮らしており
子どもも2歳になりました。他府県への通勤が可能でありながら
自然に溢れ観光名所も多い宇治市民である事を誇りに思ってい
ます。現在夫も私も大阪へ務めており 朝7時から保育園にお世
話になっています。初案をまとめる時のアンケートには記載がな
かったのでしょうが 大阪府豊中市の小学校で試行中の朝7時か
らの学校開放についての言及が見受けられませんでした。子ど
もの小学校入学時に仕事と育児の両立が困難になる所謂「小1
の壁」解消の方策として 朝の学童（学校開放）の実施を強く希望
致します。小1の壁を越えられず離職を選択せざるを得ない状況
は その後の生活において経済的に大きな負担を強いられます。
一方仕事を優先し勤務先の近くへ転居する事は 子どもとって環
境が大きく変わりストレス要因になりかねません。朝の学童が実
現されれば他の地域からの転居者も見込め 出生率が増加に転
じる可能性も有ります。今後の宇治市の発展の為にも 安心して
子育てが出来る様に支援頂きたく宜しくお願い致します。

②－98

保育園までは朝早くても対応してもらえたりできるが、小学校に
上がると集団登校になり、仕事を続けられる環境が厳しくなると
感じました。
仕事を続けられる環境をもっと地域も整えてほしいです。
例えば、朝早い時間は体育館で預かってくれるなど。
親が仕事をできる環境がないと、ここで子どもを育てようとかもう1
人兄弟ほしいとは、まずならないです。
もう1人ほしかったですが、3人目となると仕事を続けながらでは
時間が足りないと思い、そこまで踏み込めませんでした。

宇治市では、放課後、就労等の理由で保護者の保護を受けられ
ない児童を対象に育成学級を開設していますが、登校時間前の
開設は行っていません。
今後も働き方の多様化や共働き世帯の推移を注視し、全市的に
実施している集団登校の状況も加味しつつ、市民ニーズを的確
に把握できるよう努めてまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－99

基本目標４についてです。仕事と子育ての両立は色々な課題が
あるとは思いますが、こどもを出産するごとに産休、育休の手当
て額が減っているのが現実です。それはこどもを産むとフルタイ
ムとはいえ、勤務時間が固定になったりこどもの病気での欠勤が
あったりで給料が減っていくからです。
こどもの病気での休日は私の職場では何人こどもが居ても5日だ
けです。誰か１人がインフルやコロナになればそれで終わりで
す。そこからは有給も使用しますがこどもが３人も居れば年度の
前半でなくなってしまいます。私は今年度自分の為の休日は１日
も取っていません。それくらいこどもの病気で休日や有給がなく
なっているのです。それに合わせて、こどもが小学生に上がると
集団登校の時間が決まっているので勤務時間が大きく変わり、
働ける時間が変わってしまい、また減給になる可能性もありま
す。父親や祖父母などの協力が得られる家庭ならいいですが、
そうではない家庭も多くあるということを知っていただきたいで
す。
小学生も、こども園が７時から預けられるように小学校も早朝の
預かりがあれば非常にありがたいと感じます。
ぜひ、意見の１つとして読んでいただけると幸いです。よろしくお
願いいたします。

市内の企業が子育てにやさしい企業づくりを推進していただける
よう意識していただき、企業での働き方も変えていただくような取
組の推進が必要であると考えており、宇治市としても引き続き市
内企業に啓発等を行ってまいります。
また、登校時間前の育成学級の開設については、働き方の多様
化や共働き世帯の推移を注視し、全市的に実施している集団登
校の状況も加味しつつ、市民ニーズを的確に把握できるよう努め
てまいります。

②－100

子どもが病気や怪我をしたときに預け先があることも重要です
が、保護者の願いは”そばに付き添ってやりたい”なのでしょう。
ニーズ調査結果Ｐ126の病児・病後児保育事業の今後の利用希
望に表れていると思います。ならば、子どもが病気の時、保護者
が安心して仕事を休める制度、休業保証を雇用主・企業に迫り、
宇治市も負担するしくみの創設を願います。

育児、介護等と仕事との両立は男女共通の問題となっており、
「宇治市男女共同参画計画（第５次ＵＪＩあさぎりプラン）」におい
て、職業生活における男女共同参画の推進に取り組んでおりま
す。
また、情報誌「リズム」では市内で両立支援等を積極的に推進し
ておられる事業所を紹介したり、労政ニュースなどにおいて、両
立支援に関する記事を発信するなど、事業所に対しての情報提
供と啓発に努めているところです。

②－101

　市内企業に個別にセミナーを実施するなど、ワークライフバラン
ス・仕事と家庭の両立、さらに男性の育児・家庭参画について、
経営戦略上の必要性を訴えることで、経営者の理解を促すこと
が必要です。（案に記載のある施策もありますがご了承くださ
い。）
　男性が育児・家庭に参画することは、家庭での育児に非常に重
要であり、家庭での育児が安定することがこども施策の一丁目一
番地と考えます。どうぞよろしくお願いいたします。

市内の企業が子育てにやさしい企業づくりを推進していただける
よう意識していただき、企業での働き方も変えていただくような取
組の推進が必要であり、宇治市としても引き続き市内企業に啓
発等を行うとともに、パパママセミナー等の実施により男性の育
児参加を推進してまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－102

地域のコミュニティが希薄になっていますが、それでも友達が欲
しいと感じておられる方は多いと感じます。市内の友人の新興住
宅地では自治会自体がないと聞いて驚いていたところです。コ
ミュニティの形成においては、そこに住んでいる人の中にプラス
の影響を与える人が１人でもいれば良い方向に向かっていきま
す。最近、地域コミュニティの形成に尽力されている市内の経営
者や民間団体・個人の方も多いので、力を結集して少数単位の
レベルで取り組んでいかれるのもどうかなぁと思います。

市では、多様な主体との連携・協働と担い手づくりの推進を目指
し、各種事業を進めているところです。ご意見頂いている市の取
組として、民間の方が主体となって交流できる空間「まちのリビン
グ」やそうした方が一体となってコミュニティづくりの場に取り組む
「リビングリング」があります。今後とも、様々な主体が集う拠点と
なる空間や仕掛けづくりに取り組み、協働によるまちづくりを推進
してまいります。

②－103
② 身近な相談窓口の充実（初案P52）
子育てを終えた親世代や高齢者をボランティアとして、相談相手
を務めていただけるような仕組みを設ける。

現在も民生委員・児童委員や福祉委員、ファミリー・サポート・セ
ンター事業など、地域の方々のご協力を得ながら子育て支援策
を実施しているところですが、いただいたご意見を参考にしなが
ら、身近で充実した施策の検討をしてまいります。

②－104 高齢者シニアにもっと掃除など町づくりに活躍してもらう

　高齢者が地域社会に参加し、活躍することは、健康で生きがい
ある日常生活を送ることにつながると考えており、シルバー人材
センターや高齢者事業団等においては、草刈り・枝の選定、清掃
等の業務を実施されているほか、ファミリー・サポート・センターで
のお子さんの一時預かりや送迎等の子育て世帯への支援や緑
化ボランティア等、様々な場面で、市民の皆さまの生活を支える
ため、高齢者の方々が豊かな経験を生かして活躍しております。
　本市といたしましては、そういった活躍の場を積極的に支援・周
知し、世代を超えて市民が関わり合い、地域ぐるみの次世代育
成につながるよう努めてまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－105

　元気な子どもたちをたくさん見られるように、110頁にあるように
「地域・市民の役割」は極めて重要だと思う。今、自由な時間をも
つ元気な高齢者がたくさんいる。子育てに役立ちたいと思ってい
る人は、私も含めてたくさんいると思う。それらの人に「具体的で
適切な手段での声かけ」をできないものだろうか。初案には、初
案の段階だからか「具体的な方策」が見えてこない。何より現在
の市政はトップダウンで上意下意の市政運営になっているように
見える。市職員の方々もトップの意向にしばられ、自分たちの力
を思う存分に発揮することができなくなっているように見える。市
民の側も自分たちの思いが生かされず空しさを感じ、「市民の役
割」を果たそうという気持ちになれないジレンマを感じる。
　市政運営の現状を変えることは簡単ではないと思いますが、子
どもや市民のげんきで前向きな姿を見ることが、自治体職員とし
ての至上の喜びだと思います。厳しくややネガティブな意見を述
べてしまいましたが、心身の健康に気をつけてご奮闘してくださ
い。

宇治市では、高齢者が地域の中で生きがい、役割をもち、地域と
つながり、支え合いながら暮らすことができる仕組みづくりを推進
しており、通いの場の立ち上げや運営の支援、健康長寿サポー
ターの養成、高齢者の生きがいや社会参加につながる情報を掲
載した冊子「生きがい探しのすすめ」の発行などに取り組んでい
ます。また、本プランの推進にあたっては、職員一人一人が職務
に邁進するとともに、市民の皆様や宇治にかかわる”みんなで”、
これからも宇治に住み続けたいと感じていただけるような子育て・
子育ちにやさしいまちづくりを目指してまいります。

②－106

ファミリー・サポートについても、実際依頼できる家事支援が炊飯
器のスイッチを押す等、とても限られているので他に頼める事業
などがあればよいと思う。ファミリー・サポートは個人宅に預ける
ことに不安を感じる方も多いので、ひろばや拠点であずかれるよ
うな規則になればいいと思う。

ファミリー・サポート・センターは、産前2か月から1歳に達するまで
は家事支援を行っており、調理については行っておりませんが、
買い物や掃除・洗濯・食器洗いなどであれば支援の対象とするこ
とが可能となっており、子どもの預かりについては、基本的には
援助会員の自宅ですが、援助会員と子どもで地域子育て支援拠
点を利用していただくことは可能です。また、宇治市では、就労要
件を問わす時間単位等で柔軟に子どもを預かることのできるこど
も誰でも通園事業を試行実施しており、今後国において制度化さ
れます。ファミリー・サポート・センター事業に限らず、幼稚園や保
育所、認定こども園等での一時預かりや、今後本格実施するこど
も誰でも通園制度等、子育て世帯のニーズに応じた多様な事業
展開を図ってまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－107
公園の遊具が古く危険なものが多いと感じるので遊具を綺麗に
してほしい

公園の遊具は毎年専門業者による安全点検を実施しており、点
検結果で危険と判定した遊具は即時対応しておりますことや、老
朽化した遊具を順次更新するなかで、地域のご要望に応じた更
新も実施しておりますので、ご理解願います。

②－108 公園遊具を整備し、充実させる

公園の遊具は毎年専門業者による安全点検を実施しており、点
検結果で危険と判定した遊具は即時対応しておりますことや、老
朽化した遊具を順次更新するなかで、地域のご要望に応じた更
新も実施しておりますので、ご理解願います。

②－109 子どもがボール遊びできる広い公園を作ってほしいです。
広い公園を造ることは、新たに土地を確保することなど難しい面
がありますが、頂いたご意見に関しまして今後の参考にさせて頂
きます。

②－110

アンケートでも多くの人が望んでいる公園の整備も希望していま
す。私の家の近辺の熊小路児童公園はとても人気で、徒歩圏外
の人もわざわざ車を使って来られているのを目にします。その方
から話を聞くと、広くて使いやすく非常に良い、近くにあれば良い
のに、とおっしゃる方ばかりです。このような公園が整備されると
良いと思います。参考にされてはいかがでしょうか。
雨の日は確かに遊ぶ場所の範囲が限られています、それでもこ
こ数年で無料で遊べる場所についてずいぶん充実していただい
ていると感じますが、駐車場が充実していることと、親子共に昼
食がとれるとなおありがたいです。ちなみにSNS口コミの効果は
絶大で、わかりやすく利用者増や自治体への好感度に影響して
いると感じます。

熊小路児童公園は、築山にある滑り台が人気の公園であります
が、他の公園においても遊具の更新の際には、公園の地形や状
況に応じた遊具を整備するなど取り組んでいるところです。雨の
日に遊べる場所については、地域子育て支援拠点を市内の各中
学校区に1ヵ所設置しており、未就学児までの利用にはなります
が、徒歩圏内でもご利用いただける施設を整備しております。よ
り多くの方にご利用いただけるよう、ご提案いただいている手法
も参考にしながら、PRに努めてまいります。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－111
・子どもの遊び場
　市内に公園はあっても”ボール遊び禁止”となっている所が多
いです。せめて、南小倉小跡地は売却ではなく、広い遊び場とし
て確保するべきです。

公園の利用に関しては、地域の皆様からのご意見やご要望を頂
いたなかで、利用のルールとしてボール遊びを禁止しておりま
す。
南小倉小学校を含む3つの小学校の跡地については、「西小倉
地域小学校跡地に関する基本的な活用方針」を取りまとめ、より
具体的な機能や整備内容などを考えていく中で、市民の皆様の
ご意見などを伺いながら、効果的かつ有意義な跡地活用の実現
を目指しているところです。

②－112

子どもまんなかプランを計画してくださりありがとうございます。失
礼ながらご意見を伝えさせていただけたらと思います。
・宇治市内の公園が見た目のキレイさや遊具の豊富さにかけて
おり、こどもたちが(小学生)公園で遊びたがらない姿があります。
西宇治公園のインクルーシブ遊具のある公園が滋賀県などのよ
うに増えてくれるとよりこどもたちが外で遊ぶ機会が増えて、家に
引きこもることが減っていくように感じます。
また、乳幼児の保護者さんも見た目のキレイさで遊ぶか遊ばな
いかをパッと見で判断することが多いように感じます。町内など
の公園は草は無造作に生え、遊具も錆びて、安全そうに見えな
いので公園で遊ばせないという話もよく聞きます。

市内の公園の日常管理につきましては、ご協力頂いております
町内会・自治会と市によって管理を行っているところです。
公園の遊具は毎年専門業者による安全点検を実施しており、点
検結果で危険と判定した遊具は即時対応しておりますことや、老
朽化した遊具を順次更新するなかで、地域のご要望に応じた更
新も実施しておりますので、ご理解願います。

②－113
近くに雨の日でも遊べる施設が欲しいと思います。
(車が乗れないので、イオン久御山までは行けず。2歳の子どもが
いるので、ベビーカーにカバーを付ければ付近なら移動可能)

宇治市では、未就学の子どもと保護者が気軽に遊べる「地域子
育て支援拠点」を市内の各中学校区に1ヵ所設置しています。屋
内で遊ぶだけでなく、子育て相談等をしていただくことも可能な施
設であり、より多くの方にご利用いただけるよう周知に努めてま
いります。

②－114 雨でも子どもが遊べる屋根があるところが欲しい。

宇治市では、未就学の子どもと保護者が気軽に遊べる「地域子
育て支援拠点」を市内の各中学校区に1ヵ所設置しています。屋
内で遊ぶだけでなく、子育て相談等をしていただくことも可能な施
設であり、より多くの方にご利用いただけるよう周知に努めてま
いります。

②－115
支援センターももう少し広々と充実した場所を希望。奈良市や亀
岡市は市外からも訪れるほどきれいで充実しているので参考に
してほしい。

地域子育て支援拠点は市内の各中学校区に1ヵ所設置してお
り、徒歩圏内にいつでも気軽にご利用いただける施設として整備
しております。現在のところ新たな拠点の整備は検討しておりま
せんが、他市町の施設やいただいたご意見は参考にさせていた
だきます。
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ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

②－116

いろいろイベントなどやっていただいていますが、保護者の同伴
が必要だったり、場所が遠かったりと結局親次第のところがあり
ます。もっと学校や保育園などの場所を活用して子ども達自身で
参加できるものをお願いします。

各種イベントについては、一定保護者の責任が生じる場合があ
るものと考えておりますが、いただいたご意見も参考にさせてい
ただきます。

②－117

宇治市図書館の設備、こども向けイベント等を充実させてほし
い。（設備に関してはオムツ替えや授乳室の新設、こどもトイレや
ファミリートイレの新設など。イベントに関しては最近ではクリスマ
ス会も行われていて良かったのでどんどんさかんになってほし
い。近くの京都市醍醐図書館ではこども向けのコンサートもやっ
ていて楽しい。）
六地蔵からでは宇治市の図書館が遠いので、新たにこども専用
図書館を作ってほしい。木幡や六地蔵界隈はファミリーが増えて
いるように感じるが宇治市は図書館が遠いと耳にする。六地蔵
方面かどこか駅近の場所が便利でありがたいのでこども専用図
書館を作ってほしい。他市町村では、こどもに読み聞かせをして
もいいスペースやこども専用の椅子や机があるところもある

宇治市３図書館においては、オムツ交換シートは多目的トイレ等
に設置しており、授乳室は中央図書館は文化センター1階に共用
で設置しているところですが、こどもトイレ等の新設は現在の施
設では難しい状況です。（東宇治図書館では、赤ちゃん向けおは
なし会の際は室内を仕切って授乳スペースを作っています。）イ
ベントについては更なる充実を図っていきたいと考えています。
こども専用図書館の新設については、宇治市では、多くの公共施
設が今後20年から30年間に集中して改修・更新時期を迎え、厳
しい財政状況の中でこれからのまちづくりにおいて求められる役
割をしっかりと見定める必要があることから、他自治体の事例等
も参考としながら研究をさせていただきます。

②－118

⑥生涯学習や図書館事業等の充実では、Ｐ76の中に公民館が
位置づけされていないのはおかしいです。生涯学習センター等で
ひとくくりにしないでください。図書館事業の充実は何より、子ども
達の身近なところに図書館があるということだと思います。現3館
では少なすぎです。子ども達がワイワイ集まって本を囲んで自習
できるスペースも含めて4館、5館への増設をお願います。
「子どもまんなかプラン」が真に「子どもの最善の利益」に近づくこ
とをお願います。

生涯学習活動を行う施設には、生涯学習センターや公民館、図
書館のほか、コミュニティセンターや地域福祉センター、男女共同
参画センターなど多くの公共施設があります。
今後も子どもが学校での学習だけでなく、生涯を通じて学ぶこと
を身に付けられるよう、また学びや遊びの情報提供ができるよ
う、生涯学習センターや図書館のみでなく、公民館等においても
取組を進めてまいります。一方で、宇治市では、多くの公共施設
が今後20年から30年間に集中して改修・更新時期を迎え、厳しい
財政状況の中でこれからのまちづくりにおいて求められる役割を
しっかりと見定める必要があることから、他自治体の事例等も参
考としながら研究をさせていただきます。

②－119

子育て支援事業については年々新たな事業が増えていっている
ように思いますが、子どもと保護者がともに成長できるような支援
であってほしいと願います。親子の愛着関係（きずな）をつくる機
会を失うべきではないと思います。

宇治市では、親子で気軽に遊べる場所として地域子育て支援拠
点の各中学校区への整備、男性の育児参加や子どもへの愛着
形成を目的としたパパママ教室の実施等、この間、様々な事業を
実施するとともに、新たに子育てにやさしいまち実現プロジェクト
により親子で外出しやすいまちづくりの推進、京都府で実施され
る親子誰でも通園制度の試行実施への連携など、親子の愛着形
成にかかる取組を進めているところであり、親子の愛着関係をつ
くる機会の確保と創出を進めてまいります。
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　③　「量の見込み」と「確保方策」について（11件）

No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

③－1

子育てにやさしい街とよく耳にし本当にそう感じる時もあります。
例えば京都市の子どもの医療費と宇治市では、差があるし、とて
も有難いと思っています。
ただ、今回市立の幼稚園が1つになった事がとても残念です。子
育てにやさしくない！！
少子化なので仕方ないとしてもせめて選択可能なように2か所残
すべき！地域のことも考えて2か所と思ってしまいます。行政が民
間の収入を奪ってはいけないという意見は、大人のこじつけだと
思います。私立と公立は全く別のものだし、子育て、子どもを大切
に思うなら持続させることをもっと考えてほしかったです。

宇治市乳幼児教育・保育のあり方検討委員会からの、公立就学
前施設については、宇治市全体の教育・保育の見込量、需給調
整の状況等を踏まえた適正規模を維持することが求められ、基
本となる教育・保育を実践する公立幼稚園機能については残し
ていく必要があるとの意見を踏まえ、現行の3園体制を見直すこ
ととしたところです。

③－2

一時保育について、申し込み以前に行事や誰でも通園、歯がは
えるまで受け入れられない等断られるケースも多く、お母さんの
ダメージも大きい。充分に足りているわけではないと思う。公立の
保育園や幼稚園で一時保育が受け入れてもらえたらとても嬉し
いです。

公立保育所では一時保育を実施しておりませんが、今後受け入
れ体制等を検討し、進めていけるよう努めていきます。

③－3

こども誰でも通園制度の導入で、1時預かりが利用しにくくなって
いる現状が懸念されるため、1時預かりや誰でも通園制度などす
べての事業が常時確実に利用できるようにしてほしい（真の待機
児童の解消も含めて）。

こども誰でも通園制度及び一時預かり事業はそれぞれ目的が異
なるため、並行して取組を進めたいと考えています。
各制度について、利用者の利便性が向上するよう努めます。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

③－4
六地蔵周りに病児保育作って欲しいです。共働きの核家族が多
いので需要あると思います。

③－5

働く母親として、病児保育のある病院が減っていることに困って
いる。保育所で病児を預かるという案は、ただでさえ過酷な環境
で懸命に働いている保育士さんの負担になるのではということ
と、病気が園内で蔓延してしまうのではという不安があり賛成でき
ない。

③－6

仕事をしながらの子育てで、一番大変なのは、子どもが病気をし
たとき。病児保育に空きがないこともあり、もっと増えるとありがた
いです。また、働き方改革が進み、もっと我が子と一緒に過ごす
時間がつくれたらいいなと思います。子育てには、親自身のゆと
りがとても大事だと思います。

病児保育の実施に当たっては、医療機関等の実施機関において
施設整備や職員の確保などしていただく必要があり、新規拡充
が難しい部分もございますが、より利用しやすい制度となるよう
引き続き努めてまいります。また、市内の企業が子育てにやさし
い企業づくりを推進していただけるよう意識していただき、企業で
の働き方も変えていただくような取組の推進が必要であると考え
ており、宇治市としても引き続き市内企業に啓発等を行ってまい
ります。

③－7 病児保育、シッター制度の充実

病児保育の実施に当たっては、医療機関等の実施機関において
施設整備や職員の確保などしていただく必要があり、新規拡充
が難しい部分もございますが、より利用しやすい制度となるよう
引き続き努めてまいります。また、シッター制度とは異なります
が、ファミリー・サポート・センター事業において援助会員の拡大
に努め、お子さんの預かりや送迎時のサポートが円滑にできるよ
う、努めてまいります。

③－8

小学校の育成が、待機になってしまったことで、働き方も変わり、
給料も減ってしまいました。
規模を拡大をしていただかないと働けない方も増えると思いま
す。年度途中に入れるようになっても、年度はじめに働き方が決
まってしまいますので、次年度を待つことになってしまいます。

現在、一斉受付期間内の申請者からは待機児童を出さないこと
を基本方針として入級事務に取り組んでいるところです。一斉受
付期間がより一層周知できるよう、取り組んでまいります。

病児保育の実施に当たっては、医療機関等の実施機関において
施設整備や職員の確保などしていただく必要があり、新規拡充
が難しい部分もございますが、より利用しやすい制度となるよう
引き続き努めてまいります。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

③－9

子育て支援センターについて、木幡地区が14時にしまってしま
い、電車や車を使って他の拠点に行かざるをえないようなので北
部支援センターと東部支援センターの間に拠点があるとよいと思
う。

ご指摘のとおり、木幡中学校区にある北部地域子育て支援セン
ターについては、開所時間は14時までとなっております。電話で
の子育てに関する相談等については16時まで対応しており、新
たな地域子育て支援拠点を新設する計画は現在のところ持ち合
わせておりませんが、いただいたご意見は参考にさせていただき
ます。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

③－10

今回の子ども計画（案）について、第５章－４　児童福祉法改正によ
る新規三事業の量の見込みと確保方策についてのご意見です。
今回の児童福祉法の法改正のもと、今回の京田辺市こども計画
（案）を作成されていますが、」子育て世帯への家事、育児支援が法
的に整備されたというのも大きな進歩と思います。京田辺市は「こん
にちは赤ちゃん訪問」、助産師のアウトリーチが７回と充実していま
すが、今回の子ども計画でさらに子育て環境を充実していくのに肝
となるのは現行の母子保健法の下、行われてきた助産師による相
談事業に加えて、児童福祉法が改正され定められた『子育て世帯訪
問支援事業』なのではないでしょうか。こちらの「子育て世帯訪問支
援事業」には生活や子育て等を抱える子育て世帯、妊産婦、ヤング
ケアラー等がいる家庭を訪問し、傾聴に加えて、家事、養育の援助
等を実施することで、家庭環境を整え、児童虐待未然防止に努める
とあります。
核家族化で、実両親、義両親が仕事をしている、介護をしている、遠
方にいるなど様々な理由で出産後から誰も頼るところがない母親・
ご夫婦も増えています。また、ここ数年のコロナの流行もこれに拍車
をかけました。私は産後のご家庭への支援事業【産後ドゥーラ】をし
ておりますが孤立しているお母さんが増えてきていることを肌で感じ
ています。家事をするだけならば、家事支援ヘルパー、育児支援だ
けならば、ベビーシッターでも対応できますが、産後の悩みをじっくり
お聴きして、産後の母親に寄り添い支援する事業として、有償のボ
ランティアに頼るのではなく、産前産後の母親、家族への支援につ
いて専門性を身につけた支援員による新規事業になるよう大いに期
待しております。誰にも頼るところがないけれど、「皆がやっているこ
とだから」と待ったなしの育児や押し寄せてくる家事に必死で頑張る
母親は、誰もが産後うつ、そして鬱の症状が出るとネグレクトなど虐
待のリスクも上がってきます。虐待の芽は産後すぐから生まれると
いわれています。産後家庭への訪問支援事業は産後うつ、幼児虐
待を予防するためにも必須の支援といえると思います。訪問支援員
はスキルを持っていないとできない事業です。
ｐ.141の（１）子育て世帯訪問支援事業の量の見込みについてです
が、こども家庭庁から出ている算出方法で出されたとされるこちらの
数値には、ヤングケアラー及び虐待への対応に関する数字とお聞き
しております。今までの母子保健法の下で行っていた事業が法改正
に伴い、「子育て世帯訪問支援事業」の中に妊産婦への支援が含ま
れているにもかかわらず妊娠中、産後の家庭への支援に対する数
字が反映されていないということについて疑問を持ちました。再検討
をお願いしたいと思います

「子育て世帯訪問支援事業」の量の見込みについては、国の算
出等の考え方においては、児童相談所から引き継いだ児童がい
る世帯等の他、特定妊婦や保護者の育児疲れや育児不安等、
本支援を必要とすることが見込まれる世帯の数とされており、本
プランにおいても同様に妊娠中や産後の世帯も想定をしておりま
す。また仮に今回の量の見込みを超えるニーズがあった場合で
も可能な限り支援に努めるとともに必要に応じて中間見直し等の
時期において量の見込みを再精査いたします。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

③－11

「産後ケア」について
宇治市で活動している助産師です。つどいの広場の相談事業や
産後ケア事業に携わっております。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_r
ef_resources/0238af12-b583-4c09-9a67-
0f2f7cb19c1c/028b6e96/20241120_councils_shingikai_seiiku_iryo
u_0238af12_04.pdf
こども家庭庁の産後ケア事業についての展望を上記添付してお
ります。国の流れとして、数年拡充で施策が展開しており、ユニ
バーサル化として誰もが利用できる事業になります。宇治市でも
産後ケアを希望する産婦は増えており、日帰り型では予約できな
い状況もあります。
今後の量見込みを増やし、産後ケアの受け入れの確保に努める
べきと思います。

産後ケア事業については、現在の利用状況等を踏まえ、改めて
量の見込みついて算出し、「量の見込み」と「確保方策」を変更し
ました。
今後、宿泊型・日帰り型の利用枠の拡充を検討しており、できる
だけ多くの方に利用していただけるよう、受入の確保に努めてま
いります。

有
P106
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　④　その他（28件）

No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－1

２ 計画の位置付け（初案P４)
図中の
「宇治市子ども・子育て支援事業計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇治市子どもまんなかプラン
　宇治市子どもの貧困対策推進計画」

を

「宇治市こどもまんなかプラン
　　宇治市子ども・子育て支援事業計画及び
　　宇治市子どもの貧困対策推進計画の一体化　　」

と修正する。

図中に「一体化」の文言を追記します。
有
P3

④－2
① 総人口（宇治市）（初案P６）
下のグラフの「資料：宇治市統計書」を上のグラフの資料名と統
一できないのか。

【 最終 : P５ 】
住民基本台帳は保存年限の規定があることから、下段のグラフ
は宇治市の統計資料を根拠としております。

④－3

② 18 歳未満人口（宇治市）（初案P７）
１８才未満人口を、③ 年齢別就学前児童数（宇治市）及び④ ６
歳～11 歳の年齢別就学児童数（宇治市）と区分して記載されて
いるが、１２歳～１７歳のいわゆる中学生及び高校生を年齢別に
比較していない理由はなにか。

6歳毎の区分でグラフ作成しております。

④－4
⑥ 12 歳未満人口の推計（宇治市）（初案P10）
この推計値は、宇治市人口ビジョンの推計結果から求められても
のですか。

宇治市人口ビジョンにおける推計人口は、創生総合戦略に掲げ
る施策の実施により目指す人口であり、本計画の人口推計とは
異なります。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－5
⑤ 母親の年齢別出生率と出生数の推移（宇治市）（初案P13）
グラフが出生率を示しているので、下の表（出生数）に出生率も
追記する。

追記します。
有

P12

④－6
② 待機児童数の推移（宇治市）（初案P24）
国定義後の４月１日現在は０人であるが、１０月１日では令和６年
で３９人となっているので、理由を追記する。

年度途中で待機児童が発生する要因のひとつとして、保育ニー
ズの地域偏在や年齢偏在が考えられます。
今後も年度途中の待機児童の解消に向けて保護者への丁寧な
案内に努めます。

④－7

基本目標３ 地域で子育て支援ができる環境づくりの推進
「地域子育て支援拠点において、利用者数は令和 ５ 年度に延べ
６万人」と記載されているが、P28の表では、「０～２歳で延べ２万
６千人」となっており、この違いは対象年齢によるものなのか。

国が示す「量の見込みと確保方策の算出」において、地域子育て
支援拠点は０～２歳の利用者数を算出することとされていること
から、お見込みのとおり、未就学児全体の利用者数とは異なりま
す。

④－8

１ 計画の基本的視点（初案P39）
従前の「宇治市子ども・子育て支援事業計画」は記載されている
が、一体化される「宇治市子どもの貧困対策推進計画」を追記す
る。

追記します。
有

P38

④－9

２ 基本理念（初案P40)
従前の「宇治市子ども・子育て支援事業計画」は記載されている
が、一体化される「宇治市子どもの貧困対策推進計画」を追記す
る。

追記します。
有

P39

④－10

３ 基本目標
従前の「宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「宇治市子ど
もの貧困対策推進計画」の基本目標と新たに策定する「宇治市
子どもまんなかプラン」の基本目標の繋がりを図を用いて説明す
る。

本プランは、現計画の基本的視点等を引き継ぐとともに、「こども
基本法」や「こども大綱」が示す基本的な方針や重要事項を踏ま
え策定するものとしており、現計画と本プランの基本目標の繋が
りを端的に図としてお示することは難しいと考えております。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－11
基本目標１ 「子どもまんなか」のまちづくりの推進
「具体的施策 」が記載されているが、新たに取組む施策等に、例
えば「＊」を付す。以下、同じ。

具体的施策につきましては、今回項目を新たに追加したものの
他、例えば具体的施策「身近で多様な相談窓口の充実」にひきこ
もり支援の相談窓口を追加し、拡充したもの等も多数あることか
ら、一律に新たに取り組む施策をお示しすることは難しいと考え
ております。

④－12

【市の管轄の施設や検診などについて】
・市役所のトイレ、おむつ替えスペースを整えて欲しい
市役所1階のトイレでおむつ替えをしようとしたところ、多目的トイ
レの設備が古く非常に不潔で、利用できる状態ではありませんで
した。また、その多目的トイレに、市の職員の方が昼食の残り汁
を流していました…

市庁舎の建築設備について、改修計画を定めて更新することとし
ており、ご意見を踏まえて、優先順位を議論したいと考えておりま
す。また、庁舎の適正使用について職員に周知徹底いたします。

④－13

施策の方向性：（２）【妊娠期～幼児期】妊娠期からの切れ目のな
い支援の推進（初案P53～P55)
①～⑥に具体的な取組が記載されているが、その順序を③④①
②⑤⑥と変更する。

変更します。

有
P43,
P52
～

P54

④－14
② 柔軟な保育施設の運営
「待機児童の解消に向け、・・・」と記載されているが、P24で「国定
義後の４月１日現在は０人である」ので、その旨を追記する。

ご指摘のとおり、国定義後の４月１日現在の待機児童数は０人で
すが、４月１日以降、待機児童自体は発生しているため、初案の
ままとします。

④－15
施策の方向性：（３）子どもの夢を応援する取組の推進
「宇治市こども議会（仮称）」を開催し、広くこどもの意見を聴取す
る仕組みを設ける。

いただいたご意見も参考にしながら、子どもの意見を聴取する仕
組みは検討してまいります。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－16

（２）子どもの意見の反映(初案P112)
「本計画の進捗状況の管理・評価にあたっては、必要に応じてイ
ベントや学校を通じて子どもへの聞き取りやアンケート等を・・・」
と記載されているが、「必要に応じて」を削除する。

子どもへの聞き取りやアンケート等は必要に応じて実施するもの
と考えており、初案のままとします。

④－17
・「子どもまんなかプラン」なのだから、子どもでもアンケートに答
えることができるよう、「プラン」の内容をわかりやすく絵なども交
えて示してはどうか。

次回以降、子ども用調査票を作成する際の参考とさせていただ
きます。

④－18 「具体的施策」を評価できるような指標を設定する。

教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業に関して、「確
保方策」として数値目標等を定めているところであり、具体的施
策に関して別途目標値を設定することはいたしませんが、毎年実
施する宇治市子ども・子育て会議において、具体的施策に紐づく
各事業についての評価を行っていきます。

④－19 パブリックコメントを出す時期（年末～年始）が悪い。
計画策定上、必要な時期に実施させていただきました。Eメール
やWEB、FAX等、閉庁日に限らずご提出いただける手法もござい
ますので、ご理解いただければと存じます。

④－20
全資料をＰＣで探すのに時間を要した（寒暖に全資料たどりつけ
なかった）

より分かりやすいホームページ等の作成に努めてまいります。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－21

勤労者福祉会館が４月から使用できなくなると聞きました。駐車
場も広く子どものダンス教室などにも使える広い部屋もあります。
駐車場も広く子どものダンス教室などにも使える広い部屋もあり
ます。今使っている子育て世代から４月以降会場をどうしたらい
いかと不安の声が上がっています。宇治市の施設として充実して
いくべきと考えます。

京都府立城南勤労者福祉会館の閉館に伴い、宇治市としまして
は、現利用者の皆様に対して丁寧な対応と近隣施設への案内を
京都府に要望してまりました。
近隣の市施設としては、西宇治体育館や南宇治コミュニティセン
ターがございます。これらの施設をご利用いただく際には、事前
に、利用料金や条件等の詳細についてお問い合わせいただき、
ご利用いただければと存じます。

④－22

全てを細かくは難しいですが、一通り目を通しました。
子どもまんなかと聞こえは良いですが、外側から子どもを見守る
というより、固めてしまっていませんか。
保育就学その他充実していただくのは大いにありがたいですが、
それがまん中とは言えません。どうやって子どもの意見を吸い上
げるのかあまり具体的な方法がないように思います。

プランの推進にあたっては、計画の基本的視点のひとつである
「子どもの視点」に立った支援を行うよう努めます。また、子ども
の意見については、イベントや学校を通じて子どもへの聞き取り
やアンケート等を実施するなど、様々な手法により施策等に反映
されるよう努めます。

④－23

来週採択あるかと思いますが、学校の校則についての請願が提
出されています。中学生が声を上げているのに、それを真摯に受
け止めておられるのでしょうか。小さな声を一つ一つ取り上げて
いくことが第一歩だと思うのですが、今のシステムや大人の都合
で却下、不採択とされるのは言っていることとやっていることが違
うと思います。

校則に関わる指導等については、各中学校において、生徒や保
護者の意見を聞きながら、理解や協力を得て対応しております。
今回の請願を受け、改めて各校の校則等について、見直しを含
め、内容の確認等進めるよう周知して参ります。

④－24 市役所へのアクセスが悪い。

市庁舎へは自家用車等の交通用具の他、バス路線により来庁し
ていただくことが可能であるとともに、市内6カ所に行政サービス
コーナーを設置し、一部申請の受付業務を実施しているところで
す。また、各種証明書の発行に関しましてはオンライン申請、コン
ビニ交付の実施など、人にやさしいデジタル化を進めているとこ
ろであり、引き続き利便性の向上に努めてまいります。

④－25
夜24道路のバイクがうるさくて子どもが起きるのでどうにかして欲
しい。

市では、毎年国道24号を含む市内11路線において騒音測定を実
施しており、今後も引き続き環境モニタリングを継続し、良好な生
活環境の保全に努めます。

④－26
太陽が丘は府立ですが一部遊具などが高額になりとても自由に
遊べる状況ではなくなっています。

山城総合運動公園（太陽が丘）は京都府立であるため宇治市と
しての回答は控えさせていただきます。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－27
ボタン電池の処分に困っている。市役所や公民館に回収ＢＯＸを
作っていただきたい。

水銀を含まないコイン型リチウム電池（CR又はBRで始まる型番
の電池）は、乾電池と同様、「もえるごみ」の日に、透明又は白色
半透明で中身が見える袋に入れて収集場所に出してください。水
銀を含むコイン型リチウム電池以外のボタン電池については、市
では収集できませんので、家電量販店等の回収ボックスを利用し
てください。
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No. ご意見の内容 ご意見などに対する本市の考え方 修正

④－28

　まず初めにお断りしますが、資料が膨大なためすべてを精査することはと
てもできず、印象を述べるようなコメントになってしまうことをお詫びします。
・宇治市の人口減少
　添付資料①は、初案9頁の平成27（2018）年から令和4（2022）年の全国・
京都府及び宇治の8年間の出生数の推移を示しているが、本市においても
出生数は年々減少し、おそらく令和5年は千人を下回ったと思われる。この8
年間の減少を全国・京都府と比較しても、本市の減少の割合は全国や京都
府平均より3％ほど大きいことがわかる。そして昨年、ついに18万人を下
回ってしまった。そこで、もう少し人口の推移を「宇治市ＨＰ」や「京都府ＨＰ」
などをみながら調べてみた。添付資料②は、人口増減の2つの要因である、
転入・転出による「社会的増減」と出生・死亡による「自然的増減」を資料①
と同じ年で、宇治市の数値を計算したものである。転入・転出は年による増
減はあるものの一貫して転出者が転入者を上回り人口の流出が止まらな
い状況にある。そして、出生・死亡による増減も死亡数が1,700人台から
1,800人台を超え、先に述べたように出生数が年々減少しており、自然増減
だけで300人台から700人台へ減少が増大したことがわかる。その結果、令
和3・4年は千人を超える大幅な人口減を記録するに至っている。（両年はコ
ロナ禍の影響もあるか。）
　次に、このような人口動態は京都府のどこでも起こっている現象なのか調
べてみた。資料③は、社会的増減を京都府の他市と比較したものである
（大山崎町は自然的増減に顕著な違いを見せるのであげてみた）。やはり
舞鶴市などで顕著なように北部地域で転出が多い。これは若者の都市部
への進学や就職から避けられない状況と推察される。そして京都と大阪の
中間に位置する諸市や近年住宅開発がすすむ京田辺市・亀岡市で転入者
が多い。南山城地域では本市と城陽市・木津川市の転出者が上回り、人口
規模を勘案してもお隣の城陽市よりも転出者が多いと言える（木津川市の
大量の流出は個別の問題が想定される）。本市の流出が多いことは、様々
な要因があるだろうが、本市へ転入する魅力が少ないことも指摘できるの
ではないだろうか。　資料④は、自然的増減を京都府の諸市と大山崎町に
ついて示している（直近の資料として令和5年10月1日から令和6年9月30日
の数字が京都府ＨＰに載っていた）。近年、「出生率」というと「合計特殊出
生率」が用いられているが、ここではそれ以前に使われていた人口に対す
る増減率を示す出生率・死亡率とそれを合わせた自然増加率を示してみた
（ある年の人口から何人生まれ、何人亡くなったかを計算し、数値が小さく
なるので百分率ではなく千分率・パーミル‰で示している。つまり、一万人
の町で1年間に20人出生したら20÷10,000×1,000=2‰、百分率では0.2%の
「出生率」となる）。　本市の出生率は京都府のそれとほぼ同じで平均的と
言える。その中にあって、大山崎町は1.3‰を超え異色な存在となっている。
死亡率を見ても本市は京都府の平均的な数値と言え、北部の諸市でおしな
べて高率であり、その結果出生率と死亡率を合計した自然増加率はマイナ
ス10‰を超え、北部の諸市で人口の減少がより深刻な状態になっているこ
とがわかる。このような中で大山崎町だけが唯一自然増加率がプラスで、
社会的増加と併せて人口が増えた町となっている（長岡京市と京田辺市も
転入者が多く人口増）。　※添付資料の掲載は割愛します。

少子高齢化の進行は、我が国全体が抱える大きな課題であり、
その背景には、未婚化・晩婚化の進行による出生率の低下、平
均寿命の伸長に伴う高齢化の進行などが挙げられ、宇治市にお
いても同様の課題を抱えているものと認識しております。
これからの人口減少対策としては、宇治市の特色を活かした施
策に取り組むことで、持続的に発展するまちの実現につながるも
のと考えており、現在策定に向け議論を進めております「第３期
宇治市人口ビジョン・宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略」にお
いて、今後の目標とする人口の維持と持続発展に向けた施策を
定めることとしております。
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○宇治市子どもまんなかプラン（初案）の修正箇所　※下線部が対象箇所

修正した箇所（11箇所）

【初案：P４】 【最終案：P３】

２　計画の位置付け ２　計画の位置付け

（略） （略）

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

１

 
宇治市第６次総合計画 

宇治市地域福祉計画 

 
宇治市第６次総合計画 

宇治市地域福祉計画 

資料2

1



【初案：P13】 【最終案：P12】

⑤母親の年齢別出生率と出生数の推移（宇治市） ⑤母親の年齢別出生率と出生数の推移（宇治市）

（略） （略）

２

（略） （略）

（略） （略）

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

単位：人、( )内は率単位：人

区分 
14歳 

以下 

15～ 

19歳 

20～ 

24歳 

25～ 

29歳 

30～ 

34歳 

35～ 

39歳 

40～ 

44歳 

45～ 

49歳 

50歳 

以上 

平成24年 0 13 146 365 564 338 69 2 0 

平成29年 0 9 95 333 447 286 60 1 0 

令和4年 0  8  72  255  381  213  68  0  0  

 

区分 
14歳 

以下 

15～ 

19歳 

20～ 

24歳 

25～ 

29歳 

30～ 

34歳 

35～ 

39歳 

40～ 

44歳 

45～ 

49歳 

50歳 

以上 

平成24年 
0 

(0.0) 

13 

(0.9) 

146 

(9.8) 

365 

(24.4) 

564 

(37.7) 

338 

(22.6) 

69 

(4.6) 

2 

(0.1) 

0 

(0.0) 

平成29年 
0 

(0.0) 

9 

(0.7) 

95 

(7.7) 

333 

(27.1) 

447 

(36.3) 

286 

(23.2) 

60 

(4.9) 

1 

(0.1) 

0 

(0.0) 

令和4年 
0 

(0.0) 

8 

(0.8)  

72 

(7.2)  

255 

(25.6)  

381 

(38.2)  

213 

(21.4)  

68 

(6.8)  

0 

(0.0)  

0 

(0.0)  

 

2



【初案：P39】 【最終案：P38】

第３章　計画の基本的な考え方 第３章　計画の基本的な考え方

１　計画の基本的視点 １　計画の基本的視点

【最終案：P40】 【最終案：P39】

（３）「地域社会の視点」に立った支援 （３）「地域社会の視点」に立った支援

（略） （略）

２　基本理念 ２　基本理念

4

　本計画は、「第２期宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「宇治市子どもの貧困 　本計画は、「第２期宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「宇治市子どもの貧困

対策推進計画」を引き継ぎつつ、子どもの成長を地域全体で支える風土、子育て環境づ 対策推進計画」を引き継ぎつつ、子どもの成長を地域全体で支える風土、子育て環境づ

3

　宇治市では、「子ども」本人の利益を最優先に支援しながら、子育てを担う父母等の 　宇治市では、「子ども」本人の利益を最優先に支援しながら、子育てを担う父母等の

「家庭」への支援について、行政だけではなく、「地域」とともに取り組んでいく考え 「家庭」への支援について、行政だけではなく、「地域」とともに取り組んでいく考え

方を今後も継続していきます。本計画では、「宇治市子ども・子育て支援事業計画」及 方を今後も継続していきます。本計画では、「宇治市子ども・子育て支援事業計画」及

び「宇治市子どもの貧困対策推進計画」における基本的視点を踏襲し、「子どもの視点」 び「宇治市子どもの貧困対策推進計画」における基本的視点を踏襲し、「子どもの視点」

・「家庭の視点」・「地域社会の視点」をもとにこれまでの成果と課題をふまえて新た

くりを、子ども、子育て当事者、関係機関、行政の”みんなで”つくりあげ、「子どもの くりを、子ども、子育て当事者、関係機関、行政の”みんなで”つくりあげ、「子どもの

夢と笑顔を育むまち」の実現することを目指して、以下のように基本理念を定めます。 夢と笑顔を育むまち」の実現することを目指して、以下のように基本理念を定めます。

　　（略） 　　（略）

・「家庭の視点」・「地域社会の視点」をもとにこれまでの成果と課題をふまえて新た

に「宇治市子どもまんなかプラン」として展開していきます。 に「宇治市子どもまんなかプラン」として展開していきます。

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

3



【初案：P44】 【最終案：P43】

４　施策の体系 ４　施策の体系

（略） （略）

（略） （略）

【初案：P54】 【最終案：P52】

①妊産婦等への支援 ①妊産婦等への支援

（略） （略）

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

５

６

具体的施策 内容 具体的施策 内容

（略）

（略）

（略）

妊産婦健診の実施

健やかな母体と胎児の保健管理の向上及び産後うつの予防や

新生児への虐待予防を図るため、妊娠・出産・子育てに支障

を及ぼす疾病等の早期発見・早期治療を推進する。

妊婦歯科健診・妊婦歯科

治療の実施

妊娠中の口腔の健康状態を確保し、母体と生まれてくる子ど

もの健康状態を保持し、出産に伴うリスクの軽減を図る。

 

（２）【妊娠期～幼児期】妊娠期からの切

れ目ない支援の推進 

① 就学前教育・保育の充実 
② 教育・保育の施設整備 
③ 妊産婦等への支援 
④ 乳幼児健診及びフォロー体制の推進 
⑤ 医療機関等との連携の強化 

⑥ こども家庭センターの充実 

 

（２）【妊娠期～幼児期】妊娠期からの切

れ目ない支援の推進 

① 妊産婦等への支援 
② 乳幼児健診及びフォロー体制の推進 

③ 就学前教育・保育の充実 
④ 教育・保育の施設整備 
⑤ 医療機関等との連携の強化 

⑥ こども家庭センターの充実 

4



【初案：P58】 【初案：P57】

①学校教育の充実 ①学校教育の充実

（略） （略）

７

（略） （略）

不登校への支援

家庭、学校と連携しながら、不登校児童生徒自立支援教室の

運営や支援員によるアウトリーチなどを通して社会的自立に

向けた支援に努める。

不登校への支援

家庭、学校と連携しながら、不登校児童生徒自立支援教室の

運営や支援員によるアウトリーチなどを通して社会的自立に

向けた支援に努める。

また、学校においては児童生徒が悩みなどを気軽に話すこと

ができる環境づくりや教室に入ることが難しい児童生徒に対

して、別室を開室するなど学びの場を確保することに取り組

んでおり、今後さらなる充実に努める。

具体的施策 内容 具体的施策 内容

（略） （略）

5



【初案：P60】 【最終案：P59】

施策の方向性：（４）子育てや教育の経済的負担への支援の充実 施策の方向性：（４）子育てや教育の経済的負担への支援の充実

（略） （略）

①子育て家庭の負担軽減の促進 ①子育て家庭の負担軽減の促進

（略） （略）

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

８

Ⅰ

①

具体的施策 内容 具体的施策 内容

子育て家庭の医療費負担

の軽減

子育て支援医療費支給について、今後も継続実施し、対象者

の健康保持と経済的軽減を図るとともに安心して医療が受け

られる制度運営に努める

　。また、子育て世帯が等しく制度を享受できるように、子

どもの医療費無償化制度の創設を国に対して要望する。

子育て家庭の医療費負担

の軽減

子育て支援医療費支給について、　　　　　　　　　対象者

の健康保持と経済的軽減を図り、　　　安心して医療が受け

られる制度運営に努めるとともに、制度拡充に向けて検討す

る。また、子育て世帯が等しく制度を享受できるように、子

どもの医療費無償化制度の創設を国に対して要望する。

（略） （略）

6



【初案：P82】 【最終案：P81】

（略） （略）

②経済的負担軽減の取組の推進 ②経済的負担軽減の取組の推進

（略） （略）

（略）

子育て家庭の医療費負担

の軽減【再掲】

子育て支援医療費支給について、今後も継続実施し、対象者

の健康保持と経済的軽減を図るとともに安心して医療が受け

られる制度運営に努める

　。また、子育て世帯が等しく制度を享受できるように、子

どもの医療費無償化制度の創設を国に対して要望する。

子育て家庭の医療費負担

の軽減【再掲】

子育て支援医療費支給について、　　　　　　　　　対象者

の健康保持と経済的軽減を図り、　　　安心して医療が受け

られる制度運営に努めるとともに、制度拡充に向けて検討す

る。また、子育て世帯が等しく制度を享受できるように、子

どもの医療費無償化制度の創設を国に対して要望する。

（略） （略）

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

８

Ⅰ

②

施策の方向性：（２）生活基盤を支えるための経済的負担軽減や就労対策

具体的施策 内容 具体的施策 内容

（略）

施策の方向性：（２）生活基盤を支えるための経済的負担軽減や就労対策

7



【初案：P62】 【最終案：P61】

①多様な保育サービスの提供 ①多様な保育サービスの提供

（略） （略）

乳児等通園支援事業（こ

ども誰でも通園制度）の

推進【国指定事業】

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイル

にかかわらない形での支援を強化することを目的に、月一定

時間までの利用可能枠の中で、保護者等の就労要件を問わず

時間単位等で柔軟に保育施設等が利用できる事業の取組を進

める。

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

９

具体的施策 内容 具体的施策 内容

（略） （略）

8



【初案：P66】 【最終案：P65】

基本目標３　配慮を要する家庭へのきめ細やかな取組の推進 基本目標３　配慮を要する家庭へのきめ細やかな取組の推進

施策の方向性：（１）児童虐待、ヤングケアラー等への対応の充実 施策の方向性：（１）児童虐待、ヤングケアラー等への対応の充実

（略） （略）

①虐待防止等のための体制の強化 ①児童虐待防止等のための体制の強化

虐待防止等のためのネッ

トワークの強化

虐待の予防や早期発見、情報交換のための関係機関との連携

を目的とした「宇治市要保護児童対策地域協議会」の活動を

充実させる。

児童虐待防止等のための

ネットワークの強化

児童虐待の予防や早期発見、情報交換のための関係機関との

連携を目的とした「宇治市要保護児童対策地域協議会」の活

動を充実させる。

（略） （略）

具体的施策 内容

虐待防止等のための相談

等【国指定事業】

虐待防止やヤングケアラーへの支援等のために、福祉・保

健・教育等で幅広く誰もが相談できる体制を充実させる。

児童虐待防止等のための

相談等

児童虐待防止やヤングケアラーへの支援等のために、福祉・

保健・教育等で幅広く誰もが相談できる体制を充実させる。

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）

10

子どもを虐待等から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域

や関係機関等とともに体制の強化を図ります。

子どもを虐待等から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域

や関係機関等とともに体制の強化を図ります。

具体的施策 内容

子育て世帯訪問等による

支援の充実【国指定事

業】

様々な理由により児童の養育について支援が必要となってい

る家庭等を訪問し、家事・育児支援や生活環境を整えること

を通して課題解消につなげる取組を実施する。
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【初案：P107】 【初案：P106】

（18）産後ケア事業 （18）産後ケア事業

（略） （略）

【量の見込みと確保方策】 【量の見込みと確保方策】

（略） （略）

上記以外に、パブリックコメントでのご指摘等により、誤字脱字等の軽微な点について修正を行いました。

0人日 0人日

確保方策（B） 400人日 410人日 420人日 430人日 440人日

令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み（A） 400人日 410人日 420人日 430人日 440人日

令和７年度 令和８年度

差引（B）－（A） 0人日 0人日 0人日

400人日

400人日

0人日

確保方策（B）

差引（B）－（A）

400人日

400人日

0人日

400人日

400人日

0人日

№ 修正前（初案） 修正後（最終案）
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み（A） 400人日

400人日

0人日

400人日

400人日

0人日
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宇治市子どもまんなかプラン 
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第 章   計画の概要 

 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

わが国では、急速な少子・高齢化の進行によって、人口構造にひずみが発生し、労働力人口の

減少や社会保障負担の増加など、地域社会の活力を低下させる大きな要因となり、地域社会へ深

刻な影響を及ぼすことが危惧されています。 

国においては、こうした少子化の流れに対し、平成15年に子育てに対する社会的支援を総合

的かつ計画的に推進するものとして「少子化社会対策基本法」、「次世代育成支援対策推進法」が

制定され、平成20年には「次世代育成支援対策推進法」の一部が改正されました。 

平成24年8月には子ども・子育て関連3法が成立し、①質の高い幼児期の学校教育・保育

の総合的な提供、②保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、③地域における子育て支援

の充実に向けた取組を総合的に推進することが目的とされました。この目的を達成するために、

市町村は5年を1期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」を定めることとされ、計画

の中では、教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する

提供体制の確保の内容及び実施時期について定めることとなっています。 

一方で、平成26年1月には、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、「子ども

の貧困対策の推進に関する法律」が施行され、令和元年 6 月には「子どもの貧困対策の推進に

関する法律」の一部が改正されました。 

本市においては、「子ども・子育て支援法」に基づき、５年間を計画期間とする「第１期宇治

市子ども・子育て支援事業計画」を平成27年度に策定して以降、令和２年３月には「第２期宇

治市子ども・子育て支援事業計画」に加え、社会問題化している子どもの貧困対策を総合的に推

進するため、「子どもの貧困対策の推進に関する法律（現：こどもの貧困の解消に向けた対策の

推進に関する法律）」に基づく「宇治市子どもの貧困対策推進計画」を策定し、子どもや家庭を

取り巻く様々な課題などに対応してきたところです。 

しかしながら、出生率の低下には歯止めがかかっておらず、さらには、児童虐待の増加やヤン

グケアラー等、子どもをとりまく問題は深刻となるとともに、医療的ケア児の保育・教育施設で

の受け入れ体制の確保等、新たな課題も生まれています。 

そのような中、国においては、令和５年４月に「こども基本法」が施行され、「こども家庭庁」

を発足するとともに、同年12月にはこども政策の基本的な方針を定めた「こども大綱」が閣議

決定され、子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに関する取組や政策を社会の真ん中に据え

てこども政策を強力に推進することとされたところです。 

このたび、「第２期宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「第１期宇治市子どもの貧困対
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策推進計画」の計画期間が満了することに伴い、これら計画の理念や思想を継承しつつ、「こど

も基本法」や「こども大綱」が示す基本的な方針や重要事項を踏まえ、宇治市の宝である子ども

を中心に考え、安心して子育て・子育ちができるよう切れ目のない支援を行うとともに、地域が

一体となって、子どもの夢を応援し、叶えることのできるまちを目指し、「子ども・子育て支援

事業計画」及び「子どもの貧困対策推進計画」を一体的にまとめた「宇治市子どもまんなかプラ

ン」を策定します。  
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２ 計画の位置付け 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援

事業計画」、「次世代育成支援対策推進法」第８条第１項に基づく「市町村行動計画」及び「こ

どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第 10条第２項に基づく「子どもの貧

困対策推進計画」の 3本の計画を一体化し、子育て・子育ちを総合的に支援するための計画

を「宇治市子どもまんなかプラン」として新たに策定します。 

本計画における「子ども」とは、胎児から乳幼児期、学童期、思春期を含む 18 歳に達す

るまでの子どもとします。また、本計画の主たる対象は、子どもと保護者（子育て家庭）と

します。 

本計画は、「宇治市総合計画」の子ども・子育てに関連する分野の部門別計画として位置付

けるとともに、「宇治市地域福祉計画」「宇治市教育振興基本計画」などの諸計画及び福祉・

教育関連だけでなく、「宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略」などのまちづくりを含めた

他計画とも整合及び連携を図りながら、個々の施策を推進していきます。また、子どもと子

育てを取り巻く施策としては、保健、医療、福祉、教育、労働などあらゆる分野があり、こ

れらの施策の総合的・一体的な推進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整
合
・
連
携 

宇治市第６次総合計画 

宇治市教育振興基本計画など 

宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

宇治市男女共同参画計画 

宇治市人権教育・啓発推進計画 

その他関連計画等 

宇治市障害福祉計画・障害児福祉計画 

宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

宇治市健康づくり・食育推進計画 

宇治市障害者福祉基本計画 

子ども・子育て支援法 次世代育成支援対策推進法 

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 

宇治市子ども・子育て支援事業計画 

宇治市子どもの貧困対策推進計画 

宇治市子どもまんなかプラン 

宇治市地域福祉計画 

一体化 
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３ 計画策定の経過（策定体制） 

（１）ニーズ調査の実施 

計画の策定にあたっては、前計画策定時と同様に、子育て中の保護者の意見やニーズを

把握するため、市内在住の就学前児童、小学生、中学生・高校生等がいる世帯から無作為

に抽出した 4,500 世帯（各歳 250 世帯）を対象として「宇治市子ども・子育て支援に関

するニーズ調査」を実施するとともに、小学３年生以上の子どもが対象の世帯については、

子ども本人（小学生 1,000 人、中高生等 1,500 人）に「宇治市子どもの生活に関するア

ンケート」を実施しました。 

 

（２）「宇治市子ども・子育て会議」の開催 

この計画に地域の子育て支援に関するニーズを反映するとともに、本市における子ども・

子育て支援施策を、地域の子ども及び子育て家庭の実情をふまえて実施するため、子ども

の保護者や関係団体、子ども・子育て支援に関する事業に従事する方、学識経験者などの

ほか、市民公募による委員も含めた幅広い関係者で構成する「宇治市子ども・子育て会議」

を開催し、計画の策定などについて審議しました。 

 

４ 計画期間と進行管理 

本計画は、令和７年度から令和 11 年度までの５か年を計画期間と設定し、計画の進捗状

況の管理・評価を一体的に行います。 

なお、計画に基づく取組や施策を推進するため、毎年度「宇治市子ども・子育て会議」に

おいて計画の進捗状況の管理・評価を行うこととし、計画内容と実態に乖離が生じた場合等

は、計画期間中に中間見直しを行うなど弾力的な対応を図ります。 
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第 章   宇治市の子ども・子育てを取り巻く現状と課題 

 

１ 人口と出生率等の状況 

（１）人口の推移 

① 総人口（宇治市） 

本市の人口推移をみると、総人口は年々減少し、令和６年４月現在で 180,210 人

となっています。また、年齢３区分別人口構成の推移をみると、年少人口（0～14 歳）

は減少しているのに対し、老年人口（65 歳以上）は横ばいとなっており、少子化が進

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22,909 22,334 21,695 21,051 20,337 

108,381 107,487 106,436 106,031 105,327 

54,182 54,611 54,710 54,534 54,546 

185,472 184,432 182,841 181,616 180,210 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

 

34,581 30,839 28,525 27,380 27,711 26,650 23,923

124,824 133,383 135,109 130,377 124,556 118,633
109,968

14,669
18,185 23,288 29,579 37,819 46,681

53,399

174,074
182,407 186,922 187,336 190,086 191,964 187,290

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成元年 平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

（人）

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

資料：宇治市統計書（各年 10月１日現在） 

 



  6  

 

② 18歳未満人口（宇治市） 

18 歳未満人口は、０～５歳、６～11歳、12～17 歳の区分のすべてで減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 年齢別就学前児童数（宇治市） 

本市の０歳から５歳の子ども人口は年々減少しており、令和６年４月現在で6,805

人となっています。年齢によっては前年比微増している年がありますが、5年間の推移

はどの年齢も減少傾向になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,792 7,508 7,272 7,079 6,805 

9,677 9,413 9,182 8,896 8,599 

11,043 10,948 10,775 10,604 10,384 

28,512 27,869 27,229 26,579 25,788 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

0～5歳 6～11歳 12～17歳

 

1,064 1,090 1,093 1,013 993 

1,230 1,118 1,131 1,143 1,039 

1,300 1,242 1,134 1,156 1,148 

1,309 1,315 1,270 1,161 1,165 

1,417 1,327 1,320 1,283 1,172 

1,472 1,416 1,324 1,323 1,288 

7,792 
7,508 7,272 7,079 

6,805 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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④ ６歳～11歳の年齢別就学児童数（宇治市） 

本市の６歳から11歳の子ども人口は年々減少しており、令和６年４月現在で8,599

人となっています。年齢によっては前年比微増している年がありますが、５年間の推

移はどの年齢も減少傾向になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1,481 1,480 1,421 1,320 1,316 

1,530 1,480 1,495 1,447 1,338 

1,610 1,537 1,473 1,498 1,436 

1,625 1,622 1,544 1,466 1,506 

1,663 1,633 1,614 1,544 1,468 

1,768 1,661 1,635 
1,621 1,535 

9,677 
9,413 9,182 

8,896 
8,599 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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⑤ 人口動態（宇治市） 

人口動態をみると、社会動態（転入・転出）では、転入数に比べ転出数が多くなる

傾向にあります。また、自然動態（出生・死亡）では、死亡数が出生数を上回ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和3年 令和4年 

転入 6,249 6,255 6,476 6,463 6,545 6,280 5,888 6,464 

転出 7,138 6,830 6,794 6,665 7,081 6,460 6,636 6,615 

出生 1,369 1,296 1,246 1,219 1,038 1,118 1,098 1,007 

死亡 1,713 1,670 1,701 1,780 1,762 1,821 1,835 2,222 
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資料：宇治市統計書 

 

単位：人 
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⑥ 12歳未満人口の推計（宇治市） 

本市の人口推移（令和２年～令和６年の住民基本台帳）をふまえて、令和７年から

令和 11 年の 12歳未満人口を推計しました。 

12 歳未満人口は、年々減少していくことが予想されます。 
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（２）出生数の推移 

① 出生数の推移（宇治市） 

本市の出生数は、平成 30 年から令和４年の５年間で 206 人減少しており、令和

４年では 997人になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 出生率の推移・比較 

本市の出生率は、年々減少傾向にあり、京都府、全国の値を下回っています。 
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資料：厚生労働省 人口動態統計 
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資料：厚生労働省 人口動態統計 



  11  

 

③ 合計特殊出生率（宇治市） 

ベイズ推定値（※）による本市の合計特殊出生率は、平成 25 年～平成 29 年にか

けて上昇しましたが、平成 30 年から令和 4 年にかけては減少し、1.35 となってお

り、人口を維持するために必要とされる 2.07を大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 合計特殊出生率の推移・比較（京都府・全国） 

合計特殊出生率をみると、全国は平成 30 年以降、減少傾向にあり、令和 4 年に

1.26となっています。また、京都府においても減少傾向にあり、令和 4年に 1.18と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村では出生数などの標本数が少ないため、より広い範囲である都道府県のデータを活

用して推定する手法を適用しています。 
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資料：厚生労働省 人口動態統計 
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⑤ 母親の年齢別出生率と出生数の推移（宇治市） 

本市の母親の年齢別出生率の推移をみると、平成 24 年に比べ令和 4 年で、20～

24 歳の割合が減少しているのに対し、40～44 歳の割合が増加していることから出

産の高齢化が進行していることがうかがえます。 
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資料：厚生労働省 人口動態統計 

単位：人、（ ）内は率 

 

母親の年齢別出生率 
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（３）未婚率 

① 男性の未婚率の推移（宇治市） 

男性の未婚率は、20～24 歳の年齢区分では年々減少していますが、35～39 歳の

年齢区分で年々増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 女性の未婚率の推移（宇治市） 

女性の未婚率は、平成 27 年から令和 2 年にかけてすべての年齢区分で減少してい

ます。 
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③ 年齢別未婚率の比較 

年齢別未婚率は、令和 2 年では、すべての年齢で、宇治市、京都府ともに全国を上

回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 

宇治市 93.2  68.1  41.0  28.8  

京都府 88.9  64.5  40.9  29.4  

全国 87.8  61.8  38.7  27.6  
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２ 世帯と就業の状況 

（１）世帯の状況 

① 一般世帯数の推移（宇治市） 

本市の一般世帯数は年々増加しており、令和 2 年には 73,443 世帯となっていま

す。 
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② 一般世帯の家族類型 

一般世帯について、家族類型をみると、本市では平成 22 年から令和 2年にかけて

夫婦のみの核家族世帯と単独世帯の割合が増加しています。令和 2 年の京都府や全国

と比べると、本市は核家族世帯の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の核家族世帯  ：「夫婦と子どもの世帯」、「男親と子どもの世帯」、「女親と子どもの世帯」 

その他の親族世帯  ：「夫婦と両親の世帯」、「夫婦とひとり親の世帯」、「夫婦、子どもと両親の世帯」、 

「夫婦、子どもとひとり親の世帯」、「夫婦と他の親族（親、子どもを含まない）の世帯」、 

「夫婦、子どもと他の親族（親を含まない）の世帯」、 

「夫婦、親と他の親族（子どもを含まない）の世帯」、 

「夫婦、子ども、親と他の親族の世帯」、「兄弟姉妹のみの世帯」、 

「他に分類されない親族世帯」    

非親族世帯 ：「２人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯 

単独世帯         ：「世帯人員が１人の世帯」 
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③ 18歳未満の子どものいる共働き世帯の推移（宇治市） 

本市の 18 歳未満の子どものいる世帯は、年々減少しているものの、共働き世帯（18

歳未満の子どもあり）の割合は、平成17年以降増加傾向にあり、令和2年には51.2%

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 18歳未満の子どものいるひとり親世帯の推移（宇治市） 

本市の 18 歳未満の子どもがいる母子世帯は、令和 2 年で 815 世帯となっていま

す。また、18 歳未満の子どもがいる父子世帯は、平成 22 年に比べ減少しています。 
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（２）就業の状況 

① 女性の年齢別就労率の推移（宇治市） 

本市の女性の年齢別就労率は、30 歳代で一度落ち込み、40歳代でやや上昇するも

のの、その後は減少しています。令和２年の 55歳以降の就労率は、平成 22 年、27

年に比べると上昇がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

15～19歳 13.3 13.3 14.2  

20～24歳 63.9 61.5 60.8  

25～29歳 72.8 75.3 71.5  

30～34歳 63.2 66.8 65.4  

35～39歳 59.9 66.9 65.0  

40～44歳 64.6 68.4 67.9  

45～49歳 68.9 71.2 68.8  

50～54歳 64.8 71.6 68.1  

55～59歳 56.2 61.9 67.2  

60～64歳 38.8 45.1 53.7  

65～69歳 20.3 25.7 32.6  

70～74歳 11.1 13.2 17.9  

75～79歳 6 7.2 8.4  

80～84歳 3.8 4.6 4.6  

85歳以上 1.7 1.4 2.3  
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② 女性の年齢別就労率の比較 

本市の令和 2 年における女性の年齢別就労率は、京都府、全国と同様にＭ字型曲線

を描いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 宇治市 京都府 全国 
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65～69歳 32.6  37.7  39.0  

70～74歳 17.9  24.4  25.1  

75～79歳 8.4  13.5  13.5  

80～84歳 4.6  7.3  7.1  

85歳以上 2.3  3.0  2.7  
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③ 女性の未婚・既婚の年齢別就労率の比較（宇治市） 

本市の令和２年の女性の未婚・既婚別就労率をみると、特に 20 歳代から 40 歳代

において既婚者に比べ未婚者の就労率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 既婚 未婚 

15～19歳 18.2  14.2  

20～24歳 53.1  62.3  

25～29歳 65.2  83.1  

30～34歳 67.9  82.6  
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40～44歳 72.8  83.2  
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60～64歳 68.2  56.2  
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75～79歳 14.9  7.2  

80～84歳 8.4  5.7  

85歳以上 4.7  1.0  
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３ 保育所（園）・認定こども園・幼稚園の状況 

（１）就学前児童数に占める在籍割合 

本市の就学前児童数は、年々減少しているものの、在籍割合は、増加傾向となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料: 就学前児童数は住民基本台帳（各年４月１日現在） 

保育所（園）・認定こども園・幼稚園在籍者数は保育支援課、政策推進課（学校基本調査） 

（各年５月１日現在） 

※本表における就業前児童数は、宇治市内在住で宇治市外の施設に在籍する児童を含む 

宇治市外在住で宇治市内の施設に在籍する児童は含まない 
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（２）保育所・認定こども園 

① 保育所・認定こども園の在籍者数の推移（宇治市） 

公立保育所は現在７か所となっており、在籍者数は、令和２年以降減少しています。 

民間保育園・認定こども園は現在 19か所となっており、在籍者数は令和４年以降、

増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

施設数 ７か所 ７か所 ７か所 ７か所 ７か所 
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資料:保育支援課（各年５月１日現在） 

※年齢別の入所児童数については、認定こども園の１号認定児を含まない 
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② 待機児童数の推移（宇治市） 

4 月 1 日現在の待機児童数は、令和２年度以降、国定義前では 100 人前後で推移

しており、国定義後ではいずれの年も０人となっています。 
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※国定義後 … 国定義前の待機児童数から、保護者が求職活動中の児童、家庭的保育事業等に入所中の児

童、他に入所可能な保育所等があるにもかかわらず、特定の保育所等を希望している児童を
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112

83

108

88

110

166
156

199

165
175

0

50

100

150

200

250

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

４月１日現在 10月１日現在

【国定義前】 

 

0 0 0 0 0

12

8

5

24

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

４月１日現在 10月１日現在

【国定義後】 



  24  

 

（３）幼稚園 

① 幼稚園の在籍者数の推移（宇治市） 

公立幼稚園の在籍者数について３歳児は、令和 2 年と比較して増加していますが、

４歳児、５歳児は、令和 4 年以降横ばいの状態にあります。 

私立幼稚園の在籍者数は、３歳児、４歳児、５歳児ともに令和２年と比較して減少

しています。 
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４ 子育て支援事業の状況 

（１）時間外保育事業（延長保育） 

市内の保育所・認定こども園で、各保育時間を超えた保育を行っています。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 20か所 20か所 20か所 20か所 20か所 

利用者数 2,153人 2,016人 2,199人 2,092人 2,118人 

※「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の合算    

 

（２）保育所等一時預かり 

市内の保育所・認定こども園で、保護者の病気や育児疲れ解消などの理由で保育が

必要な時に、主に昼間において、一時的に子どもを預かっています。 

令和２年度に、新型コロナウイルスの影響などもあり、大きく減少しました。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 15か所 15か所 15か所 15か所 15か所 

利用者数 7,438人 4,411人 3,186人 4,507人 4,386人 

 

（３）病児・病後児保育事業 

子どもが病気などの際に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、病

院などに付設された施設で一時的に子どもを預かる事業です。本市では、病児・病後

児型は、市内の医療施設で実施しており、体調不良児対応型は、市内の保育所・認定

こども園で実施しています。 

令和 2 年度に、新型コロナウイルスの影響などもあり、大きく減少しましたが、そ

の後は、徐々に増加しています。 

区分  
令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

病児・病後 

児型 

実施箇所数 3か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

利用者数 1,418人 199人 473人 612人 876人 

体調 

不良児 

対応型 

実施箇所数 10か所 10か所 10か所 10か所 10か所 

利用者数 2,384人 1,326人 2,356人 2,521人 3,287人 
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（４）ファミリー・サポート・センター 

子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育て等のお手伝いをしたい人（援

助会員）が会員として登録し、保育所などの送迎や預かりなどの相互援助活動を行う

事業です。本市では、JR 宇治駅前市民交流プラザ（ゆめりあ うじ）内にセンターを

開設しています。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

延べ利用者数 1,514人 1,456人 1,486人 1,302人 796人 

 

（５）育成学級（放課後児童クラブ）  

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放課後に適切な遊びや生

活の場を提供しています。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 24か所 25か所 25か所 25か所 25か所 

利用者数 2,257人 2,505人 2,349人 2,407人 2,394人 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイなど） 

保護者の入院や出張、育児疲れなどの理由により、一時的に家庭で子育てが困難に

なった場合に、児童養護施設などで一定期間養育を行う事業です。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 2か所 2か所 5か所 5か所 6か所 

延べ利用者数 15人 36人 51人 54人 86人 
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（７）地域子育て支援拠点事業（０～２歳） 

就学前の子どもとその保護者が相互に交流する場所を開設し、子育てについての相

談、情報の提供、助言などの援助を行う事業です。 

令和 2 年度に、新型コロナウイルスの影響などもあり、大きく減少しましたが、そ

の後は、徐々に増加しています。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 10か所 10か所 10か所 10か所 10か所 

延べ利用者数 20,394人 15,032人 16,338人 24,352人 26,173人 

 

（８）利用者支援事業 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医

療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、

助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり

等を行う事業です。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

相談件数 1,514件 1,070件 917件 1,217件 1,114件 

 

（９）乳児家庭訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子どもの体重測定、子育て支

援に関する情報提供や養育環境などの把握を行う事業です。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問件数 1,045件 1,041件 1,035件 1,004件 977件 

 

（10）子育て世帯訪問支援事業 

家事・育児などの支援が必要な家庭を訪問し、養育環境の改善を図るために実施す

る事業です。本市では、令和 5 年度から実施しています。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問件数 － － － － 25件 
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（11）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、養育に関する指導・助言を行っています。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問件数 1,892件 2,087件 2,081件 2,230件 2,666件 

 

（12）妊婦健康診査 

妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握や検査計測、保健指導などを行って

います。 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

母子健康手帳 

交付数 
1,194件 1,131件 1,071件 1,008件 993件 

 

 

５ その他の状況 

（１）公園 

公園の状況は、都市公園が 182 か所、その他の公園が 331 か所と、都市公園が全

体の４割近くを占めています。都市公園の内訳をみると、街区公園が 151 か所で約

83.0％、緑地・緑道が 24 か所で 13.1％を占めています。 

単位：か所 

区分 総数 

都市公園 
その他の 

公園 
地区 

公園 

近隣 

公園 

総合 

公園 

特殊 

公園 

街区 

公園 

緑地・ 

緑道 

箇所数 513 3 1 1 2 151 24 331 

資料：公園緑地課（令和６年３月末現在） 
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（２）植物公園の利用者数の推移 

植物公園の利用者数の推移は、新型コロナウイルスの影響もあり、傾向を分析する

ことが難しい状況ですが、令和 5 年度で 108,538人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）母子健康手帳交付状況 

母子健康手帳交付数は、年々減少しており、令和 5 年度で 993 件となっています。 
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（４）児童虐待対応件数の推移 

本市の児童虐待相談対応件数は、令和２年度に一度減少したものの、その後は年々

増加しており、令和５年度で 860 件となっています。 
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（５）児童扶養手当受給者数の推移 

本市の児童扶養手当受給者数・受給対象児童数は、年々減少しており、令和 5 年で

受給者数が 1,209 人、受給対象児童数が 1,847 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こども福祉課 

 

（６）生活保護率の推移 

本市の生活保護率は、令和 5 年度では 1.60％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:生活支援課 
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（７）就学援助認定者数の推移 

就学援助認定者数及び認定率は、令和 2年度に小学生で上昇がみられましたが、以

降は、小学生、中学生ともに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校教育課 

 

（８）身体障害者手帳の交付状況（18 歳未満） 

身体障害者手帳の交付状況は、令和 2 年度以降、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課 
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（９）療育手帳の交付状況（18歳未満） 

療育手帳の交付状況は、療育手帳Ａ、療育手帳Ｂともに令和元年度と比較して増加

しており、令和５年度では療育手帳Ａが 158人、療育手帳Ｂが 364 人となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課 

（10）小・中学校における不登校児童生徒数の推移 

本市の不登校児童生徒数（不登校を理由として年間 30 日以上欠席している児童生

徒数）は、小学校、中学校ともに令和元年度と比較して増加しており、令和 5 年度に

は小学生が 143 人、中学生が 230 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育支援課 
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６ 「第２期子ども・子育て支援事業計画」の成果と課題 

基本目標１ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 

主な取組として、保育所等への保健師・栄養士・障害児保育指導員等による助言・

指導の実施や、予防接種法に基づく予防接種の周知・啓発、妊婦全員との面談の実施、

乳幼児への食育推進、乳幼児相談、発達相談、小中一貫教育の推進など様々な取組を

継続するとともに、妊婦伴走型支援事業、こども誰でも通園制度等の新たな取組を行

いました。 

就学前教育・保育の質の向上を図るため、保幼こ小連携、発達・子育ち支援、研究・

研修の 3 つの柱の取組を進めるなど、子どもの健やかな成長発達への支援に努めてま

いりました。 

引き続き施策を実施するにあたっては、「児童の権利に関する条約」や「人権三法」

の趣旨をふまえて対応していくとともに、関係機関との連携については、個人情報保

護にも十分配慮しつつ、そのあり方を引き続き検討していく必要があります。 

 

基本目標２ 安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援に向けた環境

づくりの推進 

主な取組として、有料広告事業を活用した「宇治子育て情報誌」や「ＬＩＮＥ」な

どを活用した子育て情報の発信、子育て支援拠点での子育て相談や、市役所１階市民

交流ロビーで開設している「来庁者子育て支援コーナー」における子どもの一時預か

り、各種事業紹介や子育て相談を実施しました。また、妊婦面談の実施やパパママ教

室、産後ケア制度の拡充や乳児家庭全戸訪問や誰でも通園制度など安心して子どもを

生み育てられる環境づくりにも取り組んできました。  

今後も引き続き、妊娠、出産、産後、子育ての不安を解消し、安心して子どもを生

み育てることができるよう体制整備の充実を行い、支援が必要な家庭に対し、医療・

保健・福祉・教育などの関係機関と本市が連携した切れ目のない支援を行うことが必

要です。 

また、安心して子どもを産み育てられる環境づくりのためには、産科・小児科等が

確保される必要があります。地域偏在が生じないよう、現在の産科・小児科の医療体

制が維持されるよう努めるとともに、産科・小児科が少ない地域については、さらに

確保できるよう取り組みます。 
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基本目標３ 地域で子育て支援ができる環境づくりの推進 

主な取組として、子育て家庭の保護者とその子どもが気軽に集い、相互に交流を図

ることができ、子育てに関する相談や情報提供などを行うために、市内全 10 中学校

区に設置している地域子育て支援拠点において、利用者数は令和 5年度に延べ６万人

を突破しました。 

また、宇治学との連携事業の実施や放課後子ども教室の実施、認定こども園等での

園庭開放の実施、ファミリー・サポート・センターの相互援助活動による子育て支援、

生涯学習関連施設における子ども向けのイベントの開催、乳幼児の時期から絵本に親

しむための図書館でのおはなし会の充実など、継続して地域で子育て支援ができる様々

な取組を進めてきました。 

令和 3 年度からは、子育てにやさしいまち実現プロジェクトを中宇治エリアにて開

始し、令和 5 年度には、対象エリアを黄檗・木幡、小倉を含めた 3 地域に拡大し、こ

ども未来キャンパス事業や子育ておうえん環境整備事業等、地域で子育てをする機運

の醸成に取り組んでまいりました。今後は、子育てにやさしいまち実現プロジェクト

を全市的に広げていくことが必要となります。 

一方、地域の子育ての相互援助活動であるファミリー・サポート・センター事業に

おいては、特に「援助会員（子育て等のお手伝いをしたい人）」の新規登録数が伸び悩

んでおり、「依頼会員（子育て等の手助けをしてほしい人）」の希望に沿った利用がで

きるよう、会員確保を図る必要があります。 

令和６年に実施したニーズ調査においては、子どもの回答において、近所の人とあ

いさつをするかとの質問に「よく自分からする」、「ときどき自分からする」が減少し、

「あまり自分からはしない」、「ほとんど自分からはしない」が増加しています。一方

で、自由記述では、「安心・安全に暮らせるまち」や「人とのつながりのあるまち」を

求める声が多く、地域のつながりの希薄化に歯止めをかけ、人と人とがつながる、子

どもにやさしい地域づくりが必要であり、今後も引き続き地域の子育て支援の環境づ

くりに取り組んでいく必要があります。 

 

基本目標４ 仕事と子育てを両立できる環境づくりの推進 

主な取組として、保育所・認定こども園等の定員増加、育成学級は専用施設の新設

等による定員増加、ショートステイの委託団体の増加など、共働き家庭の子育て支援

を行ってきました。さらに、保育所における病児保育（体調不良児対応型）の実施園

の増加や、市立幼稚園での預かり保育の実施、放課後子ども教室の実施、ワーク・ラ

イフ・バランスの普及・啓発活動など、保護者が仕事と子育てを両立できる環境づく

りに取り組んできました。 
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令和６年ニーズ調査では、子育てを主に行っている人は、「父母ともに」の割合が就

学前・小学生の保護者において 50％を超えており、令和元年度の調査結果よりも増加

しています（中・高校生保護者は横ばい）。さらに、子どもが病気やけがで学校や保育

所等を休んだ際の対応の質問に、「父親が休んだ」が増加しており、日数についても「7

日以上」が増加しており、子育てを行う父親の割合は増加傾向にあると言えます。ま

た、母親・父親ともにフルタイムで就労している割合が増加しており、放課後児童ク

ラブ（育成学級）の利用を希望する割合は 60％を超えています。 

近年の女性の就労率の上昇による学童保育のニーズを注視するとともに、保育の受

け皿と保育人材の確保とともに教育・保育のさらなる質の向上に取り組んでいきます。

また、事業所等への働き方改革についての働きかけや父親への子育てへの参画を促進

することも求められています。 

 

基本目標５ 配慮を必要とする家庭へのきめ細かな取組の推進 

主な取組として、宇治市要保護児童対策地域協議会の代表者会議・調整会議・個別

ケース会議等による児童虐待に関する情報共有のほか、18歳未満の児童がいる家庭を

対象とした専門相談員によるこども家庭相談、地域子育て支援拠点や来庁者子育て支

援コーナーでの相談対応、それぞれの相談窓口と関係機関との連携、妊娠期からの相

談体制の充実によるハイリスク妊婦の把握、ひとり親家庭に対する相談対応や各種制

度の実施、障害のある児童に対する各種給付事業の実施など、配慮を要する児童のい

る家庭への支援に取り組んできました。 

また、児童扶養手当の多子加算額の倍増、全部支給の所得制限の引き上げなど、ひ

とり親家庭への経済的支援の拡充に加え、府と連携した里親制度の普及・啓発活動の

充実や、民間事業者による放課後デイサービス事業を継続的に実施しています。 

令和 4 年度にはヤングケアラー専用窓口を設置、さらに、令和 6年度には、体制を

強化したこども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援の実

施や、関係機関との連携強化など、配慮を必要とする家庭への取組を進めてきました。 

配慮を必要とする家庭に対して、相談対応の充実や児童虐待防止の取組をさらに進

めるため、児童相談所をはじめとした関係機関との連携を一層強化し、要保護児童対

策地域協議会における活動の充実や児童虐待防止の広報・啓発に今後も努め、子ども

の虐待相談への対応を引き続き強化する体制を構築する必要があります。 

また、医療的ケア児や、発達に課題のある子どもへの支援として、各種健診や相談

等を通じて、障害の早期発見・早期支援の充実に取り組んでいくとともに、ひとり親

家庭に対し、自立に向けた支援を強化していく必要があります。 
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７ 「子どもの貧困対策推進計画」の成果と課題 

基本目標１ 子どもの健やかな成長と将来を見据えた学習・生活支援 

主な取組として、生活困窮世帯等の子どもの学習支援、すべての小中学校に外部講

師を招いてのスマートフォン講座の開催、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援等

を行うこども家庭センターの設置など、健やかな成長と将来を見据えた学習・生活支

援に取り組んでまいりました。 

引き続き施策を実施するにあたっては、生まれ育った環境に左右されず、誰もが健

やかな成長と発達が等しく保障され、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう確

かな学力と「生きる力」が身につく取組が必要となります。 

 

基本目標２ 家庭の生活安定と自立に向けた保護者への子育て・就労・経済的支援  

主な取組として、妊娠・出産時に経済的支援を行うとともに、出産や育児等に関す

る相談支援を行う出産・子育て応援サポート事業、小中学校就学援助、世帯の所得に

応じた放課後児童クラブ（育成学級）協力金の減額、ひとり親家庭自立支援事業等に

取り組んでまいりました。 

引き続き施策を実施するにあたっては、生活保護・生活困窮者世帯、ひとり親に対

する経済的負担の軽減や就労対策を行うことで、生活基盤を支え、自立に向けた支援

を行うことが必要となります。 

 

基本目標３ 地域・関係機関との連携によるネットワークづくりの推進 

主な取組として、ひきこもりやヤングケアラー専用窓口等の各種相談窓口の充実、

子育て情報誌や生涯学習情報 UJI、SNS によるわかりやすい情報提供、NPO 等によ

る子育て支援事業の充実等に取り組んでまいりました。 

引き続き施策を実施するにあたっては、地域・関係機関との連携を強化し、相談窓

口の充実を図るとともに、貧困対策に関する情報発信を充実し、国・府と連携しなが

ら、貧困対策のための充実を図ることが必要となります。 
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第 章   計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本的視点 

宇治市では、「子ども」本人の利益を最優先に支援しながら、子育てを担う父母等の「家庭」

への支援について、行政だけではなく、「地域」とともに取り組んでいく考え方を今後も継続

していきます。本計画では、「宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「宇治市子どもの貧

困対策推進計画」における基本的視点を踏襲し、「子どもの視点」・「家庭の視点」・「地域社会

の視点」をもとにこれまでの成果と課題をふまえて新たに「宇治市子どもまんなかプラン」

として展開していきます。 

 

（１）「子どもの視点」に立った支援 

子どもは、社会の希望、未来をつくる力です。そのためにも、子どもは家族の愛情のも

とに養育され、自らも家族や社会の一員としての様々な役割を果たしながら成長を遂げて

いくことが必要です。「子どもの視点」に立ち、子どもの意見を尊重しながら、幼児期の人

格形成を培う教育・保育が良質かつ適切な内容及び水準のものとなるように配慮し、生ま

れた環境に左右されず、誰もが健やかな成長と発達が等しく保障され、「児童の権利に関す

る条約」に定められている「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指す取組を進め

ます。 

 

（２）「家庭の視点」に立った支援 

教育・保育施設を利用する子どもの家庭のみならず、子育てをするすべての家庭及び子

どもを対象として、それぞれのニーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を量・質両面

にわたり充実させ、ライフステージに応じて切れ目のない支援を行っていくことが必要で

す。そのためにも、「家庭の視点」に立ち、保護者の気持ちを受け止め、寄り添いながら相

談や適切な情報提供を行うとともに、特に配慮を要する家庭には適切な支援を広げ、子育

ての不安や負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる取組を進めます。 

  



  39  

 

（３）「地域社会の視点」に立った支援 

「すべての子どもと家庭」への支援を実現するため、社会のあらゆる分野におけるすべ

ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働し、

それぞれの役割を果たすことが必要です。 

「地域社会の視点」に立ち、地域の実情をふまえ、子育てにやさしいまちをみんなでつ

くるために、身近な地域で子どもや子育てを見守り、行政だけではなく社会全体で子育て

を支えることができるような仕組みづくり、まちの風土づくりに取り組みます。 

 

 

２ 基本理念 

本計画は、「第２期宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「宇治市子どもの貧困対策推

進計画」を引き継ぎつつ、子どもの成長を地域全体で支える風土、子育て環境づくりを、子

ども、子育て当事者、関係機関、行政の“みんなで”つくりあげ、「子どもの夢と笑顔を育む

まち」の実現することを目指して、以下のように基本理念を定めます。 

配慮を要する家庭も含めたすべての人が子育てに喜びと希望を持ち、宇治で子育てしたい、

してよかった、“宇治の子育てめっちゃいいやん”と思えるような、子育て・子育ち支援の環

境整備に宇治市にかかわる全員で取り組みます。 

 

 

 みんなでつくる 子どもの夢と笑顔を育むまち 宇治 
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３ 基本目標 

基本理念の実現を目指し、以下の５つの基本目標を設定します。 

 

基本目標１ 「子どもまんなか」のまちづくりの推進 

子どもが権利をもつ主体であるという認識のもと、子どもの意見を尊重し、誰もが

健やかに、安心して成長できるまちづくりに努めます。 

すべての子どもが、いじめや犯罪といった様々な障害に妨げられることなく、将来

に対して夢や希望を持って成長し、それを社会全体として応援できるまちづくりを進

めていきます。 

 

■施策の方向性 

（１）子どもの人権を大切にする取組の推進 

（２）子どもを守る、安全・安心なまちづくりの推進 

（３）子どもの夢を応援する取組の推進 

 

基本目標２ 安心して子育て・子育ちができる切れ目のない支援の充実  

子育てに関する相談体制や情報提供の充実や経済的支援の充実により、様々な子育

てや教育に関する不安や負担感の軽減をはじめ、ライフステージに応じた切れ目のな

い支援に取り組みます。 

また、安心して仕事と子育てを両立できる環境づくりの観点から、多様な保育サー

ビスや放課後児童対策の充実を図っていくとともに、男性の家事・子育てへの参加に

より、共働きや共育ての推進など、男女共同参画による子育てを促進し、子育てしや

すい環境づくりを推進します。 

 

■施策の方向性 

（１）子育ての相談や適切な情報提供手段の充実 

（２）【妊娠期～幼児期】妊娠期からの切れ目のない支援の推進 

（３）【学童期～思春期】子どもが健やかに学び、育つことができる環境づくり 

（４）子育てや教育の経済的負担への支援の充実 

（５）仕事と子育てを両立できる環境づくりの推進  
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基本目標３ 配慮を要する家庭へのきめ細やかな取組の推進 

障害のある児童やひとり親家庭の児童等、配慮が必要な子どもや保護者、家庭を対

象に、関係機関等が連携を図りながら、それぞれのニーズに応じた継続的な支援を充

実します。 

また、児童虐待防止、ヤングケアラー、医療的ケア児への支援をさらに進めるとと

もに、相談対応の充実を図ります。 

 

■施策の方向性 

（１）児童虐待防止、ヤングケアラー等への対応の充実 

（２）障害等、社会的養護が必要な子どもや家庭への支援 

 

基本目標４ 人と人とがつながる、子どもにやさしい地域づくりの推進 

行政や子育ち・子育てに関わる団体だけではなく、まちに暮らすすべての人がネッ

トワークを築くことにより、地域の大人たちが子どもや子育てを見守り、まち全体で

子どもの育ちを支える風土が醸成されるための取組を行うとともに、まちじゅうで様々

な遊びや体験、交流できる場をつくり、地域資源を活かした総合的な子育て支援体制

づくりを行います。 

また、これら取組を推進するため、「子育てにやさしいまち実現プロジェクト」とし

て、地域で活動されている方々と連携しながら、子育てしやすい環境整備や、地域で

子どもの育ちを支援する機運の醸成などに着目した施策展開に部局横断で取り組みま

す。 

 

■施策の方向性 

（１）地域とともに子育て風土を醸成する環境づくり 

（２）まちじゅうで学び、遊び、交流できる「場」づくりの推進 

（３）地域・関係機関とのネットワークの充実強化 
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基本目標５ 誰もが健やかに成長できる環境づくりの推進 

すべての子どもが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、貧困が世

代を超えて連鎖することのないよう、学力の育成や誰もが健やかに成長できる環境づ

くりを通じて「生きる力」の育成に努めます。 

また、支援を要する子どもや家庭に対し、国や府、地域、関係機関とのネットワー

クを築き、相談体系の充実と経済的負担の軽減、就労支援等により生活基盤を支える

取組を進めます。 

 

 

■施策の方向性 

（１）「生きる力」の育成と青少年の健全育成のための取組 

（２）生活基盤を支えるための経済的負担軽減や就労対策 

（３）ひとり親家庭等への支援 
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４ 施策の体系 

本計画は、基本理念を実現するため、５つの基本目標で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

み ん な で つ く る  子 ど も の 夢 と 笑 顔 を 育 む ま ち  宇 治 

① 子どものための相談・支援体制の充実 
② 子どもの人権に関する普及と啓発 

（１）子どもの人権を大切にする取組の
推進 

（５）仕事と子育てを両立できる環境づ
くりの推進 

基本目標２ 

 安心して子育て・子育ちができる切れ目のない支援の充実・・・・・・・・P.50 

（２）【妊娠期～幼児期】妊娠期からの切

れ目ない支援の推進 

（３）【学童期～思春期】子どもが健やか
に学び、育つことができる環境づく
り 

① 妊産婦等への支援 
② 乳幼児健診及びフォロー体制の推進 

③ 就学前教育・保育の充実 
④ 教育・保育の施設整備 
⑤ 医療機関等との連携の強化 

⑥ こども家庭センターの充実 

① 学校教育の充実 

② 教育・保育の施設整備 
③ 学童期・思春期における保健対策の充実 

（１）子育ての相談や適切な情報提供手
段の充実 

① 子育て支援サービスや市民活動のデジタル技術も活

用した広報等の充実 
② 身近な相談窓口の充実 

（４）子育てや教育の経済的負担への支
援の充実 

① 子育て家庭の負担軽減の促進 

② 住宅等の居住環境の整備 

① 交通環境の改善 
② 交通安全対策の推進 
③ 公共的空間における設備の充実 

④ 防犯対策 

（２）子どもを守る、安全・安心なまちづ
くりの推進 

（３）子どもの夢を応援する取組の推進 
① 活躍・挑戦の場の創出 
② 夢ある子どもを育む取組の実施 

基本目標１ 

 「子どもまんなか」のまちづくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・P.45 

① 多様な保育サービスの提供 
② 柔軟な保育施設の運営 

③ 総合的な放課後児童対策 
④ ワーク・ライフ・バランスの実現への取組の推進 
⑤ 子育て家庭への就労支援の促進 
⑥ 固定的な性別役割分担意識の解消の推進 
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（１）「生きる力」の育成と青少年の健

全育成のための取組 

（２）生活基盤を支えるための経済的負

担軽減や就労対策 

（３）ひとり親家庭等への支援 

① 青少年の健全育成の推進 
② 有害環境対策 

③ 子育て期の保護者への支援 
④ 次代を担う子どもへの啓発活動の推進 
⑤ 家庭の子育て・教育力の強化 

⑥ DV（ドメスティック・バイオレンス）の根絶と対応 
⑦ 学習支援の充実 

基本目標３ 

 配慮を要する家庭へのきめ細かな取組の推進・・・・・・・・・・・・・・P.65 

① 生活保護・生活困窮世帯等への就労支援体制の強化 
② 経済的負担軽減の取組の推進 
③ 生活困難や生活課題の解決に向けた支援 

① ひとり親家庭等への相談等の充実 
② ひとり親等への就労・経済的支援の充実 

基本目標５ 

 誰もが健やかに成長できる環境づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・P.78 

① 障害のある児童等への支援の促進 

② 障害のある児童等の保育・教育・放課後対策等の推進 

（２）障害等、社会的養護が必要な子ど

もや家庭への支援 

① 児童虐待防止等のための体制強化 
② 児童虐待防止のための啓発の強化 

（１）児童虐待防止、ヤングケアラー等

への対応の充実 

（１）地域とともに子育て風土を醸成す

る環境づくり 

（２）まちじゅうで学び、遊び、交流で

きる「場」づくりの推進 

（３）地域・関係機関とのネットワーク

の充実強化 

① 地域・関係機関との支援体制づくりの推進 
② 国・府等における各種施策との連携 
③ 調査研究・情報収集の実施 

基本目標４ 

 人と人とがつながる、子どもにやさしい地域づくりの推進・・・・・・・・P.68 

① 子ども・子育てにおける地域への啓発 
② 民生児童委員活動の充実 
③ 各種団体活動への支援 

④ 身近な施設の有効活用 
⑤ ファミリー・サポート・センターの充実 
⑥ 市民活動等による多様な子育て支援事業の推進 

⑦ 地域ぐるみの次世代育成 
⑧ 地域活動における交流の促進 
⑨ 生涯学習活動における交流の促進 

⑩ 子育てサークルの育成・支援 
⑪ 保護者と子どもの交流の場づくりの促進 
⑫ 市民活動のネットワーク化の促進 
⑬ 地域子育て支援拠点の充実 

① 公園・緑地等の環境整備 
② 保護者と子どもで遊べる場の確保 
③ 自由に遊べる場の確保 

④ 体験と交流の学習機会の促進 
⑤ スポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動の促進 
⑥ 生涯学習や図書館事業等の充実 

⑦ 子どものまちづくりへの参加の促進 
⑧ 学びや遊びの情報提供の充実 
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第 章   施策の展開 

 
 

基本目標１ 「子どもまんなか」のまちづくりの推進 

施策の方向性：（１）子どもの人権を大切にする取組の推進 

「児童の権利に関する条約」が定められた後も、体罰や子ども同士のいじめなど、

子どもの人権を侵害する事件は社会的な問題となっています。 

このような状況をふまえて、子どもの人権侵害の防止や、侵害を受けた子どもへの

相談・支援体制といった子どもの権利を擁護する体制を構築していきます。 

また、子どもの人権を尊重する意識の向上を図るため、市民や関係機関職員等への

啓発を進めます。 

 

① 子どものための相談・支援体制の充実 

子どもへの体罰など、子どもの人権を侵害する様々な要因に対応し、子どもが安心

して、健やかに育つことができるよう、相談支援の充実や問題事象の早期発見･対応に

努めます。 

  

身近で多様な相談窓口
の充実 

子どもが、保護者や教師に相談できないことも含めて気軽に相談
できる窓口として「こども家庭相談」等を充実させるとともに、
ひきこもり支援の相談窓口を設置し、多様な相談に対応できる体
制づくりと、より相談しやすい手法を検討し、周知啓発を図る。 

問題事象の早期発見・
対応 

家庭・地域・関係機関等と連携を図り、いじめや深刻な悩み等、
子どもがひとりで抱え込む問題をいち早く発見し、迅速に対応で
きる体制を整える。 

職員や教員の相談対応
力の向上 

子どもの相談を受ける職員や教員が、より適切に対応できるよう、
日頃からの研修や臨床心理士等専門的人材との連携によって資質
や専門性の向上に努める。 

被害に遭った子どもの
心のケアの推進 

天災、犯罪、虐待等の被害にあった子どもに対し、京都府と連携
して適切なケアに努める。 

 

  

具体的施策                 内容 
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② 子どもの人権に関する普及と啓発 

子どもの人権を尊重する意識が家庭や関係者だけでなく、まち全体で共有されるよ

う、市民に対し、子どもの人権とインクルージョン、人権三法の趣旨の普及及び啓発

を進めるとともに、関係機関職員などの研修の充実を図ります。 

  

市民啓発の推進 

市民が参加する生涯学習の機会や、市政だよりや市のホームペー
ジ等の広報を通じて子どもの人権や人権三法の趣旨に対する正し
い理解を深めるための啓発を行う。 
また、今後さらに保護者の働き方が多様化していくことも考えら
れるため、市民のみならず、企業や関係団体への周知・啓発にも
努める。 

関係機関職員等の研修
の充実と意識向上 

子どもの人権を守るために、子どもに関わる様々な関係機関の職
員に対する研修機会等を充実し、子どもの人権を考えた支援がで
きるよう、子どもの人権に関する意識の向上に努める。 

インクルーシブコミュ
ニティの理念の普及・啓
発の推進 

障害の有無などによって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生することができる社会（インクルー
シブコミュニティ）を目指し、理念の普及・啓発に努める。 

 

施策の方向性：（２）子どもを守る、安全・安心なまちづくりの推進 

子どもや、ベビーカーなどで乳幼児を連れた保護者は、エレベーターやエスカレー

ターのない施設、使用しづらいトイレ、道路上における段差や安全上の課題などの交

通・生活環境に不安や負担を感じており、日常生活において様々な面で利用しやすい

道路や交通機関などの環境づくりが求められています。 

子どもや子どもを連れた保護者、さらにはすべての人にとって安全で使いやすく、

安心して外出できるよう、ユニバーサルデザインの考えを取り入れた施設や交通環境

の整備、まちづくりを今後も継続して進めます。 

また、子どもが安全に安心して地域で生活していくことができるよう、地域防犯の

強化等を図ります。 

 

  

具体的施策                 内容 
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① 交通環境の改善 

交通環境の改善に向けて、道路の歩道設置や、道路などの拡幅や段差の解消などの

「交通バリアフリー」の推進を計画的に進めます。また、妊産婦や乳幼児を連れた人

への理解や配慮を深める「心のバリアフリー」の推進を図ります。 

  

道路における歩道設置
と安全確保 

市道の改良や国や京都府への要望によって、段階的に、段差の解
消やガードレールの設置等、安全な歩道の整備を進める。 

人にやさしい道路整備 
子どもや高齢者及び障害者に配慮した安全で快適な道路整備を進
める。 

「交通バリアフリー」の
推進 

「宇治市交通バリアフリー全体構想」に基づき、関係機関と連携
を図りながら、鉄道駅や周辺道路などをはじめとした「交通バリ
アフリー」を進める。 

「心のバリアフリー」の
推進 

妊産婦や乳幼児を連れた人、ベビーカーの安全な使用や使用者へ
の理解・配慮を深める「心のバリアフリー」の推進を図る。 

 

② 交通安全対策の推進 

子どもを交通事故などの危険から守るため、交通安全対策事業による通学路などの

道路の危険箇所の改良や交通安全施設の整備をはじめ、幼稚園や保育所、学校などに

おける交通安全教室を通じた啓発を行います。また、車、バイクや自転車を運転する

大人たちに、運転マナーについての啓発・指導を行います。 

  

交通安全対策事業の推
進 

子ども連れでも、子どもひとりでも安心して外出することができ
るように、通学路など道路の危険箇所の改良や交通安全施設の設
置、段差の解消など道路における安全性の確保に努める。 

迷惑駐車・放置自転車
対策 

警察署等と協力しながら、公道上における迷惑駐車・放置自転車
対策に取り組む。 

交通安全教室の充実 
警察署と協力しながら、幼稚園、保育所、認定こども園、地域子
育て支援拠点、学校等において交通安全教室を開催する。 

運転マナーについての
啓発・指導 

通学路での徐行や通り抜け抑制など、ドライバーに対して、通学
路の安全確保のための啓発・指導を進めるとともに、安全確認や
一時停止などの交通ルール遵守についても推進する。 

チャイルドシートの着
用推進 

チャイルドシート着用推進のための啓発に努める。 

自転車の安全な利用の
推進 

自転車に乗る際のヘルメット着用などの啓発に取り組むとともに、
自転車運転免許教室の実施による自転車利用のマナーや交通ルー
ルの普及を推進する。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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③ 公共的空間における設備の充実 

誰もが使いやすい公共施設を目指し、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、

整備を進めるとともに、授乳室などの設置を進め、子育てバリアフリーを推進します。 

  

ユニバーサルデザイン
の施設整備の推進 

公共施設の整備にあたっては積極的にユニバーサルデザインの考
えを取り入れるとともに、民間施設についてもユニバーサルデザ
インの普及のための啓発に取り組む。 

授乳室、育児設備の設
置の推進 

子ども連れであっても、公共施設を気軽に利用できるよう、各施
設の状況に応じて授乳室、育児設備などの整備を推進する。 

子ども連れの来庁者に
向けた取組の充実 

子ども連れで市役所を訪れて相談・申請・申告等をする市民のた
めに、子どもを一時的に預かるサービスを実施するなどの取組を
充実させる。 

 

④ 防犯対策 

子どもが安全に安心して地域で生活していけるよう、地域防犯の強化や公共施設の

安全管理体制の充実、「こども 110 番のいえ」の充実など、地域ぐるみで子どもを守

る取組を進めます。また、子ども自身が防犯に対する意識を高められるよう、子ども

への防犯教育に取り組みます。 

  

子どもや市民を犯罪か
ら守る地域防犯強化 

子どもを犯罪から守るため、地域が参加・協力し合い、見回りや
子どもへの声かけ、集団登下校時の誘導などを積極的に行う地域
防犯組織に対して、必要な支援や専門的指導を進める。 

公共施設の安全管理体
制の強化 

幼稚園、保育所、認定こども園、育成学級、学校や公園など、子
どもが利用する施設の安全管理体制の強化に地域と取り組むとと
もに、引き続き公共施設の安全対策に努める。 

職員や教員への防犯訓
練及び研修 

子どもを犯罪から守るため、子どもが利用する施設の職員や教員
への防犯訓練及び研修に取り組む。 

「こども 110番のいえ」
の充実 

「こども 110番のいえ」を増やすことを警察署に要望する。また、
協力市民や事業所に対するいざというときの対処方法の指導等も
要請する。 

子どもへの防犯教育 学校において子どもに対し、不審者を想定した避難訓練等を行う。 

 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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施策の方向性：（３）子どもの夢を応援する取組の推進 

未来を担う人材を育成するために、子どもが多様な経験を通じて成長し、自信を持

って挑戦できる環境を整えます。 

子どもが夢を持ち、その実現に向けて努力・発表できる環境づくりを行うことで、

自己肯定感や社会性が育めるよう取り組みます。 

 

① 活躍・挑戦の場の創出 

子どもが自らの意見やアイデアを発表する機会やスポーツ、音楽を通して活躍・挑

戦し、子どもが輝ける場を創出します。 

  

スポーツ・文化活動等の
実施・支援 

各種スポーツ大会や文化活動等により、子どもの成長の成果を発
表したり、挑戦、活躍できる機会の創出及び活動支援等を行う。 

 

② 夢ある子どもを育む取組の実施 

子どもの興味や関心のあるテーマについての学習や体験を通し、自分の適性の発見

や多様な将来の選択肢の創出のきっかけづくりを行います。 

  

 子どもの興味関心を通
した成長の機会の創出 

子どもの「知りたい」「学びたい」をきっかけにして学びをサポー
トし、夢や希望ある子どもを育む取組を実施する。 

 
 
 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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基本目標２ 安心して子育て・子育ちができる切れ目のない支援の充実 

施策の方向性：（１）子育ての相談や適切な情報提供手段の充実 

子育ての不安を軽減し、楽しみや喜びを感じられる子育てへの支援として、子育て

に関する相談や適切な情報提供が重要となります。 

子育てについて、身近なところで相談しやすい環境を整備するとともに、専門的ま

たは深刻な相談にも対応できるよう相談窓口の体制を充実します。また、子育てに関

する情報をきめ細かく提供するために、印刷物だけでなく、様々な媒体を活用し、常

に新しい情報を発信していきます。また、妊婦健診や乳幼児健診、保活などの母子保

健分野、保育分野のデジタル化を推進していきます。 

 

① 子育て支援サービスや市民活動のデジタル技術も活用した広報等の充実 

子育ての孤立化や育児不安の軽減等を図るため、窓口や広報誌、パンフレット、イ

ンターネット、SNS などを活用して各種子育て支援サービスに関する情報を総合的に

提供するとともに、市民活動に関する情報収集と広報への支援などを行います。 

  

子育て支援サービスの
情報提供 

市内及び京都府内において利用できる様々な子育て支援サービス
に関する情報を、窓口や広報誌、パンフレット、インターネット、
ＳＮＳ等によって総合的に提供する。また、乳幼児健診や健康教
室、子育て学習機会、学校からの連絡などの機会に、子育て支援
サービスに関する情報を提供するよう努める。 

情報メディア活用のた
めの学習機会の提供 

子どもをもつ保護者が多様な情報メディアを活用した情報収集な
どを適切に行えるとともに、保護者と子どもの情報モラルが向上
するよう、学習機会の提供に努める。 

民間事業所や市民活動
などの情報収集と広報
への支援 

民間事業所や子育てサークル、民生児童委員協議会などが実施し
ている事業や活動などの情報を、積極的に広報していくよう努め
る。 

母子保健や保活のＤＸ
化の推進 

乳幼児健診や予防接種等の母子保健、保活等の保育分野のデジタ
ル化に努める。 

 

  

具体的施策                 内容 
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② 身近な相談窓口の充実 

子どものしつけや発育・教育など子育てに関して不安なことや困ったことなどを気

軽に話したり、身近に相談することができるよう、地域子育て支援拠点をはじめ、幼

稚園、保育所、認定こども園等での子育て相談、メールを活用した子育て相談などを

充実させ、ケースやニーズに合わせて相談に応じることができる多様な相談窓口の設

置に努めます。 

  

地域子育て支援拠点等
における相談窓口の充
実【国指定事業】 

地域子育て支援拠点で気軽に子育てに関する相談ができるよう、
今後も相談窓口や相談機能の充実を図る。また、子育ての悩みや
家庭内の問題等に対応する「こども家庭相談」の充実に努める。 

幼稚園、保育所、認定こ
ども園等での子育て相
談の充実 

幼稚園、保育所、認定こども園等で、より一層気軽に子育てに関
する相談ができるよう努める。 

多様な方法による相談
事業の実施 

メールを活用するとともに、多様な方法により、子育て相談を充
実させる。 
また、民間事業所などが実施している相談事業に対しても、市民
に周知啓発する。 

利用者支援事業の実施 

【国指定事業】 

子ども・子育て支援新制度における子育て支援施策や地域の多様
な子育て資源を、利用者が円滑に利用できるよう、専門の職員を
配置して、利用者支援事業を実施する。 

 
【国指定事業】・・・国が基本指針で示した事業であり、市町村の計画に記載が義務付けられているものです。 

 

施策の方向性：（２）【妊娠期～幼児期】妊娠期からの切れ目のない支援の推進 

近年の子育て家庭の生活習慣は、保護者の健康に対する意識の低下やライフスタイ

ルの変化、就労状況などによって乱れがちとなっています。また、家庭内の喫煙習慣、

不規則で偏った内容の食生活、乳幼児の就寝時間の乱れなどの結果、生活習慣病が低

年齢化するなど、子どもの健康状態に大きな影響を及ぼしています。加えて、環境の

変化などによるものと思われるアレルギー疾患の増加や、運動不足などによる子ども

の体力の低下といった身体の問題も生じています。 

さらに、不妊によるこころの悩み、妊娠期の不安、保護者の孤立化や育て方への不

安、子どもが他の子どもとふれあう機会が少なくなってきたことなどが原因で、ここ

ろに様々な問題が生じています。 

母親が安心して妊娠・出産に臨めるよう、訪問指導など、妊娠期から支援を行うと

ともに、子どもの発育・発達への支援に取り組み、妊娠期からの切れ目のない支援を

行うことで、安心して産み育てられる環境づくりを推進します。 

 

  

具体的施策                 内容 
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① 妊産婦等への支援 

母親が安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えることができるよう、親子（母子）健康

手帳の交付・活用をはじめ、相談や情報交換できる機会の拡充、妊娠や子育てについ

て、父親をはじめとした市民への啓発の推進、個別訪問などの各種母子保健施策の推

進などを図ります。 

  

親子（母子）健康手帳、
父子手帳の交付・活用 

妊婦との最初の出会いである親子（母子）健康手帳交付の機会を
有効に活用し、父母ともに子育てをするという意識の醸成と、保
健施策の内容・活用の方法の啓発とともに、安心して出産や子育
てを迎えられるよう、保健師による妊婦全員の面談、支援プラン
の作成を継続して実施する。 

パパママ教室の充実 
妊娠期の不安を解消し、妊婦及び父親同士の交流機会ともなるパ
パママ教室への参加促進と講座内容の充実を目指す。また、妊婦
と配偶者の双方を対象とした妊娠期の保健指導を充実させる。 

交流機会の充実 
妊産婦及び父親同士の交流ができ、気軽に相談や情報交換ができ
る機会を充実させる。 

父親をはじめとした市
民への啓発事業の推進 

妊婦の配偶者等に対し、妊娠について知り、父親としての自覚を
高めるための啓発を進めるとともに、市民へのマタニティマーク
の普及・啓発に努める。 

個別訪問等による支援 

【国指定事業】 

ハイリスク妊婦・産婦・新生児等への訪問指導等を充実させ、き
め細かい指導・助言を目指す。また、家事などの支援についても
充実を図る。 

ハイリスク妊婦等への
支援の充実 

【国指定事業】 

妊婦が悩みや不安を相談できるよう、電話や窓口、面接等相談体
制の充実に努めるとともに、安心して出産を迎えることができる
よう支援を行う。 

ハイリスク妊婦への医
療機関との連携による
対応 

何らかの問題の兆候をみせたり、すでに問題が生じているハイリ
スク妊婦への対応とフォローのため、医療機関との連携を強化す
る。 

妊婦への食育の推進 
妊婦の健康と胎児の健やかな発育を図るため、パパママ教室や個
別相談などを通じて、栄養のバランスの大切さなどを指導する食
育を推進する。 

妊婦及び家庭や地域へ
の喫煙対策 

妊産婦と家族に関するタバコの害と禁煙に向けた啓発を行う。 
また、地域においても、タバコの害と禁煙についての啓発を図り、
妊産婦等を地域で守っていく環境づくりを進める。 

不妊治療等への支援 不妊治療及び不育治療について、医療費助成等によって支援する。 

妊産婦健診の実施 
健やかな母体と胎児の保健管理の向上及び産後うつの予防や新生
児への虐待予防を図るため、妊娠・出産・子育てに支障を及ぼす
疾病等の早期発見・早期治療を推進する。 

妊婦歯科健診・妊婦歯
科治療の実施 

妊娠中の口腔の健康状態を確保し、母体と生まれてくる子どもの
健康状態を保持し、出産に伴うリスクの軽減を図る。 

産後の母親等への支援 
産後ケアにより、産後に支援を必要とする母子に対し、心身のケ
アや育児サポートを行う。 

 

  

具体的施策                 内容 
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② 乳幼児健診及びフォロー体制の推進 

子どもの健やかな発達・発育を支援するため、乳幼児健診や予防接種、母子保健事

業や幼稚園、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点などを通じた食育、個別相

談などの各種事業を推進します。 

  

乳幼児健診の充実 
子どもの発達段階に応じた乳幼児健診・幼児歯科健診について、今後
も受診を促すとともに、一層の充実を図る。 

健診後のフォローの充実 
保健所、医療機関、療育機関等との連携や発達相談、フォロー教
室、個別訪問、個別相談等によって健診後のフォローをきめ細か
に進める。 

予防接種の推進 
予防接種事業を啓発し、接種率向上に努める。また、骨髄移植等
の医療行為により抗体を失った人への予防接種の再接種費の助成
を行う。 

発育・発達を支援する教
室の充実 

乳幼児の健やかな発育・発達を支援し、保護者と子どものふれあ
いを豊かに育むため、保護者に対し子育て支援や健康づくりに向
けて各種教室の内容充実に努める。 

乳幼児への食育の推進 

乳幼児の健康の増進を図るため、母子保健事業や幼稚園、保育所、
認定こども園、地域子育て支援拠点などを通じて、保護者や子ど
も自身へ、栄養のバランスを考え規則正しく食べることの大切さ
についての意識を高める食育を推進する。 

個別相談の充実 
保健師、栄養士、発達相談員、看護師、歯科衛生士などが専門的
立場で発育・発達・子育て等についての適切なアドバイスを行う
個別相談及び定期的面談の充実を図る。 

個別訪問の充実 
【国指定事業】 

新生児、乳児期における訪問をはじめ、乳幼児健診の未受診児や
要支援児等、保護者のニーズに応じた個別訪問を充実させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策                 内容 
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③ 就学前教育・保育の充実 

子どもが社会生活上のルールや道徳性を生活のなかで身につけ、心豊かに成長して

いくことができるよう、教員や保育士等の連携強化や資質向上を図りつつ、自主性や

豊かな社会性を育むための教育・保育内容を充実させ、子育ち環境の整備に努めます。 

  

教育・保育内容の充実 
【国指定事業】 

幼稚園、保育所、認定こども園において、保育士等の人材確保を
図りつつ、子どもが十分に自己を発揮し、社会生活上のルールや
道徳性を生活のなかで身につけ、人間形成の基礎を培っていける
よう、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども
園教育・保育要領等に基づいて、教育・保育の内容を充実させる。
また、幼稚園、保育所、認定こども園において人権を大切にする
心を育てる教育・保育を推進するとともに、障害児や外国につな
がる幼児（※）等、特別な支援が必要な子どもへの支援・配慮に
取り組む。 

教員・保育士等の連携
や情報交換 

【国指定事業】 

合同での研修会を実施するなど、幼稚園、保育所、認定こども園
における教員・保育士等の連携の強化を図るとともに、情報交換
の場の提供に努める。 

教員・保育士等の資質
向上【国指定事業】 

教員・保育士等の資質向上を目指すため、教育・保育に関する研
修等の実施や職場環境の向上に努める。 

適切な指導助言、評価
等の実施 

公立幼稚園における幼児教育について、指導主事による計画訪問
等を通じて指導助言を行う。 

幼稚園、保育所、認定こ
ども園と小学校等との
円滑な接続の推進 

幼稚園、保育所、認定こども園と小学校等との円滑な接続を推進
する観点から、連携・接続の意識啓発、園児と小学校児童との交
流活動や接続を意識したカリキュラムの作成などに努める。 

乳幼児教育・保育の推
進 

乳幼児教育・保育支援センターを設置し、「研究・研修」、「保幼こ
小連携」、「発達・子育ち支援」の３つの柱の取組により、乳幼児
教育・保育の質の向上を図る。 

※外国につながる幼児・・・国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児な

どのこと。 

 

④ 教育・保育の施設整備 

子どもが安心して生活できる環境を整えるために必要な整備を計画的に進めるとと

もに、地域と協力し、子どもが安心して過ごすことのできる居場所づくり、充実した

子育ち環境づくりを進めます。 

  

施設、設備の整備・充実 
【国指定事業】 

幼稚園、保育所、認定こども園、学校等について、子どもが昼間
の時間や放課後を安全に、安心して過ごす生活の場所という認識
に立って施設整備を計画的に進める。 

安全管理のための取組 
子どもが安心して過ごすことができるよう、通園・通学の際の安
全確保や施設への不審者の侵入防止等、引き続き安全対策に努め
る。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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⑤ 医療機関等との連携の強化 

医療体制の確立や充実が求められているなか、保健所との連携をはじめ、救急医療

体制や夜間診療の充実、休日診療の運営など、子どもが安心して地域で育つことがで

きるよう、医療体制の充実を図ります。また、産科・小児科について、現在の医療体

制の維持を図るとともに、不足が生じる地域においては、体制の確保に努めます。 

  

定期的な会議、情報交
換などによる連携 

医療機関と市との連携を強化するため、会議や研修会を積極的に
設ける。 

保健所との連携 
経過観察や支援が必要な乳幼児へのフォロー、思春期の子どもや
保護者への保健指導や不妊相談・助成等について保健所との連携
を一層強化する。 

救急医療体制の充実 
医療機関、消防署との協議・調整に努め、救急医療体制の充実を
図る。 

夜間診療の充実 医療機関との協議・調整等に努め、夜間診療の充実を働きかける。 

休日診療の運営 休日急病診療所を引き続き運営する。 

産科・小児科の充実 
誰もが安心して子どもを産み育てられるよう、産科・小児科の現
在の医療体制の維持と、さらなる確保に努める。 

 

⑥ こども家庭センターの充実 

妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を提供する体制の充実を図り、各機関

との連携を一層強化していきます。 

  

子育て支援職員の養成
や配置 

職員に子育て支援に関する広範な研修を実施し、子育て支援に関
する施策について基本的な知識の習得や、市民サービスの向上等
を図る。また、保育所等就学前児童の預け先等に関する保護者の
ニーズに応じた適切な保育サービスへの結び付けを行う。 

関係機関との連携 
子育て支援に関わる関係機関との連携を強化し、切れ目のない支
援を提供する体制の充実を図る。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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施策の方向性：（３）【学童期～思春期】子どもが健やかに学び、育つことがで

きる環境づくり 

学童期は、子どもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳

性、社会性などを育む時期です。集団生活で様々な課題に直面する中で、自らの役割や責

任を自覚し、友人関係や遊びを通じて協調性や自主性を身に付けことができるよう、安全・

安心が確保された場で、小さな失敗も経験しながら、直面した課題に全力で取り組んで達

成する成功体験を重ね、自己肯定感を高めることができる環境を整えていきます。 

また、思春期は、他者との関わりや社会との関わりの中で、自分の存在の意味、価値、

役割を考え、アイデンティティを形成していく時期です。一方で、自己の存在に対しての

様々な葛藤を抱えたり、学業や家族・友人との関係や恋愛などに悩んだりする繊細な時期

でもあり、思春期のこどもが、自己肯定感を高めることができ、成育環境などを理由に自

らの進路の選択が制約されることがないよう支援します。 
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① 学校教育の充実 

子どもが「生きる力」として、自立心を養い、たくましく、心豊かに育つよう、家

庭・学校・地域が連携しながら、教育の充実を図ります。また、教育環境をはじめ、

いじめ防止対策や不登校児童生徒自立支援教室の運営や支援員によるアウトリーチな

ど、子どもが安心して学校生活を送ることができるよう、子育ち環境の充実を図りま

す。 

  

家庭・地域との連携推
進 

家庭、地域と連携して信頼される学校づくりを進めていくために、
あらゆる機会を通して、学校情報を家庭や地域に積極的に発信す
る。 
また、家庭や地域と学校教育の積極的な連携を進める。 

小中一貫教育の推進 
子ども（児童・生徒）の「確かな学力」の充実・向上と豊かな人
間性や社会性を育む小中一貫教育を推進する。 

新しい教育環境の整備 

子どもや地域の実態を見据え、新たな課題に対応できるよう、教
材や学校図書館をはじめとした教育環境の整備を進める。 
デジタル社会の担い手として必要な資質・能力を育むため ICT 環
境の充実に努めるとともに、保護者・地域とも連携し、情報モラ
ル教育に引き続き取り組む。 

いじめ防止対策の充実 

「宇治市いじめ防止基本方針」に基づき、市内の関係機関・団体
との連携の強化や、市民への広報啓発活動の推進、いじめの予防
や早期発見を図るための児童生徒への「心の教育」や教職員研修、
家庭・地域と連携して子どもを守る取組やＳＮＳ等の正しい利用
の啓発など、いじめ防止対策の充実を図る。 

不登校への支援 

家庭、学校と連携しながら、不登校児童生徒自立支援教室の運営
や支援員によるアウトリーチなどを通して社会的自立に向けた支
援に努める。 

また、学校においては児童生徒が悩みなどを気軽に話すことがで
きる環境づくりや教室に入ることが難しい児童生徒に対して、別
室を開室するなど学びの場を確保することに取り組んでおり、今
後さらなる充実に努める。 

ＳＳＷ（スクールソーシ
ャルワーカー）等による
支援 

ＳＳＷ等と連携し、学校が地域に開かれたプラットホームとなる
よう地域・関係機関との多様な連携強化に努め、子どもへの支援
を充実させる。 

自己評価等を通じた運
営改善 

地域特性をいかした特色ある学校運営の推進のため、自己評価や
学校関係者評価を実施する。 

幼稚園、保育所、認定こ
ども園と小学校等との
円滑な接続の推進【再
掲】 

幼稚園、保育所、認定こども園と小学校等との円滑な接続を推進
する観点から、連携・接続の意識啓発、園児と小学校児童との交
流活動や接続を意識したカリキュラムの作成などに努める。 

 

  

具体的施策                 内容 
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② 教育・保育の施設整備 

子どもが安心して生活できる子育ち環境を整えるために必要な整備を計画的に進め

るとともに、地域と協力し、子どもが安心して放課後等を過ごすことのできる居場所

づくりを進めます。 

  

施設、設備の整備・充実 
【再掲】【国指定事業】 

幼稚園、保育所、認定こども園、学校等について、子どもが昼間
の時間や放課後を安全に、安心して過ごす生活の場所という認識
に立って施設整備を計画的に進める。 

安全管理のための取組
【再掲】 

子どもが安心して過ごすことができるよう、通園・通学の際の安
全確保や施設への不審者の侵入防止等、引き続き安全対策に努め
る。 

施設の開放と有効活用
及び放課後等の居場所
づくり 

子どもをはじめ、広く市民が利用できるよう、適切な安全管理の
もとに施設を開放する。また、地域の様々な市民等が協力し、放
課後子ども教室などを含めた休日や放課後等の居場所づくりを進
められるように努める。 

 

③ 学童期・思春期における保健対策の充実 

大人になる過渡期にある子どもの健やかな成長を支援するため、保健師などと小・

中学校の養護教諭の連携強化をはじめ、食育や性教育の推進、喫煙・飲酒対策、薬物

対策など、子どもへの健康被害をなくすことができるよう、学童期や思春期における

保健対策の充実を図ります。 

  

就学前対応と小・中学
校の連携 

保健師等と小・中学校の養護教諭との日常的な連携体制を確立し、
学校保健の充実に努める。 

食育の推進 

子どもの豊かな人間性をはぐくみながら、健康の増進を図るため、
栄養のバランスを考え規則正しく食べることの大切さについての
意識を高める教育とともに、調理などの生活体験や農業体験など
を通じた食に関する様々な学びの場を提供する。 

性教育の推進 

子どもの発達段階に合わせて、身体の成長や変化、性に関する基
本的な知識理解についての指導を進めるとともに、家庭・保護者
への性教育についての啓発に努める。 
また、性教育を通じて、自他の体や意思を大切に考える自己尊重
や他者尊重についての理解を深める。 

喫煙・飲酒対策 
タバコやアルコールの害についての啓発及び指導を進める。また、
家庭や地域においても、タバコやアルコールの害についての啓発
を図り、子どもを家庭や地域で守っていく環境づくりを進める。 

薬物対策 

覚醒剤や薬物乱用の害について、関係団体と協力しながら啓発を
行う。また、家庭や地域においても、覚醒剤や薬物乱用の害につ
いての啓発を図り、子どもを家庭や地域で守っていく環境づくり
を進める。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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施策の方向性：（４）子育てや教育の経済的負担への支援の充実 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、現在行っている施策をより一層充実させ

るとともに、新たな支援の方策を検討します。 

 

① 子育て家庭の負担軽減の促進 

子育て家庭の経済的な負担を軽減することができるよう、各種施策の充実に努めま

す。また、国の動向を見据えつつ、制度などの変更があった場合は、迅速な対応に努

めます。 

  

子育て家庭の医療費負
担の軽減 

子育て支援医療費支給について、対象者の健康保持と経済的軽減
を図り、安心して医療が受けられる制度運営に努めるとともに、
制度拡充に向けて検討する。また、子育て世帯が等しく制度を享
受できるように、子どもの医療費無料化制度の創設を国に対して
要望する。 

施設利用料の軽減 子ども連れの公共施設利用者について利用料の軽減を検討する。 

各種制度活用に向けた
情報提供 

各種制度の活用に向けて、対象者への情報提供を行う。 

保育料負担の軽減 
各家庭の収入状況などに応じ、引き続き保育料負担の軽減に向け
た取組を進める。 

教育費負担の軽減 
各家庭の収入状況などに応じ、就学援助などによる教育費負担の
軽減に向けた取組を進める。 

 

② 住宅等の居住環境の整備 

子育て世帯にとって子育てしやすい居住環境を確保できるよう支援を行います。 

  

子育て世帯の居住環境
確保の支援 

子育て世帯が住みやすい居住環境を確保・維持するための支援を
実施する。 

市営住宅の優先入居枠
の設定 

市営住宅における子育て世帯を対象とした優先入居枠を設定し、
居住環境の確保を図る。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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施策の方向性：（５）仕事と子育てを両立できる環境づくりの推進 

本市の女性の各年齢における就業率はそれぞれ上がってきているものの、出産・子

育てを終えた後の就業率が、出産・子育て前に比べて低くなっており、職場復帰して

いない、もしくはできていない状況がみられます。 

こうしたなか、子どもを出産後も働き続けたいと考えている女性が、仕事と子育て

を両立して働き続けられるよう、多様で柔軟な保育サービスの提供や総合的な放課後

児童対策による基盤整備を図ります。 

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）については、近年の積極的

な取組により、広がってきておりますが、今後も社会全体の運動としてさらに広げて

いく必要があります。 

啓発以外にも働き方の見直しに向けた様々な取組を推進するとともに、子育て家庭

への就労支援や、男女がともに協力して家庭内での役割を担っていくことができるよ

う、固定的な性別役割分担意識の解消に努めます。 
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① 多様な保育サービスの提供 

仕事と子育ての両立が可能となるよう、保育サービスのニーズに伴い、低年齢児保

育、延長保育や休日保育、一時預かり、病児・病後児保育などのサービス基盤の確保

を進めるとともに、適切なサービス提供に努めます。 

  

低年齢児保育の充実
【国指定事業】 

共働き家庭の増加等に伴う保育所等への入所希望の増大に対応し
ていくため、現在行っている低年齢児保育の定数拡大に向けた取
組を進めるとともに、家庭的保育等、身近なサービスの充実に努
める。 

延長保育事業の充実
【国指定事業】 

保護者の就労形態の多様化による保育ニーズに対応するため、保
育所等の開設時間延長等を図る等、夜間の保育サービスを充実さ
せる。 

休日保育事業の実施 
保護者の就労形態の多様化による日曜・祝日の保育ニーズに対応
するため、休日保育の実施について検討する。 

障害児保育事業の充実 
障害のある児童等の保育と福祉の増進を図るため、保護者の就労
状況等に応じた保育の環境整備を行うとともに、保育所入所の弾
力的な対応について検討する。 

一時預かり事業の充実 

【国指定事業】 

緊急時や短期間の就労などの理由によって一時的に保育が必要な
保護者のニーズに対応するため、保育所等における一時預かり事
業の拡大に努める。 

病児・病後児保育事業
の推進【国指定事業】 

家庭での保育が困難な病中や病気回復期の乳幼児や小学生を預か
る乳幼児健康支援一時預かり事業を継続して実施するとともに、
保育所等に通う子どもの急な発熱等に対応するため、保育所等に
おける病児保育（体調不良児対応型）の取組を進める。 

子育て短期支援事業
（ショートステイ）の充
実【国指定事業】 

宿泊を伴う預かり等のニーズに対応するため、ショートステイ事
業を実施する。 

ファミリー・サポート・
センター事業の充実【国
指定事業】 

子育て等のお手伝いをしたい人（援助会員）と子育て等の手助け
をしてほしい人（依頼会員）で構成されるファミリー・サポート・
センターにおいて、依頼会員の希望に沿った利用ができるような
体制づくりを図るとともに、宿泊を伴う預かりや産前産後期の家
事援助活動等の充実に努める。 

幼稚園等預かり保育事
業の実施【国指定事業】 

幼稚園にて実施している幼稚園預かり保育事業の充実に努める。 

乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制
度）の推進【国指定事
業】 

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにか
かわらない形での支援を強化することを目的に、月一定時間まで
の利用可能枠の中で、保護者等の就労要件を問わず時間単位等で
柔軟に保育施設等が利用できる事業の取組を進める。 

 

 

  

具体的施策                 内容 
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② 柔軟な保育施設の運営 

待機児童の解消に向け、認定こども園の設置、施設整備や利用定員の見直し、保育

要件の弾力化の検討、多様な形態による施設運営の検討などの対応を図ります。また、

保育施設評価などを通じて、保育水準の向上を図ります。 

  

保育要件の弾力化の検討 
保育所等の入所要件については、子ども・子育て支援法施行規則
に示す保育を必要とする事由を基本にしながら、多様なニーズに
柔軟に対応できるよう弾力的対応を検討する。 

効率的な保育施設運営
の推進 

民間活力の活用について研究・検討し、効率的な施設運営を進める。 

多様な形態による保育
施設の運営の検討 

認定こども園等の多様な形態による保育施設の運営について検討
する。 

施設の整備 施設の老朽化対策等必要な施設整備を計画的に進める。 

保育施設評価の実施 
保育水準の向上を目指す自己評価と第三者評価への取組を進め
る。 

 

③ 総合的な放課後児童対策 

育成学級に対するニーズは増加傾向にあり、こうしたニーズに対応したサービス提供が

できるよう、条例及び放課後児童クラブ運営指針などを基本にしつつ、実施クラス数の増

加をはじめ、施設の整備や社会福祉法人などの参画を図ります。さらに、複雑化・多様化

する様々なニーズに対応できるよう、指導員の資質向上など育成学級の内容充実を図りま

す。また、より一層教育・福祉の連携のもと、総合的な放課後児童対策のあり方について

検討を進めます。 

  

育成学級の充実 
【国指定事業】 

入級児童数に応じて、余裕教室の活用や専用施設の整備等に努めます。
また、内容の充実・向上を図るため、第三者評価などの客観的な評価
手法についての検討を行う。 

指導員の資質向上 
【国指定事業】 

個々の児童の個性や状況に応じた適切な指導ができるように、研修等
を充実し、指導員の資質の維持向上を図る。 

学校現場と育成学級と
の連携【国指定事業】 

保護者や児童が安心して育成学級を利用できるよう、学校現場と育成
学級がともに意見や情報を交換するなどの連携を図る。 

就学前教育・保育施設
等との連携 
【国指定事業】 

就学前教育・保育において配慮を必要としていた児童への対応など、
育成学級入級後も個々の児童に応じた指導が継続してできるよう、就
学前教育・保育施設等との連携を図る。 

多様な形態によるサー
ビス提供の検討 

社会福祉法人・ＮＰＯ法人等の参画により、多様な形態による事業の
あり方を検討する。 

放課後の安全・安心な
居場所づくりの推進 

教育・福祉のより一層の連携のもと、学校と育成学級や放課後子ども
教室とが連携及び調整を図りながら、放課後児童対策の内容の充実と、
児童の安全・安心な居場所づくりを推進する。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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④ ワーク・ライフ・バランスの実現への取組の推進 

子どもを出産後も働き続けたいと考えている人などが継続して働くことができるよ

う、妊娠、出産、子育て中の就業者への配慮やライフスタイルに応じた多様な働き方

の確保について、企業等への啓発に努めます。また、関連制度の普及啓発や、一般事

業主行動計画（従業員 101人以上の企業・事業所における子育て支援のための計画）

の実施促進や特定事業主行動計画（市の職員に対する就労と子育てを両立できる就労

環境づくりの計画）の推進にも努めます。 

  

雇用者・企業への啓発と
情報提供 

雇用者や就業者が子どもを産み育てることの社会的役割について
の理解を深め、妊娠、出産、子育て中の就業者に対して配慮でき
るよう、育児休暇の取得率やワーク・ライフ・バランスの実現な
ど妊娠期や子育て期の従業員への制度や支援について、市内の企
業等を対象として、情報提供や啓発活動を行う。 

働き方の見直しに向け
た取組 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、施策を検討する上で
の企業等の取組や多様な働き方のモデルの情報収集や、市民の実
態等の把握に努める。 

ワーク・ライフ・バラン
スの啓発 

男性の子育てへの関わりの促進や多様な働き方など、市民意識の
醸成を図るためのセミナーの開催や啓発活動を行う。 

育児休業制度等の普
及・啓発 

男女にかかわらず、子育て等をしながら働き続けられるように、
育児休業や介護や看護のための休暇等の制度の普及、啓発活動を
行う。 

一般事業主行動計画の
実施促進 

ワーク・ライフ・バランスが実現できる就労環境づくり促進のた
め、従業員 101人以上の企業・事業所において子育て支援のため
の行動計画「一般事業主行動計画」を推進できるよう支援に努め
る。 

特定事業主行動計画の
進行管理 

本市の職員について、就労と子育てを両立できる就労環境づくり
を進めるための行動計画である「特定事業主行動計画」の確実な
進行管理を行う。 

商工会議所、ハローワー
ク等との連携 

商工会議所やハローワーク等との連携を図りながら、雇用者に対
して、少子・高齢社会、子育て家庭の現状等の啓発に努める。 

また、ハローワーク等に託児所を設けるなど、保護者が就業活動
を行いやすい環境整備についても要望を行う。 

  

具体的施策                 内容 
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⑤ 子育て家庭への就労支援の促進 

子育て中や子育てが終わってから働きたいと考える人にとって、働きやすい環境と

なるよう、事業所内保育施設などの整備促進をはじめ、就業・再就職に向けた支援に

努めます。 

  

事業所内保育施設整備
の促進 

働きやすい環境づくりのために事業所内保育施設等の自主的整備
を促進する。 

就業・再就職に向けた支
援 

就業、再就職や起業を希望する人に対して、セミナーの開催や情
報提供等を行う。 

技能取得などへの支援 
就業あるいは再就職をするために技能取得を考えている人に対し
て、取得に向けた情報提供等を行う。 

 

⑥ 固定的な性別役割分担意識の解消の推進 

固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、男女がともに協力して、家庭内

での役割を担っていくことができるよう、男女共同参画の啓発などに努めます。 

  

男女共同参画の啓発 
男女共同参画社会の形成に向けて、男女の固定的な性別役割分担
意識を解消し、ともに子育てを担い、喜びを分かち合うことがで
きるよう、様々な機会において啓発に努める。 

家庭における相互協力
と役割の啓発 

幼い頃から子どもが、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、
家族の一員として、家庭内での役割を果たしていけるよう、啓発
に努める。 

 
  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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基本目標３ 配慮を要する家庭へのきめ細やかな取組の推進 

施策の方向性：（１）児童虐待、ヤングケアラー等への対応の充実 

児童虐待は、子どもへの身体的な影響だけでなく、こころの発達や人格の形成に深

刻な影響を与えます。虐待された子どもは、保護者から十分な愛情を感じることがで

きずに成長することになり、その結果、保護者と子どもの信頼関係を築けないばかり

か、脳の発達や人格形成に大きな影響を及ぼし、社会的自立に困難をともなう場合が

あることが指摘されています。子どもを虐待から守り、子どもが安心して生活できる

よう、地域や関係機関等が連携して未然防止をはじめ、早期発見・早期対応に取り組

みます。 

また、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話を日常的に行うヤングケ

アラーについては、通常、子どもが享受するべき遊びや学びの時間が少なくなり、子

ども自身の成長に影響が及ぶ場合もあります。 

子どもが安心して生活し、健やかに成長していけるよう、地域や関係機関等が連携

して児童虐待等の未然防止をはじめ、早期発見・早期対応できるよう取り組みます。 

 

① 児童虐待防止等のための体制の強化 

子どもを虐待等から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域や関係機関等と

ともに体制の強化を図ります。 

  

児童虐待防止等のため
の相談等 

児童虐待防止やヤングケアラーへの支援等のために、福祉・保健・
教育等で幅広く誰もが相談できる体制を充実させる。 

児童虐待防止等のため
のネットワークの強化 

児童虐待の予防や早期発見、情報交換のための関係機関との連携
を目的とした「宇治市要保護児童対策地域協議会」の活動を充実
させる。 

児童相談所等との連携
強化 

専門的な知識や技術が必要とされる重篤な事例などに対応するた
め、児童相談所をはじめとした関係機関との連携を強化する。 

妊娠期からの相談体制
の充実 

妊娠期から、自分の気持ちや困っていることが話せたり、相談で
きる場として、パパママ教室などを活用し、相談できる体制を強
化する。 

里親制度の普及 
保護を要する子どもについて、里親制度への市民の理解を深める
ため、京都府や児童相談所と連携し、同制度の周知を図る。 

子育て世帯訪問等によ
る支援の充実【国指定
事業】 

様々な理由により児童の養育について支援が必要となっている家
庭等を訪問し、家事・育児支援や生活環境を整えることを通して
課題解消につなげる取組を実施する。 

 

  

具体的施策                 内容 
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② 児童虐待防止のための啓発の強化 

児童虐待の未然防止、早期発見のために市民や関係機関等への周知・啓発を図ります。 

  

早期発見のための市民
や地域団体への啓発 

児童虐待の未然防止、早期発見のために市民や医療機関、団体、
地域等に対して、児童相談所全国共通ダイヤル「189」による情報
提供等を呼びかける啓発を行う。 

関係機関への対応方法
の周知 

児童虐待対応方法についての研修会やマニュアルの作成、配布な
どを通じて、対応方法の周知を図る。 

 

施策の方向性：（２）障害等、社会的擁護が必要な子どもや家庭への支援 

障害のある児童等の健全な発達を支援し、豊かな地域生活を送ることができるよう、

障害者差別解消法の趣旨をふまえるとともに、「宇治市障害者福祉基本計画」や「宇治

市障害福祉計画・障害児福祉計画」などと連携しながら、障害のある児童等及びその

家族のライフステージに対応する一貫した支援の推進を図ります。 

 

① 障害のある児童等への支援の促進 

早期療育ネットワークによる発達上支援が必要なケースの早期発見・療育を進める

とともに、医療体制や特別支援教育の充実など、障害のある児童等の生活面における

様々な支援に取り組みます。 

  

障害児通所支援等の提供 
児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相
談支援など、児童福祉法に基づく必要なサービスを提供する。 

早期療育ネットワークの
推進 

発達上支援が必要なケースの早期発見と適切な療育を進めるために、
早期療育ネットワーク会議を開催し、関係機関との連携を図る。 

療育事業の充実 
発達に応じた適切な療育に努めるため、市内における療育事業を充実
するとともに、療育施設の充実等に向けて京都府に要望を行う。また、
学校外における生活と遊びをつくるための自主活動への支援を行う。 

障害児医療の継続 
障害者歯科治療事業や重度心身障害児の医療費の本人負担分の支給を
行う事業を今後も継続実施することで、対象者の健康保持と経済的軽
減を図るとともに、安心して医療が受けられる制度運営に努める。 

  

具体的施策                 内容 
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補装具費給付事業の充実 
障害のある児童等を対象とした補装具・日常生活用具の給付の充実に
努める。 

特別支援教育の推進 
特別な支援が必要な子ども一人ひとりの発達や障害の状況等に応じて
教育的ニーズを把握し、特別な教育的支援の必要な子どもへの指導・
支援を推進する。 

施設、設備面での対応 
幼稚園、保育所、認定こども園、学校等において、障害等の状態や特
性に応じた施設や設備の検討・対応に努める。 

成長に応じた総合的な支
援 

障害のある児童等に対して、関係各課及び関係機関による連携を図り
ながら、成長に応じた支援を継続して総合的に提供できるよう努める。 

相談支援の充実 

子どもの発達上の悩みを身近な場所で気軽に相談できるよう、障害児
相談支援の普及を進めるとともに、幼稚園、保育所、認定こども園、
地域子育て支援拠点、学校等における相談体制の充実を図り、さらに
は民生児童委員、宇治市知的障害者相談員等の関係機関等との連携に
努める。 

 

② 障害のある児童等の保育・教育・放課後対策等の推進 

障害のある児童等の保育・教育内容や放課後対策を充実するとともに、障害の有無

にかかわらず、子どもがともにふれあい、交流し合うなかで、相互に学び合うことが

できるよう、交流活動の機会の充実に努めます。 

  

障害のある児童等の保
育内容の充実 

障害児保育担当員等と発達相談員等の専門家との連携の強化に努
めるとともに、職員の専門性を向上させるための研修等に取り組
み、保育内容の充実に努め、障害のある児童等の受け入れ体制の
充実を図る。 

交流活動の促進 
障害等の有無にかかわらず、学校や地域、育成学級などで子ども
同士が交流できる機会の充実に努める。 

障害のある児童等の放
課後対策の充実 

育成学級での障害のある児童等の受け入れ体制の充実を図るとと
もに、特別支援学校を含めた、放課後や休日に活動し、楽しめる
場所の確保を検討する。 

医療的ケア児の支援 
医療機関等の関係機関との連携により、教育・保育施設における医療
的ケア児の受入体制を確保する。 

 

  

具体的施策                 内容 
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基本目標４ 人と人とがつながる、子どもにやさしい地域づくりの推進 

施策の方向性：（１）地域とともに子育て風土を醸成する環境づくり 

地域コミュニティが希薄になりつつある現代において、地域社会における子どもを

育てる力の低下がみられ、その再生が求められています。そのためには、子どもや保

護者にとって身近な生活圏である地域が、日常的に子どもや保護者と接し、防犯や見

守り、保護者の相談や子どもの健全育成などにおいて重要な役割を担う必要がありま

す。 

こうした状況をふまえ、今後も地域で子育て家庭を支援し、子どもの育ちを支える

という意識を高めるとともに、地域における身近な交流の場の確保や、地域の市民団

体や関係機関との連携強化に努め、子育ての応援ができるあたたかい地域社会を築く

ことができるよう、地域で子どもを育てる力の向上を図ります。 

 

① 子ども・子育てにおける地域への啓発 

地域において子育てを応援することができるよう、身近な地域での声かけを働きか

けるとともに、地域ぐるみで子どもを育てる意識を高めます。 

  

身近な地域での声かけ
の促進 

地域ぐるみで子どもを育てる意識を高めるとともに、地域防犯を
進めるため、隣近所等において、日頃から挨拶などの声かけ運動
を行うよう地域の各種団体や各家庭に働きかける。 
また、地域活動や行事への参加等による地域交流を促進する。 

子育て家庭支援につい
ての講習 

関係機関同士の連携を深めるための講習会やセミナー等を開催し、
地域ぐるみで子どもを育てる意識の向上や、地域で子どもを育て
る力の向上を図る。 

 

② 民生児童委員活動の充実 

地域における福祉の担い手やリーダーとなる民生児童委員に対する研修等を行い、

活動の充実を図ります。 

  

民生児童委員の活動に
対する支援 

民生児童委員による相談や「子育てサロン」開催等の子育て支援
活動の充実のため、民生児童委員に対して研修機会や情報提供の
支援を行うとともに、民生児童委員の子育て支援活動の周知に努
める。 

 

  

具体的施策                 内容 
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③ 各種団体活動への支援 

地域ぐるみで子育て支援を進めていくため、地域活動の担い手である町内会・自治

会や青少年健全育成協議会など、各種団体への研修などを通じて支援に努めます。 

  

各種団体への研修など
の支援 

地域における町内会・自治会や子ども会、育友会・ＰＴＡ、青少
年健全育成協議会などの各種団体の活動支援に努める。 

 

④ 身近な施設の有効活用 

身近な地域の交流の場となるよう、公共施設や民間施設などを有効活用し、子ども

の遊び場や、地域交流の場などの確保に努めます。 

  

地域資源の活用による
遊び場などの確保 

子どもが身近な地域で安全に遊んだり、地域交流ができるように、
地域にある空き家や生涯学習関連施設、空き店舗等の有効活用を
進める。 

民間施設の有効活用 
子どもが遊ぶことのできる場として、空き店舗などの施設を活用
するための支援を各事業所や商工団体に行う。 

 

⑤ ファミリー・サポート・センターの充実 

ファミリー・サポート・センターの充実に向けて、今後もさらなる会員の拡充や会員

活動への支援、活動内容の多様化に努めます。 

  

会員拡充促進 
【国指定事業】 

活動内容や利用方法などの周知を図るとともに、子育てを援助す
る援助会員の資質の向上や会員数を増やす取組を充実させる。 

会員活動への支援 
【国指定事業】 

救急救命講習など、会員のための研修機会の充実を図る。また、
地域で子育て家庭を見守ることにつながるよう、子育て等のお手
伝いをしたい人（援助会員）の意識向上に努める。 

活動内容の多様化の促
進【国指定事業】 

ニーズについて十分な把握に努め、活動内容の改善や拡充ととも
に、アドバイスなどの活動支援に努める。 

 

⑥ 市民活動等による多様な子育て支援事業の推進 

子育てサークルや NPO 法人等による市民団体主体の子育て支援事業を支援すると

ともに、関係機関等との連携を図りながら地域における多様な子育て支援事業の推進

に努めます。 

  

子育てサークルやＮＰ
Ｏ法人等による子育て
支援事業の支援 

子育てサークルやＮＰＯ法人等の市民団体自らが主体となって、
積極的に子育て支援活動を行えるよう、交流事業などの事業委託
や活動支援を進め、広報・周知にも努める。 

地域での子育て支援活
動の充実 

地域や企業、大学等の民間組織と連携しながら地域特性を活かし
た新しい子育て支援の充実に努める。 

 

 

具体的施策                 内容 
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⑦ 地域ぐるみの次世代育成 

地域ぐるみで子どもを育てることができるよう、地域福祉の考え方や本計画の趣旨

を啓発し、理念と取組を広く市民に周知します。また、ボランティアなど、地域で子

どもを育てる人材の育成や活動支援にも努めます。 

  

地域福祉及び子ども・子
育て支援についての市
民啓発 

地域ぐるみで子どもを育てる風土づくりに努めるとともに、地域
福祉や子ども・子育て支援の推進について、その理念や取組など
を広く市民に周知するため、パンフレット配布や講座開催などに
よる啓発を進める。 

ボランティアの育成 
指導力を発揮できる活動リーダーや意欲をもって活動に参加する
市民など、地域に存在する人材の有効活用を図るために、子育て
支援ボランティアの育成に取り組む。 

地域で子どもを育てる
活動の促進 

隣近所の人々が協力し合い、地域ぐるみで子どもを育てる声かけ
や見守り等の活動を促進する。 

 

⑧ 地域活動における交流の促進 

子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、子ども同士の交流活動や世代間交流が

活発に行われるよう、活動を支援します。 

  

子どもの地域活動への
支援 

子ども同士が身近な地域で交流し、自ら考え行動することができ
るような地域の活動や行事を支援する。 

子ども同士の交流活動
の支援 

年齢や生活環境の異なる子どもが交流できるよう支援する。 

子どもと大人の世代間
交流活動の促進 

地域の各種事業へ地域が一体となって積極的に参加し、交流を深
めることができるよう、高齢者との交流機会の充実等、世代を超
えた交流活動を促進する。 

 

⑨ 生涯学習活動における交流の促進 

世代間交流が活発に行われるよう、生涯学習関連施設における交流事業を推進しま

す。 

  

生涯学習関連施設にお
ける交流事業の推進 

生涯学習関連施設における世代を超えた交流活動を推進する。 
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⑩ 子育てサークルの育成・支援 

子育て中の保護者同士が交流し、相談や情報提供を行うとともに、子育てへの不安

を軽減・解消できるよう、子育てサークルの育成・支援を行います。 

  

子育てサークルの育成・
支援 

子育て家庭の仲間づくりを促す子育てサークルについて、集会所
等地域の資源を活用した活動拠点の確保や周知など、サークル活
動の育成・支援を行う。 

 

⑪ 保護者と子どもの交流の場づくりの促進 

保護者と子どもが一緒に交流できるよう、地域子育て支援拠点での保護者と子ども

の集いや仲間づくりの機会の充実、園庭の開放など、気軽に集うことができる環境づ

くりに努めます。 

  

地域子育て支援拠点を中
心とした保護者と子ども
の集いなどの充実 

【国指定事業】 

地域子育て支援拠点を中心として、保護者と子どもの広場や育児教室
等を充実するとともに、地域が自主的に運営する子育てサークル等を
支援し、子育て家庭の保護者と子どもが気軽に集い、相互に交流を図
れる居場所を提供することで、地域の子育て支援機能の充実を図り、
子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。 

仲間づくりの機会の充
実と周知啓発 

子育てサークル等に属していない家庭でも気軽に参加し、仲間づ
くりの場となる事業を企画、実施することで、子育て家庭の孤立
化防止に努める。また、外国出身の人々も含め、より多くの家庭
が気軽に参加できるよう事業の広報周知に努める。 

園庭開放など幼稚園、
保育所、認定こども園に
よる支援事業 

安心して子どもを遊ばせることのできる場として、幼稚園、保育所、
認定こども園の園庭等の施設を開放し、家庭で子育てを行っている保
護者や子どもも気軽に遊びに来て交流できるように努める。 

 

⑫ 市民活動のネットワーク化の促進 

子育てに関する様々な市民活動がさらに活発化するよう、市民活動のネットワーク

化を図り、情報交換などを行うとともに、活動拠点の確保を図ります。 

  

市民活動のネットワー
ク化と組織の設立 

子育てに関する様々な市民活動のネットワーク化を図り、各活動
間の情報交換等、活動の活性化と充実に向けた取組を進める。 

身近な地域での活動拠
点の確保 

各団体の活動を進めるにあたって自由に利用できる、身近な地域
での活動拠点の確保に努める。 
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⑬ 地域子育て支援拠点の充実 

保護者と子どもの交流の場であり、まちの子育てにおける中核拠点となる地域子育

て支援拠点の充実を図り、保護者同士の交流や育児不安の軽減などにつなげます。 

  

地域子育て支援拠点の
整備【国指定事業】 

保護者と子どもの居場所づくりや情報発信など、地域の子育て支
援の中心となる地域子育て支援拠点は、10か所の整備が完了して
おり、今後も拠点のあり方について検討する。 

地域子育て支援拠点の
機能の充実 

【国指定事業】 

地域子育て支援基幹センターを中心として、各地域子育て支援拠
点が連携して子育て情報の発信、育児不安などについての相談指
導や子育てサークルへの支援、子育て支援事業などの充実を検討
する。 

子育て支援総合コーデ
ィネーターの配置 

子育てに関係する機関の連絡調整等を行う子育て支援総合コーデ
ィネーターを配置し、より総合的な子育て支援に対応する。 

地域子育て支援拠点と
関係機関との連携 

円滑な子育て支援施策の推進を図るために、地域子育て支援拠点
を中心とした関係機関との情報交換等の連携を強化する。 

子育て支援者への支援 
子育てに関する様々な活動をしている支援者に対して、講座の開
設等により情報の提供を図るとともに連携して活動ができるよう
ネットワークの構築等の支援を行う。 

 

施策の方向性：（２）まちじゅうで学び、遊び、交流できる「場」づくりの推進 

子どもにとって学びと遊びは、創造性や自主性を身につける貴重な体験です。また、

子どもが自らの可能性を広げるうえでは、子どものときから様々なことを経験するこ

とが望まれます。 

本市には、植物公園や黄檗公園、西宇治公園等の公園施設や、アクトパル宇治、太

陽が丘など、拠点となるレクリエーション施設のほか、地域と協力して管理している

公園施設が徒歩圏にあります。また、お茶と宇治のまち歴史公園や文化センター等、

歴史や文化活動の拠点となる施設など、様々な公共施設があります。 

日常的に子どもがのびのびと、安全に遊べる場を整備するとともに、多目的に遊べ

る新たな公園整備なども検討し、各種施設を活用した取組やイベントを実施し、子ど

もがそれらを通して遊び、学び、交流できる取組の推進を図ります。 
 

  

具体的施策                 内容 
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① 公園・緑地等の環境整備 

子どもをはじめ、保護者にとっても憩いの場となるよう、公園、遊園の充実をはじ

め、緑などの自然に接することができる、うるおいのある環境づくりに努めます。 

  

公園、遊園の充実 
子どもが安全に遊び、保護者も安心して見守ることができるとと
もに、世代間交流の場として、誰もが集える公園・遊園を整備す
る。 

自然に接する遊び場の
充実 

遊びながら自然に接することができるよう「自然環境を利用する」
など工夫した公園や緑地の整備に努める。 

緑化啓発の推進 
身近で花や緑に親しめる地域づくりのため、子どもの参加も視野
に入れた緑化啓発活動を推進する。 

 

② 保護者と子どもで遊べる場の確保 

子どもとその保護者が安心して、気軽に楽しく遊んだりすることができるよう、幼

稚園や保育所、認定こども園をはじめ、公共施設や民間施設などの既存施設を有効活

用し、身近でかつ、雨の日にも遊ぶことができるような場の確保に努めます。 

  

身近な遊べる場所の確
保 

保護者と子どもが身近な地域において、気軽に楽しく遊べる場を
確保する。 

雨の日に遊べる場所の
確保 

雨の日でも保護者と子どもが気軽に楽しく遊べる場を確保する。 

幼稚園、保育所、認定こ
ども園の有効活用 

保護者と子どもが楽しく遊べる場として、幼稚園、保育所、認定
こども園の有効活用に努める。 

民間施設の有効活用 
保護者と子どもが気軽に楽しく遊べる場として、空き家や空き店
舗等の民間施設の有効活用に努める。 

 

 

③ 自由に遊べる場の確保 

子どもが安心して、自由にのびのびと遊んだり、ふれあうことができるよう、遊び場

の整備をはじめ、児童施設の整備や施設の安全管理などに努めます。 

  

子どもが自由に遊べる
場の確保 

子どもの創造力を活かし、子どもならではの遊び方が自由にでき
る場所の整備を促進する。 

児童施設の整備 公園以外の場において、子どもの遊び場の確保と整備に努める。 

公共施設へのプレイコ
ーナー等設置 

公共施設において、子ども連れで訪れた際に利用できるプレイコ
ーナー等の整備を推進する。 

施設の安全管理 子どもが遊びに利用する施設・設備の安全を確保する。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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④ 体験と交流の学習機会の促進 

本市における重要文化的景観である宇治川周辺などの自然、歴史文化などの資源を

生かし、子どもが地域の自然や文化にふれながら、心豊かに育つことができるよう、

自然体験学習や環境学習、福祉ボランティア学習などを推進します。 

  

自然体験学習の推進 
重要文化的景観である宇治川周辺等、市内の豊かな自然に親しみ
学ぶことによって、人間と自然との関わりについての理解を深め
られる自然体験学習の機会を充実させる。 

環境学習の推進 

子ども環境学習会、各種イベントなどの体験学習会、ゴミに関す
る環境学習などの取組を通じて、地球温暖化やゴミ問題等の環境
問題に対する意識を高め、理解を促す環境学習の機会を充実させ
る。 

福祉ボランティア学習
の推進 

高齢者や障害者介護などの体験を通じて、福祉への理解を深める
福祉ボランティア活動等の体験学習の機会を充実させる。 

職場体験学習の推進 
子どもが商店、会社等の仕事を体験することによって、社会の仕
組み等の理解が深まるよう、企業等と連携を図りながら、職場体
験学習の機会を充実させる。 

指導者の発掘と育成 
子どもの体験学習や交流活動を指導できる経験豊かな指導者の発
掘と育成に努める。 

市内の資源を有効活用
した安全な遊び場・学習
の場の確保 

市内の空き家や生涯学習関連施設、空き店舗等の資源を活用し、
地域のボランティア等による、子どもが安心して遊んだり、学習
することのできる場の確保に努める。 

 

⑤ スポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動の促進 

子どもが心身ともに健やかに、たくましく成長することができるよう、スポーツ・レ

クリエーション機会や文化・芸術にふれる機会の充実をはじめ、伝統行事への参加を

促進します。 

  

スポーツ・レクリエーシ
ョン機会の充実 

子どもがそれぞれの年齢や体力に応じて楽しめるよう、スポーツ・
レクリエーションの交流機会を充実させる。 

文化・芸術にふれる機会
の充実 

子どもが、『源氏物語』最後の十帖「宇治十帖」の舞台である本市
の歴史文化をはじめ、様々な地域の文化・芸術に親しみ、理解を
深める機会を充実させる。 

伝統行事への参加 
本市の伝統行事への子どもの参加を促進することによって、本市
の伝統文化への理解を深める機会を充実させる。 

指導者の発掘と育成 
子どものスポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動を指導で
きる経験豊かな指導者の発掘と育成に努める。 

大会やイベントの開催 
子どもや大人が協力しながら運営できる、市民が主体となったス
ポーツ・レクリエーション大会、文化祭等の開催支援に努める。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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⑥ 生涯学習や図書館事業等の充実 

子どもが学校での学習だけでなく、生涯を通じて学ぶことを身につけられるよう、

青少年センターや図書館、生涯学習センターなどの地域の社会資源を活用した事業を

充実させ、学びの場の拡充を図ります。 

  

青少年センター事業の
充実 

子どもの身近な地域での生涯学習活動の場となるよう、青少年セ
ンター事業の充実に努める。 

図書館事業の充実 
子どもの自主的な学習活動や読書活動を支援し、子どもが読書に
親しむ機会を提供するため、ニーズに応じた総合的な図書館サー
ビスの充実に努める。 

生涯学習センター等の
事業の充実 

生涯学習活動の拠点としての機能や各種事業の充実に努める。 
子どもや大人の身近な地域での生涯学習活動の場となるよう、生
涯学習事業の充実に努める。 

 

⑦ 子どものまちづくりへの参加の促進 

これからのまちの将来を担う子どもの創造力や意見を本市のまちづくりに活かすこ

とができるよう、また本市のまちやまちづくりに関心をもってもらえるよう、ポスタ

ーや標語の募集など、子どもがまちづくりに参加できる機会を今後も拡充します。 

  

子どもが参加・企画する
取組への支援 

子どもが自分の住む宇治のまちのまちづくりを意識するきっかけ
になるよう、中高生が主体的に行うイベントづくりの支援や、ボ
ランティア体験の機会を提供する。 

ポスターや標語等の募
集 

子どもの意見やアイデアを活かしたポスターや標語等を募集する
ことにより、子どものまちづくりに対する意識の向上を図る。 

 

⑧ 学びや遊びの情報提供の充実 

子どもが関心のある体験活動や各行事などに参加し、興味・関心をもつことができ

るよう、学びや遊びなどに関する活動について、情報提供の充実を図ります。 

  

学びや遊びについての
情報提供 

子どもが積極的に参加しやすい活動の情報収集を行うとともに、
子どもの積極的な活動を支援するため、子どもが参加する学びや
遊びについての情報を提供する。 

生涯学習関連施設にお
ける事業の情報提供 

子どもが積極的に参加しやすい学習活動の研究・検討を行うとと
もに、生涯学習関連施設が行う、行事や活動状況についての広報
を充実させる。 

地域での活動や団体活
動の広報への支援 

公共施設内のスペースの活用等によって、各地域の行事や団体サ
ークルが行う広報活動を支援する。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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施策の方向性：（３）地域・関係機関とのネットワークの充実強化 

子どもや子育て世代が抱える悩みや課題は多様であり、解決のためには関係機関と

の連携が不可欠です。関係機関との情報共有や協働により、適切かつ迅速に対応でき

るよう、ネットワークの充実強化を図ります。 

 

① 地域・関係機関との支援体制づくりの推進 

地域・関係機関と子どもの貧困問題を共有するとともに、地域全体で気になる子ど

もや家庭を見守るネットワークづくりを進め、多様な支援を提供できる体制づくりを

進めます。 

  

関係機関職員等の研修
の充実と意識向上 

子どもの人権を守るために、子どもに関わる様々な関係機関の職
員に対する研修機会等を充実し、子どもの人権を考えた支援がで
きるよう、子どもの人権に関する意識の向上に努める。 

民間事業所や市民活動
などの情報収集と広報
への支援 

民間事業所や子育てサークル、民生児童委員協議会などが実施し
ている事業や活動などの情報を、積極的に広報していくよう努め
る。 

各種団体への研修など
の支援【再掲】 

地域における町内会・自治会活動や子ども会、育友会・ＰＴＡ、
青少年健全育成協議会などの各種団体の活動支援に努める。 

市民活動のネットワー
ク化と組織の設立【再
掲】 

子育てに関する様々な市民活動のネットワーク化を図り、各活動
の情報交換等、活動の充実に向けた取組を進める。 

子育て支援総合コーデ
ィネーターの配置【再
掲】 

子育てに関係する機関の連絡調整等を行う子育て支援総合コーデ
ィネーターを配置し、より総合的な子育て支援を行う。 

定期的な会議、情報交
換などによる連携 

地域の医療機関と市との連携を強化するため、会議や研修会を積
極的に設けるとともに、宇治市ひきこもり支援ネットワークを通
じて関係機関、家族会等の情報共有や必要な支援につなげる。 

ＳＳＷ（スクールソーシ
ャルワーカー）等による
支援【再掲】 

ＳＳＷ等と連携し、学校が地域に開かれたプラットホームとなる
よう地域・関係機関との多様な連携強化に努め、子どもへの支援
を充実させる。 

 

② 国・府等における各種施策との連携 

国・府等が定める各種施策と整合・連携を図ることにより、子育て支援策の充実を

図ります。 

  

国・府等の各種施策との
総合的・一体的な推進 

国・府等の各種施策・制度との連携を強化し、子育て支援を推進
する。 

国・府等の各種計画との
整合・連携 

本計画で定めた計画が実現できるよう、国・府等が定める各種計
画を把握し、整合・連携を図る。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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③ 調査研究・情報収集の実施 

子どもや保護者の生活状況についての調査研究や、各種情報を収集し、現状等を適

切に把握することで今後の計画・施策に反映するとともに、各種事業の充実に努めま

す。 

  

ニーズ調査の実施 
ニーズ調査を実施し、その結果を計画策定に反映させるとともに、
適宜計画の見直しを図る。 

情報収集の実施 各種情報を収集することで、適切に事業を実施する。 

 

  

具体的施策                 内容 
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基本目標５ 誰もが健やかに成長できる環境づくりの推進 

施策の方向性：（１）「生きる力」の育成と青少年の健全育成のための取組 

青少年や子どもが健全に育つための教育環境の整備と教育内容の充実、有害環境対

策などを行うとともに、地域ぐるみで子どもを育てる意識を高めることにより、青少

年の健全育成に取り組みます。 

 

① 青少年の健全育成の推進 

現在、スマートフォンや SNS などの普及により、有害な情報が身近にあることが社

会的な問題となっています。そのため、青少年や子どもの健全育成に対する啓発を行

うとともに、有害となる情報から青少年や子どもを守るための対応を図ります。また、

民間団体との連携も視野に入れながら、生涯学習などの機会をつくり、青少年が人間

性や社会性を育むための教育を推進します。 

  

家庭や地域への啓発 
青少年のいる家庭や地域に対して、社会的背景、青少年の意識や
行動などを的確に捉えて見守ることができるよう、啓発する。 

社会における教育 
青少年の人間性や社会性を育むため、世代を超えた交流や、地域
の行事など、様々な機会において、教育を行う。 

民間団体や地域等との
連携 

健全な青少年を育成するため、民間団体や地域等と連携して見守
り活動等に取り組む。 

  

② 有害環境対策 

子どもの成長において有害となる雑誌や本などの販売についての自主規制や、有害

広告などの防止に取り組み、子どもの成長を支える健全な地域づくりを進めます。 

  

有害図書などの販売に
ついての自主規制 

市内の書店、コンビニエンスストア等に対して有害図書を子ども
が立ち読みできない対策を講じるよう協力を要請する。 

有害広告等の防止 
有害なビラの配布防止や看板の設置防止につながるよう、地域で
の見守りを支援する。 

インターネット、ＳＮＳ
等の閲覧防止対策の啓
発 

インターネット、ＳＮＳ等を通じて子どもを狙う犯罪や有害環境
対策として、子どもに学校等で防犯に関する授業の開催や防犯指
導を行うとともに、フィルター機能などの防止策の啓発に努める。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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③ 子育て期の保護者への支援 

子育て期の保護者の生活習慣の改善や健康についての意識向上、保護者同士の交流

を通じた子育てに対する不安等の解消を図ることで、子どもが心身ともに健やかに成

長していくことができるよう支援していきます。 

  

健康教室等の参加促進
と内容の充実 

子育て期の保護者に対する健康教室や健康診査の参加促進を図
る。また、教室等への参加を機に、他の保護者とコミュニケーシ
ョンが図れるよう、内容等の充実を図る。 

生活習慣改善のための
指導 

子育て期の保護者の健康や生活リズム、運動習慣等の生活習慣に
ついて、乳幼児健診時等における指導や啓発に努める。 

食育の推進 
子育て期の保護者に対して、食を通じた家庭内のコミュニケーシ
ョンや健康についての意識の向上、適塩などの食生活改善を啓発
する。 

メンタルケアの充実 
子育てにおけるストレスや悩みの解消のため、各種事業を通じて
相談を行うとともに保護者同士の交流を支援し、こころのケアの
充実を図る。 

 

④ 次代を担う子どもへの啓発活動の推進 

今後、子どもが、結婚や家庭生活、子育てについての正しい意識や関心をもち、夢を

抱けるよう、パンフレットや体験活動などを通じた啓発活動を推進します。 

  

思春期、青年期への子育
て・家庭に関する啓発 

子どもが、結婚や家庭生活、子育てに関する正しい意識を醸成で
きるよう、講座を開催するとともに、各種パンフレットを配布す
るなど啓発活動を行う。 

思春期、青年期に子ども
にふれあう機会の充実 

子どもが、赤ちゃんとふれあう経験をすることにより、将来自分
が家庭をもって子どもを育てる夢を描き、その心構えができるよ
う、保育体験や赤ちゃんとの交流事業を推進する。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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⑤ 家庭の子育て・教育力の強化 

子育ての不安などの解消や、家庭で協力して子育てに取り組むことができるよう、

地域や関係団体とも連携しながら、子育て講座などの開催や保護者同士の交流活動を

促進するとともに、家庭の教育力の向上や、家庭教育に関する啓発、支援に取り組み

ます。 

  

家庭教育の啓発 

子育ての基本は家庭にあるとの認識を保護者がもち、家庭内での
子どもの役割分担やしつけ等がおろそかにならないよう、また、
乳幼児期における適切なスマートフォンの使用など、家庭教育の
啓発に努める。 

家庭での教育力を高め
る支援 

子どもの育ちに合わせた家庭教育のための講座などを開催すると
ともに、子どもが家庭で話しやすい環境づくりを行えるよう、子
どもを通じて家庭に働きかける。 

子育て講座などの開催 

子育てについての講座やセミナーなどを開催し、子育ての不安な
どの解消を図るとともに、家庭においてどのような子育てを目指
すのかをイメージしながら、両親、祖父母などが協力して子育て
ができるように支援する。 

保護者同士の交流活動
への参加促進と環境づ
くり 

地域子育て支援拠点や子育てサークル支援の充実により、保護者
同士の交流活動を促進し、交流を通じてともに育ち合える子育て
環境づくりを支援する。 

 

⑥ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の根絶と対応 

子どもの成長にとって、よりよい家庭環境がつくられるよう、ＤＶに関する市民啓

発をはじめ、ＤＶに対する相談支援を充実するなど、解決に向けた取組を推進します。 

  

ＤＶの根絶 ＤＶの根絶に向けた取組を進める。 

相談窓口の充実 

ＤＶ被害に関する相談について、「女性のための相談」「男性のた
めの相談」等により迅速・的確に対応するとともに、相談から被
害者保護等に関わる関係機関の連携を進める。また、相談窓口に
ついて、広報誌やホームページ、リーフレット、公共施設・民間
施設への相談カード設置等により周知を図る。 

ＤＶについての市民へ
の啓発 

ＤＶの根絶に向けてセミナーや街頭啓発などを行う。 

ＤＶについての教育の
充実 

子どものＤＶに対する理解向上のため、学校における人権教育な
どの教育・学習機会の充実を図る。 

 

⑦ 学習支援の充実 

生活保護・生活困窮世帯等に対する学習支援事業を推進し、学習環境が整わないな

どの問題を抱える子どもへの学習支援を行います。 

  

放課後学習の支援 
学習環境が整わない子どものために放課後に学習支援を行うこと
で学力の向上に努める。 

学習環境の充実 
問題を抱える子どもに対して学習方法のアドバイスや学習環境を
整備するなど環境の充実に努める。 

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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施策の方向性：（２）生活基盤を支えるための経済的負担軽減や就労対策 

生活保護や生活困窮世帯等に対する経済的負担の軽減や就労対策を行うことで、生

活基盤を支え、自立に向けた支援を行います。 

 

① 生活保護・生活困窮世帯等への就労支援体制の強化 

生活保護・生活困窮世帯等に対して、就労相談や技能取得などの支援を行います。 

  

就業・再就職に向けた支
援 

就業や再就職、起業を希望する人に対して、就労相談の実施、セ
ミナーの開催や情報提供等を行う。 

技能取得などへの支援 
就業あるいは再就職をするために技能取得を考えている人に対し
て、取得に向けた情報提供等を行う。 

商工会議所、ハローワー
ク等との連携 

商工会議所やハローワーク等との連携を図りながら、雇用者に対
して、少子・高齢社会、子育て家庭の現状等の啓発に努める。ま
た、ハローワーク等に託児所を設けるなど、保護者が就業活動を
行いやすい環境整備についても要望を行う。 

 

② 経済的負担軽減の取組の推進 

各種施策の実施により、経済的に困難な状況にある家庭への支援を行います。 

  

子育て家庭に対する手
当の充実への取組 

子育て家庭に対する各種手当制度の充実に向けて検討するととも
に、国や京都府へ子どもの貧困対策の観点もふまえて要望を行う。 

子育て家庭の医療費負
担の軽減【再掲】 

子育て支援医療費支給について、対象者の健康保持と経済的軽減
を図り、安心して医療が受けられる制度運営に努めるとともに、
制度拡充に向けて検討する。また、子育て世帯が等しく制度を享
受できるように、子どもの医療費無料化制度の創設を国に対して
要望する。 

施設利用料の軽減【再
掲】 

子ども連れの公共施設利用者や民間施設利用者について、利用料
の軽減等を検討する。 

各種制度活用に向けた
情報提供【再掲】 

各種制度の活用に向けて、対象者への情報提供を行う。 

保育料負担の軽減【再
掲】 

各家庭の収入状況などに応じ、引き続き保育料負担の軽減に向け
た取組を進める。 

教育費負担の軽減【再
掲】 

各家庭の収入状況などに応じ、就学援助などによる教育費負担の
軽減に向けた取組を進める。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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③ 生活困難や生活課題の解決に向けた支援 

生活保護・生活困窮者世帯等が抱える様々な課題を早期に発見し、解決に向けた支

援を行います。 

  

生活課題の早期発見・
対応 

生活保護・生活困窮者世帯等が抱える課題を早期に発見し対応を
検討する。 

家計に対する支援 
家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困
窮者及び生活保護受給者に対し、支援を行う。 

問題事象の早期発見・
対応 

家庭・地域・関係機関等と連携を図り、いじめや深刻な悩み等、
子どもがひとりで抱え込む問題をいち早く発見し、迅速に対応す
る。 

 

施策の方向性：（３）ひとり親家庭等への支援 

ひとり親家庭等に対して、相談体制の充実、就労・経済的支援など様々な支援を行

います。 

 

① ひとり親家庭等への相談等の充実 

ひとり親家庭等からの、生活、就労、教育等、様々な問題に対して必要な情報提供や

相談・支援を充実します。 

  

相談窓口の充実 
経済的困難を抱える家庭の様々な課題について、総合的に相談で
きる体制を維持するとともに、より相談しやすい窓口のあり方に
ついても検討を進める。 

問題事象の早期発見・
対応【再掲】 

家庭・地域・関係機関等と連携を図り、いじめや深刻な悩み等、
子どもがひとりで抱え込む問題をいち早く発見し、迅速に対応す
る。 

ひとり親家庭等の自立
に向けた相談等の充実 

ひとり親家庭等が抱える就労や生活に関する悩みについての相談
体制を充実するとともに、相談しやすい環境づくりに努め、自立
支援の充実を図る。 

職員や教員の相談対応
力の向上 

子どもの相談を受ける職員や教員が、より適切に対応できるよう、
日頃からの研修や臨床心理士等専門的人材との連携によって資質
や専門性の向上に努める。 

ひとり親家庭等向けの
制度等の周知・啓発 

国や京都府、本市におけるひとり親家庭等向けの各種制度等につ
いて、確実な周知・啓発に努める。 

 

  

具体的施策                 内容 

具体的施策                 内容 
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② ひとり親等への就労・経済的支援の充実 

ひとり親家庭等に対して、ハローワーク等と連携し、就労支援を行うとともに、様々

な経済的支援の充実を図ります。 

  

就業・再就職に向けた支
援【再掲】 

就業、再就職や起業を希望する人に対して、就労相談の実施、セ
ミナーの開催や情報提供等を行う。 

技能取得などへの支援
【再掲】 

就業あるいは再就職をするために技能取得を考えている人に対し
て、取得に向けた情報提供等を行う。 

商工会議所、ハローワー
ク等との連携【再掲】 

商工会議所やハローワーク等との連携を図りながら、雇用者に対
して、少子・高齢社会、子育て家庭の現状等の啓発に努める。ま
た、ハローワーク等に託児所を設けるなど、保護者が就業活動を
行いやすい環境整備についても要望を行う。 

ひとり親家庭等の医療
費負担の軽減 

ひとり親家庭等を対象とした医療費支給事業については、今後も
継続実施することで、安心して医療が受けられる制度運営に努め
る。 

ひとり親家庭等の自立
に向けた経済的支援 

ひとり親家庭等が自立できるよう、児童扶養手当の支給や、生活
資金の貸付、就職に有利な資格の取得を支援する給付金の支給を
実施する。 

 

  

具体的施策                 内容 
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第 章   教育・保育等の「量の見込み」と「確保方策」 

 

 

１ 教育・保育等の「量の見込み」と「確保方策」について 

子ども・子育て支援法に定める市町村子ども・子育て支援事業計画は、就学前児童

に係る教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業について、どれだけニーズがあ

るのかという「量の見込み」（需要）と、それらのニーズに対し、いつ、どのように事

業を確保していくかという「確保方策」（供給）を計画の目標として定める必要があり

ます。 

 

（１）「量の見込み」の算出について 

国が示す算出の基本的な考え方を参考にし、ニーズ調査結果や実績に応じた傾向な

どから算出しています。    

 

【国が示す算出の基本的な考え方】 

              

×              ＝     

                 

 

（２）「確保方策」について 

「量の見込み」に対応した目標と今後の方向性を記載しています。 

 

 

  

児童 

推計 

ニーズ調査結果 

に基づく指標 

 

量の見込み 

（需要） 
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２ 提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、市町村は、地理的条件、人口、交通

事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するため

の施設の整備状況その他の条件を総合的に勘案して、「量の見込み」や「確保方策」を

算出する区域の単位として「教育・保育等の提供区域」を設定する必要があるとして

います。 

本市では、総合計画等の各種計画において、市域を区域割していないことや、教育・

保育事業においては、現在の幼稚園や保育所等の利用実態として、小学校区や中学校

区内を超えて広域的に利用されている状況であることなどから、「教育・保育等の提供

区域」はすべての事業において、市域全体を一つの区域として設定します。 
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３ 国が示す計画の対象事業 

国が示す「市町村子ども・子育て支援事業計画」の対象事業は、以下の 22 事業で

す。令和４年の児童福祉法等の一部改正を踏まえて、宇治市子どもまんなかプランで

は、新たに６事業が追加されています。 

なお、「量の見込み」と「確保方策」については、数値等の算出が必要とされている

ものと算出不要のものとがあります。 

区分 対象事業 
「量の見込み」と 

「確保方策」の算出 

教育・保育事業 
（１） 幼稚園・保育所・ 

認定こども園・地域型保育 

国が示す基本的な 

考え方を参考に算出 

地域子ども・子育て 

支援事業 

（１） 時間外保育事業（延長保育） 

（２） 幼稚園・認定こども園預かり保育 

（３） 保育所等一時預かり 

（４） 病児・病後児保育事業 

（５） ファミリー・サポート・ 
センター 

（６） 育成学級（放課後児童クラブ） 

（７） 子育て短期支援事業 
（ショートステイなど）  

（８） 地域子育て支援拠点事業 

（９） 利用者支援事業 

（10） 乳児家庭訪問事業 

（11） 養育支援訪問事業 

（12） 妊産婦健康診査 

（13） 子育て世帯訪問支援事業【新規】 

（14） 児童育成支援拠点事業【新規】 

（15） 親子関係形成支援事業【新規】 

（16） 妊婦等包括相談支援事業【新規】 

（17） 乳児等通園支援事業【新規】 

（18） 産後ケア事業【新規】 

（19）  子どもを守る地域 
ネットワーク機能強化事業 

算出不要 

（20） 実費徴収に係る補足給付を 
行う事業 

（21） 多様な主体が本制度に参入 
することを促進するための 
事業 
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４ 教育・保育事業 

（１）幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育 

【 事業概要 】 

幼稚園は保護者の就労等にかかわらず、3～5 歳児を対象に、幼児教育を提供する施

設です。 

保育所は、保護者の就労等により保育が必要な場合に、0～5歳児を預かり、保育を

提供する施設です。 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。 

地域型保育は、定員 20人未満の小さな規模で 0～2 歳児を預かる事業で、「家庭的

保育」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」があります。 

 

 

① 満３歳以上の教育（１号認定） 

満３歳以上の子どもで、教育を希望する場合（主に幼稚園・認定こども園で対応） 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用希望者数 1,776 人 1,680 人 1,560 人 1,453 人 1,345 人 

 
 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量 の 見 込 み 1,253 人 1,175 人 1,086 人 1,009 人 950人 

確 保 方 策 3,386 人 3,386 人 3,386 人 3,386 人 3,386 人 

過 不 足 

（確保方策－量の見込み） 
2,133 人 2,211 人 2,300 人 2,377 人 2,436 人 

 

【 今後の方向性 】 

計画期間中の「量の見込み」について対応可能です。なお、保育所から認定こども

園への移行等については、教育・保育施設等の利用状況及び保護者の利用希望、事業

者の意向もふまえて検討します。 
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② 満３歳以上の保育（２号認定） 

満３歳以上の子どもで、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望す

る場合（主に保育所・認定こども園で対応） 

 

  

【 現状 】  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用希望者数 2,307 人 2,288 人 2,254 人 2,240 人 2,232 人 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量 の 見 込 み 2,193 人 2,181 人 2,174 人 2,164 人 2,154 人 

確 保 方 策 2,450 人 2,450 人 2,450 人 2,450 人 2,450 人 

過 不 足 

（確保方策－量の見込み） 
257人 269人 276人 286人 296人 

 

【 今後の方向性 】 

市全域では計画期間中の「量の見込み」について対応可能な「確保方策」となって

いますが、保育ニーズの地域偏在や年齢偏在に対応するために、受入可能な施設の積

極的な周知を図ります。また、幼児と乳児の定員の調整を図ることの検討や幼稚園の

預かり保育の利用状況をふまえながら、定員等のあり方について検討します。 

なお、幼稚園から認定こども園への移行等については、教育・保育施設等の利用状

況及び保護者の利用希望、事業者の意向もふまえて検討します。 
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③ 満３歳未満の保育（３号認定） 

満３歳未満の子どもで、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望す

る場合（主に保育所・認定こども園・地域型保育で対応） 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用希望者数 1,765 人 1,730 人 1,780 人 1,771 人 1,784 人 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量 の 見 込 み 1,759 人 1,752 人 1,740 人 1,731 人 1,725 人 

確

保

方

策 

教 育 ・ 保 育 施 設 1,721 人 1,721 人 1,721 人 1,721 人 1,721 人 

地 域 型 保 育 97 人 97 人 97 人 97 人 97 人 

合 計 1,818 人 1,818 人 1,818 人 1,818 人 1,818 人 

過 不 足 

（確保方策－量の見込み） 
59 人 66 人 78 人 87 人 93 人 

 

【 今後の方向性 】 

市全域では計画期間中の「量の見込み」について対応可能な「確保方策」となって

いますが、保育ニーズの地域偏在や年齢偏在に対応するために、受入可能な施設の積

極的な周知を図ります。また、幼児と乳児の定員の調整を図ることや、定員等のあり

方について検討します。 

なお、幼稚園から認定こども園への移行等については、教育・保育施設等の利用状

況及び保護者の利用希望、事業者の意向もふまえて検討します。 
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５ 地域子ども・子育て支援事業 

（１）時間外保育事業（延長保育） 

【 事業概要 】  

保育認定を受けた子どもについて、保育所や認定こども園などで、保育標準時間（11

時間）を超えて保育を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 2,016 人 2,199 人 2,092 人 2,118 人 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令 11年度 

量の見込み（Ａ） 2,208 人 2,202 人 2,192 人 2,183 人 2,174 人 

確保方策（Ｂ） 2,500 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 

差引（Ｂ）-（Ａ） 292人 298人 308人 317人 326人 

 

 

【 今後の方向性 】 

現在、市内 20 の保育所・認定こども園で 11 時間を超えて延長保育を実施してお

り、受け入れ枠として 2,500 人あります。これまでの実績値や計画期間の「量の見込

み」を上回っていることから、既存施設での対応により、確保に努めます。 
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（２）幼稚園・認定こども園預かり保育 

【 事業概要 】 

幼稚園や認定こども園などで、教育課程にかかる教育時間の終了後などにおいて、

在園する園児を預かる事業です。 

 

 

 

【 現状 】 

 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 50,823人 48,884人 46,375人 44,275人 43,648人 

確保方策（Ｂ） 97,820人 97,820人 97,820人 97,820人 97,820人 

差引（Ｂ）-（Ａ） 46,997人 48,936人 51,445人 53,545人 54,172人 

 

 

【 今後の方向性 】 

計画期間中の「量の見込み」について、対応可能です。 

 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 -人 -人 -人 -人 



  92  

 

（３）保育所等一時預かり 

【 事業概要 】 

保護者が病気や育児疲れ解消などの理由で保育が必要な時に、主に昼間において、

保育所や認定こども園などで一時的に子どもを預かる事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間延べ利用日数 4,411 人日 3,186 人日 4,507 人日 4,386 人日 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 4,627 人日 4,613 人日 4,593 人日 4,574 人日 4,556 人日 

確保方策（Ｂ） 31,000人日 31,000人日 31,000人日 31,000人日 31,000人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 26,373人日 26,387人日 26,407人日 26,426人日 26,444人日 

 

 

【 今後の方向性 】 

現在、市内の 15 の保育所・認定こども園で一時預かりを実施しており、受け入れ

枠として 31,000人日あります。計画期間の「量の見込み」を上回っていることから、

既存施設での対応により確保に努めます。 
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（４）病児・病後児保育事業 

【 事業概要 】 

子どもが病気などの際に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、病

院や保育所等に付設された施設で、看護師等が一時的に保育する事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間延べ利用日数 1,525 人日 2,829 人日 3,133 人日 4,163 人日 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量
の
見
込
み

（
Ａ
） 

就学前児童 5,203 人日 5,162 人日 5,116 人日 5,074 人日 5,049 人日 

小学生児童 555人日 535人日 512人日 493人日 473人日 

合   計 5,758 人日 5,697 人日 5,628 人日 5,567 人日 5,522 人日 

確保方策（Ｂ） 6,560 人日 6,547 人日 6,529 人日 6,512 人日 6,496 人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 802人日 850人日 901人日 945人日 974人日 

 

 

【 今後の方向性 】 

計画期間の「量の見込み」が現状値を上回っているため、既存施設の対応件数の今

後の見込みや実施施設の拡充の可能性などについて検討しながら、実施施設の確保に

努めます。 
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（５）ファミリー・サポート・センター 

【 事業概要 】 

子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育てのお手伝いをしたい人（援助

会員）が会員として登録し、保育所などの送迎や預かりなどの相互援助活動を行う事

業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 1,456 人日 1,486 人日 1,302 人日 796人日 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量
の
見
込
み

（
Ａ
） 

就学前児童 511人日 490人日 470人日 452人日 435人日 

小学生児童 551人日 535人日 511人日 493人日 472人日 

合計 1,062 人日 1,025 人日 981人日 945人日 907人日 

確保方策（Ｂ） 1,062 人日 1,025 人日 981人日 945人日 907人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

 

【 今後の方向性 】 

計画期間中の「量の見込み」について、対応可能ですが、今後も、引き続き活動件

数の増加に向けて、会員数の増加や活動内容の充実を図りながら確保に努めます。 
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（６）育成学級（放課後児童クラブ） 

【 事業概要 】 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生児童に対して放課後に適切な遊びや

生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。 

 

【 現状 】 

 

 

 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 2,439 人 2,432 人 2,426 人 2,420 人 2,411 人 

確保方策（Ｂ） 2,480 人 2,480 人 2,480 人 2,480 人 2,480 人 

差引（Ｂ）-（Ａ） 41 人 48 人 54 人 60 人 69 人 

 

 

【 今後の方向性 】 

現在は、市の育成学級や民間事業者で実施していますが、計画期間の「量の見込み」

が現状値を上回っているものの、育成学級については必要な施設整備を行うとともに、

民間の放課後児童クラブでの受け入れ児童数の拡大を図り、確保に努めます。 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

登録児童数 2,505 人 2,349 人 2,407 人 2,394 人 2,444 人 
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（７）子育て短期支援事業（ショートステイなど） 

【 事業概要 】 

保護者の入院や出張、育児疲れなどの理由により、一時的に家庭での養育が困難に

なった場合に、児童養護施設などで一定期間養育を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間延べ利用日数 36 人日 51 人日 54 人日 86 人日 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 90 人日 90 人日 90 人日 90 人日 90 人日 

確保方策（Ｂ） 90 人日 90 人日 90 人日 90 人日 90 人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

 

【 今後の方向性 】 

現在、６か所の市外の施設で実施しており、今後もニーズに対応できるよう、確保

に努めます。 
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（８）地域子育て支援拠点事業（０～２歳児のみ） 

【 事業概要 】 

就学前の子どもとその保護者が気軽に集い、相互に交流を図ることができる場所を

開設し、子育てについての相談、情報提供、助言などの支援を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間延べ利用者数 15,032人回 16,338人回 24,352人回 26,173人回 

全利用者（参考） 36,518人回 38,362人回 55,870人回 62,206人回 

 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 23,305人回 22,974人回 22,967人回 22,836人回 22,737人回 

確保方策（Ｂ） 10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 

 

 

【 今後の方向性 】 

現在、全 10 中学校区に１か所ずつ開設しています。児童虐待の未然防止の観点か

らも、支援が必要な家庭等の養育状況などを把握し、適切な支援につなげていけるよ

う、アウトリーチ型の取り組みや各拠点の連携など、機能の充実についての検討を進

めます。 
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（９）利用者支援事業 

【 事業概要 】 

子どもや保護者が計画における事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用でき

るよう、情報提供や相談、助言などの支援を行う事業です。 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

基本型 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

特定型 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

こども家庭センター型 - - - - 1 か所 

 

 

    【 量の見込みと確保方策 】 

    ＜基本型＞ ※身近な場所で日常的に子育て相談等を実施する類型 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 1０か所 1０か所 1０か所 1０か所 1０か所 

確保方策（Ｂ） 1 か所 ２か所 ５か所 1０か所 1０か所 

 

    ＜特定型＞ ※主に待機児童解消のために保育施設や保育関連事業の利用を支援する類型 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保方策（Ｂ） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

＜こども家庭センター型＞ ※こども家庭センターを設置している場合の類型 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保方策（Ｂ） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

【 今後の方向性 】 

子どもや保護者に対し、適切な子育て支援情報の提供や相談、助言などを各地域子

育て支援拠点等において実施していくとともに、「基本型」については、令和４年の児

童福祉法改正により創設された「地域子育て相談機関」としての設置を含めて検討し

ます。 
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（10）乳児家庭訪問事業 

【 事業概要 】 

保健師または訪問指導員が、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、

計測や母子の保健指導等、子育てに関する情報提供や養育環境などの把握を行い、産

婦の育児不安の解消、産後のメンタルヘルス対策、子どもの発育確認、児童虐待の早

期発見・防止など、必要に応じて支援を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間延べ訪問件数 1,041 件 1,035 件 1,004 件 977件 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 1,004 人 996人 992人 987人 983人 

確保方策（Ｂ） 実施体制：保健師等による訪問 

 

 

【 今後の方向性 】 

事業の実施については、保健師等による訪問を行っており、母子に寄り添った支援

につながるよう、子育て情報の提供や相談、助言に努めます。 
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（11）養育支援訪問事業 

【 事業概要 】 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、養育に関する指導・助言を行う事業です。 

なお、本事業の家事・育児支援部分については、令和６年度から、子育て世帯訪問支

援事業に統合することとなりました。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問件数 2,087 件 2,081 件 2,230 件 2,666 件 

  

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 2,710 件 2,700 件 2,700 件 2,690 件 2,690 件 

確保方策（Ｂ） 実施体制：保健師等による訪問 

 

【 今後の方向性 】 

事業の実施については、現在、保健師及び助産師による訪問を行っており、養育が

適切に行えるよう、相談や指導助言に努めます。 
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（12）妊産婦健康診査 

【 事業概要 】 

妊産婦に対する健康診査として、健康状態の把握や検査計測、保健指導などを行う

事業です。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

母子健康手帳交付数 1,131 件 1,071 件 1,008 件 993件 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み 1,030 人 1,020 人 1,020 人 1,010 人 1,010 人 

確保方策 実施場所：京都府内の委託医療機関等 

 

 

【 今後の方向性 】 

事業の実施については、現在、事業委託を行っており、今後も同様の体制で実施し、

妊産婦の健康管理の充実に努めます。 
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（13）子育て世帯訪問支援事業 

【 事業概要 】 

様々な理由により児童の養育について支援が必要となっている家庭に対し、ヘルパ

ー等を派遣し、家事・育児支援を実施する事業です。なお、令和６年度から、養育支

援訪問事業の家事・育児支援と統合することとなりました。 

 

 

【 現状 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年間延べ利用日数 -人日 -人日 -人日 25 人日 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 200人日 200人日 200人日 200人日 200人日 

確保方策（Ｂ） 200人日 200人日 200人日 200人日 200人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

 

【 今後の方向性 】 

家事・子育てに関して不安を抱える子育て家庭や妊婦、ヤングケアラー等がいる家

庭に訪問支援員が訪問し、支援対象者の生活環境を整えることを通して、課題解消に

つながるよう支援を継続します。 
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（14）児童育成支援拠点事業 

【 事業概要 】 

養育環境に課題を抱える子どもを対象として、子どもの居場所となる拠点を開設し、

家庭や学校以外の生活の場を子どもに提供するとともに、子どもや保護者への相談等

を行う事業です。 

 

【 今後の方向性 】 

今後、必要に応じて計画の中間見直し等にて、事業実施について検討を行います。 

 

 

 

（15）親子関係形成支援事業 

【 事業概要 】 

子育てに悩みや不安を抱えた保護者が、子どもとの関わり方についての知識や方法

を身に付けることができるように、講義やグループワーク等を実施し、保護者同士が

悩みや不安を相談・共有できる場を設けることで、健全な親子関係の形成に向けた支

援を行う事業です。 

 

【 今後の方向性 】 

 今後、必要に応じて計画の中間見直し等にて、事業実施について検討を行います。 
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（16）妊婦等包括相談支援事業 

【 事業概要 】 

妊婦等に対する相談支援事業を実施し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない伴

走型支援の充実を図る事業です。 

 

 

【 現状 】 

 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 3,030 回 3,000 回 3,000 回 2,970 回 2,970 回 

確保方策（Ｂ） 3,030 回 3,000 回 3,000 回 2,970 回 2,970 回 

差引（Ｂ）-（Ａ） 0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 

     ※妊娠届出数に、面談回数３回（見込み）を乗じて量の見込みを算出 

 

 

【 今後の方向性 】 

妊婦や配偶者に対して、面談等により情報提供や相談等を引き続き行います。 

 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 2,166 回 2,064 回 2,032 回 2,769 回 
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（17）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

【 事業概要 】 

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での

支援を強化することを目的に、月一定時間までの利用可能枠の中で、保護者等の就労

要件を問わず時間単位等で柔軟に保育施設等が利用できる事業です。 

 

 

【 現状 】 

 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 120人日 120人日 120人日 120人日 120人日 

確保方策（Ｂ） 120人日 120人日 120人日 120人日 120人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

 

 

【 今後の方向性 】 

令和６年度途中から試行実施を開始した事業のため、「量の見込み」は、令和６年度

時点の利用定員数（確保方策）と同数としています。今後、利用状況等を見ながら、

必要に応じて量の見込みと確保方策の見直しを含めた検討を行います。 

 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 -人日 -人日 -人日 -人日 
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（18）産後ケア事業 

【 事業概要 】 

産後の母子等に対し、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母子

の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的

とする事業です。 

 

 

【 現状 】 

 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

量の見込み（Ａ） 400人日 410人日 420人日 430人日 440人日 

確保方策（Ｂ） 400人日 410人日 420人日 430人日 440人日 

差引（Ｂ）-（Ａ） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

 

 

【 今後の方向性 】 

心身のケア、育児の支援、その他母子の健康増進に必要な支援を行うとともに、受

入体制の充実に努めます。 

 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 194人日 275人日 266人日 304人日 



  107  

 

（19）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

児童虐待を防止する地域ネットワークの機能強化を図るため、行政職員やネットワ

ークの構成員の専門性強化や連携強化を図る取組を行う事業です。 

宇治市要保護児童対策地域協議会の活動を充実するとともに、関係機関と連携しな

がら、児童虐待の未然防止と早期対応できる環境づくりを進めます。 

 

（20）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

教育・保育施設等の利用者負担額については、自治体の条例・規則により設定され

ることとされています。低所得者の負担軽減を図るため、特定教育・保育施設等に対

し日用品、文房具などの必要な物品の購入に要する費用や行事への参加に要する費用

等を助成する事業です。本市では、平成 28年度より実施しています。 

 

（21）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

保育の受け皿拡大や子ども・子育て支援新制度の円滑な施行のためには、多様な事

業者の能力を活かしながら、保育所、地域型保育事業等の整備を促進していくことが

必要です。 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、その他の

多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進する事

業です。本市では、令和４年度より実施しています。 
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第 章   計画の推進 

 

「宇治市子どもまんなかプラン」では、こども大綱の策定に伴い、その理念を踏襲し、「第

2 期宇治市子ども・子育て支援事業計画」及び「宇治市子どもの貧困対策推進計画」を一本

化し、両計画にてこれまで取り組んできた施策を引き継ぐとともに、さらに推進・発展させ

ていきます。 

 

１ 計画の実現に向けた役割 

本計画を実現するためには、子ども・保護者・地域・事業所・行政がそれぞれ連携・協力

し、役割を果たしながら、総合的に施策を推進していくことが重要です。 

こども大綱（令和 5 年 12 月 22 日閣議決定）においても子どもの意見を聞くことが求め

られているところであり、子どもも社会の一員として参画していくことが求められていると

ころです。こうしたことから、本計画では「子どもの役割」を新たに定めます。 

全ての人がこうした役割を果たすことによって、生まれた環境に左右されず、誰もが健や

かな成長と発達が等しく保障され、地域社会において子ども自身の役割を果たしながら、夢

と希望をもって成長していくことができるまちを目指します。 

 

（１）子どもの役割 

子どもの年齢及び発達の程度に応じて、自身の関係する事項について意見をのべる機会や多

様な社会的活動に参加する機会が確保される必要があります。 

こうした中で、社会や日常生活の活動において、大人だけでなく、子ども自らも考えをのべ、

社会の一員として関わっていくことが求められています。 

 

（２）保護者の役割 

家庭は子どもの人生の土台を築く、子育て・子育ち・教育の場であり、子どもは保護者

の愛情がそそがれる中で、心身ともに健康的な生活習慣や生きる力が身につき成長します。

そのため、保護者は子育て・子育ちの大事さを十分に認識し、子どもを含めた家族それぞ

れが、協力しながら家庭生活の役割を分担し、家庭機能の充実に努めていく必要がありま

す。 

また、性別にかかわらず保護者がしっかりと子どもに向き合い、子育て・子育ちについ
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ての責任を果たすという基本的認識のもと、幼稚園、保育所、認定こども園、学校、その

他子育てに関わる全ての機関や人と積極的に協力していくことや、子育てを楽しみ、困っ

たことがあれば気軽に地域や行政など周りに相談することが大切です。 

さらに、保護者は子どもを一人の人格をもった主体として尊重しながら、「子どもの最善

の利益」を実現する観点をもって、子どもが未来に夢と希望をもてるよう子育てを行って

いくことが求められています。 

 

（３）地域・市民の役割 

地域は家庭を支える最も身近な場であり、核家族化など家族規模の縮小や配慮を要する

家庭の増加の中で、保護者同士や地域の人々がお互いに助け合い、子育て中の保護者の子

育てに対する負担や不安、孤立感を和らげられるよう、地域ぐるみでの子育て・子育ち支

援に努めていくことが必要です。 

そのためには、みんなで支え合い助け合うまちづくりを進めながら、地域の連帯意識を

醸成し、地域との関わりをより一層深め、子どもが地域で成長できる風土づくりを市民中

心に進めていくことが重要です。 

また、地域の人材や施設、伝統文化などの地域資源を積極的に活用し、それぞれの特性

を生かしながら、子育て支援活動を進めることや、子育て支援に関する活動を自主的に行

っている個人や関係機関などが積極的に活動を推進し、より多くの市民が子育てや子育て

環境づくりに参加していくことが期待されます。 

すべての市民が子どもや子育て中の保護者の気持ちを受け止め、寄り添い、支えること

を通じて、保護者が子育てに喜びや生きがいを感じることができるよう支援していくこと

が求められています。 

 

（４）事業所の役割 

事業所などは、子どもをもつ従業員が、男女ともに仕事と子育てを両立できる環境づく

りを行うことが求められています。特に、育児休業や短時間勤務等の両立を支援する制度

の定着や長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、ライフスタイルに応じた多様

な働き方の選択肢の確保に努めることが重要です。また、職場においても、妊婦の健康管

理や子育てを行う従業員に対する理解・協力など、様々な配慮が求められています。 

そして、事業所などは、経営者を含めたすべての従業員が子育ての社会的意義を認識し、

男性の子育てへの関わりの促進や、仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）を啓

発するとともに、「ノー残業デー」をはじめ、「家族の日」にちなんだ取組、育児休業や子

どもが病気の際の休暇などを男性でも女性でも取りやすいような職場環境づくり、出産・

育児後の円滑な職場復帰などへの配慮に努めることも必要です。さらに、子どもへの職場
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体験の機会提供など、子どもの健やかな成長・発達に向けたよりよい環境づくりに努める

ことが求められています。 

 

（５）行政の役割 

行政は、本計画の内容を広く市民に周知するとともに、庁内や関係機関、さらには国や

府などと積極的に連携しながら、施策の総合的な推進を図り、地域における子育て支援サ

ービス基盤の整備と市民の参加による子育て支援に必要な環境整備を進めます。 

また、家庭・地域・事業所と連携して子育て支援を行うことができるよう調整するとと

もに、行政はそれぞれの役割を補完しながら、率先して、子どもの貧困対策を総合的に推

進し、子どもが笑顔で夢と希望をもって成長できる子育て支援のまちづくりに取り組みま

す。 

 

 

２ 計画の推進 

本計画の実現に向けて、家庭・地域・事業所・行政それぞれの役割をふまえながら、施策

の総合的な推進を図るため、市民・関係団体等との連携や行政内部の体制整備等を次のよう

に進めます。 

 

（１）市民や関係団体等との連携 

子育てを社会全体で総合的に支援していくためには、市民、幼稚園、保育所、認定こど

も園、学校、医療機関、保健所、その他子育てに関わる関係機関などと行政が連携し、ネ

ットワークを構築することが重要です。 

本計画の推進にあたっては、市民や関係機関等と行政の連携を深め、情報の共有化を図

りながら、事業の推進・調整を行うとともに、家庭・地域・事業所・行政が子育てや子ど

もの健やかな育ちと健全育成に対する責任や自ら果たすべき役割を認識し、連携しながら、

子育て支援に関わる様々な施策の総合的な推進に取り組みます。 

 

（２）地域の人材の確保と連携 

市民の子育てに対する多様化するニーズに対応していくため、保育士、教員、保健師な

どの子育てに関わる専門職員だけでなく、ボランティアなど、子育て支援を担う地域の幅

広い人材の確保・育成に努め、連携を図りながら地域における子育て支援の充実を図りま

す。 
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（３）市民参加の促進 

社会全体で子育て・子育ちを支援するためには、市民や事業所、関係機関などの理解と

協力が必要です。このことから、本計画について広報などにより市民の理解を深めるとと

もに、ボランティア活動の活性化の促進、市民参加型のサービスの検討など、市民による

地域ぐるみでの取組を推進し、子育て支援に市民が積極的に参加するよう促します。 

 

（４）施策の効率的・効果的推進 

計画に基づき効率的・効果的な取組を行うために、事業の成果の評価と、評価結果の施

策への反映に努めます。 

また、民間活力の活用について取組を進めるとともに、公共サービスの提供にあたって

は、子どもの意見を考慮に入れ、個々の家庭や地域活動の自助努力を尊重し、自助・共助・

公助の公正かつ適切な役割分担を視野に入れた事業推進を図ります。 

 

３ 計画の進捗状況の管理・評価 

（１）「宇治市子ども・子育て会議」 

本計画に基づく取組や施策を推進するため、毎年度「宇治市子ども・子育て会議」にお

いて、計画の進捗状況の管理・評価を行います。 

 

（２）子どもの意見の反映 

本計画の進捗状況の管理・評価にあたっては、必要に応じてイベントや学校を通じて子

どもへの聞き取りやアンケート等を実施するなど、子どもの意見が反映されるよう努めま

す。 

 

（３）進捗状況の把握と公表 

本計画の進捗状況については、計画に基づく取組や施策を担当する関係各課のヒアリン

グを行い、「宇治市子ども・子育て支援事業計画推進庁内会議」における調整を経て、「宇

治市子ども・子育て会議」において、管理・評価を行います。 

また、管理・評価をふまえて取組や施策の充実や見直しについての検討を行うことによ

り、本計画の円滑な推進に努めます。 

評価の結果は、広く市民に公表して、進行管理の透明性を確保します。 
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       資料編 

 

１ ニーズ調査の結果と分析 
 

調査の概要 

 

・調査対象：「宇治市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」 

市内の 0 歳から 17 歳の子どもの中から無作為に抽出した、4,500 人の子ども 

の保護者（各歳 250人） 

「宇治市子どもの生活に関するアンケート」 

上記で抽出された、8 歳(小学 3 年生)以上の子ども 2,500 人 

・調査票区分：① 就学前児童の保護者用・・・0 歳～5 歳の子どもの保護者 

② 小学生の保護者用・・・・・6歳～11 歳の子どもの保護者 

③ 中高生等の保護者用・・・・12歳～17 歳の子どもの保護者 

④ 子ども用・・・・・・・・・8歳～17 歳の子ども 

・調査期間：令和 6 年 3 月 15 日（金）  調査票発送 

令和 6 年 3月 29 日（金）  回答期限、督促状発送 

令和 6 年 4月 10 日（水）  最終回答期限 

・調査方法：郵送による調査票の配布・回収 

調査対象 配布数 
回収
数 

回収率 

今回 前回 前々回 初回 

就学前児童の保護者 1,500通 687通 45.8％ 44.7％ 49.7％ 49.2％ 

小学生の保護者 1,500通 598通 39.9％ 45.2％ 50.3％ 57.1％ 

中高生等の保護者 1,500通 544通 36.3％ 34.8％ － － 

小学生（小学３年生以上） 1,000通 341通 34.1％ 43.9％ － － 

中学生・高校生等 1,500通 486通 32.4％ 34.2％ － － 

調査結果の見方 

・回答結果は、各質問の選択肢の「回答数（※1）」を同質問の「回答者数（※2）」で除した数

値［回答数/回答者数］を百分率（％）で示しています。なお、小数点以下第２位を四捨五入

しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

「回答数（※１）」：各質問の選択肢毎の回答者数 

「回答者数（※２）」：各質問における回答者数 

・複数回答が可能な設問についても、グラフ内では「回答者数」と表記しています。 

・複数回答が可能な設問の場合、「回答数」が「回答者数」に対してどのくらいの割合であるか

という見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 
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（１）子育てを主に行っている人について 

 

【就学前児童】 

R５調査では、「1.父母ともに」の割合が

56.3％と最も高く、次いで「2.主に母親」

の割合が 42.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「1.父母ともに」の割合が

53.5％と最も高く、次いで「2.主に母親」

の割合が 44.6％となっています。 
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（２）子どもの人数 

①実際の人数 

【就学前児童】 

R５調査では、「２人」の割合が49.6％

と最も高く、次いで「１人」の割合が

25.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R５調査では、「２人」の割合が

53.0％と最も高く、次いで「３人」の

割合が 25.6.％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【中高生】 

R５調査では、「２人」の割合が

55.7％と最も高く、次いで「３人」の

割合が 25.2％となっています。 
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1人

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答

 

15.7

53.0

25.6

3.7

1.5

0.2

0.3

0 20 40 60 80 100

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

無回答

(%)

回答者数 （n=598）

1人

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答

 

14.9

55.7

25.2

2.4

0.6

0.2

1.1

0 20 40 60 80 100

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

無回答

(%)

回答者数（n=544）

1人

２人

３人

４人

５人

６人以上

無回答
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②希望している（していた）人数 

【就学前児童】 

R５調査では、「２人」の割合が

48.8％と最も高く、次いで「３人」の

割合が 35.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R５調査では、「２人」の割合が

48.5％と最も高く、次いで「３人」の

割合が 31.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【中高生】 

R５調査では、「２人」の割合が

51.8％と最も高く、次いで「３人」の

割合が 31.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

51.8

31.1

2.8

0.7

0.6

5.7

1.3

0 20 40 60 80 100

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

特に希望して

いなかった

無回答

(%)

回答者数（n=544）

1人

２人

３人

４人

５人

６人以上

特に希望して

いなかった

無回答

 

7.2

48.5

31.8

3.7

1.2

0.0

6.9

0.8

0 20 40 60 80 100

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

特に希望して

いなかった

無回答

(%)

回答者数 （n=598）

1人

２人

３人

４人

５人

６人以上

特に希望して

いなかった

無回答

 

7.9

48.8

35.7

2.9

0.4

0.1

3.3

0.9

0 20 40 60 80 100

１人

２人

３人

４人

５人

６人以上

特に希望して

いなかった

無回答

(%)

回答者数(n=687)

1人

２人

３人

４人

５人

６人以上

特に希望して

いなかった

無回答
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③希望している（していた）人数と異なる理由 

【就学前児童】 

R５調査では、「3.金銭的な裕福さが失

われる」の割合が 52.4％と最も高く、

次いで「6.仕事と家庭の両立が難しい」

の割合が 36.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R５調査では、「3.金銭的な裕福さが失

われる」の割合が 46.5％と最も高く、

次いで「5.自分や配偶者の年齢が高い」

の割合が 34.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8

13.8

52.4

9.8

21.5

36.6

6.9

10.2

6.9

12.2

4.9

8.9

30.1

4.1

0 20 40 60 80 100

1.行動や生き方の

自由が失われる

2.自分の時間が

制約される

3.金銭的な裕福さが

失われる

4.子育てに自信がない

5.自分や配偶者の

年齢が高い

6.仕事と家庭の

両立が難しい

7.自分や配偶者の

就業・雇用が不安定

8.自分や配偶者の

健康面や身体面の不安

9.住宅事情が厳しい

10.家事や子育ての

協力者がいない

11.希望する保育所に

預けられそうにない

12.配偶者との

見解の相違

13.その他

14.無回答

(%)

回答者数（n=246）

1.行動や生き方の

自由が失われる

2.自分の時間が

制約される

3.金銭的な裕福さが

失われる

4.子育てに自信がない

5.自分や配偶者の

年齢が高い

6.仕事と家庭の

両立が難しい

7.自分や配偶者の

就業・雇用が不安定

8.自分や配偶者の

健康面や身体面の不安

9.住宅事情が厳しい

10.家事や子育ての

協力者がいない

11.希望する保育所に

預けられそうにない

12.配偶者との

見解の相違

13.その他

14.無回答

 

10.6

11.3

46.5

9.9

34.5

29.6

9.9

19.0

7.0

14.8

4.2

19.7

28.2

2.8

0 20 40 60 80 100

1.行動や生き方の

自由が失われる

2.自分の時間が

制約される

3.金銭的な裕福さが

失われる

4.子育てに自信がない

5.自分や配偶者の

年齢が高い

6.仕事と家庭の

両立が難しい

7.自分や配偶者の

就業・雇用が不安定

8.自分や配偶者の

健康面や身体面の不安

9.住宅事情が厳しい

10.家事や子育ての

協力者がいない

11.希望する保育所に

預けられそうにない

12.配偶者との

見解の相違

13.その他

14.無回答

(%)

回答者数（n=142）

1.行動や生き方の

自由が失われる

2.自分の時間が

制約される

3.金銭的な裕福さが

失われる

4.子育てに自信がない

5.自分や配偶者の

年齢が高い

6.仕事と家庭の

両立が難しい

7.自分や配偶者の

就業・雇用が不安定

8.自分や配偶者の

健康面や身体面の不安

9.住宅事情が厳しい

10.家事や子育ての

協力者がいない

11.希望する保育所に

預けられそうにない

12.配偶者との

見解の相違

13.その他

14.無回答
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【中高生】 

R５調査では、「3.金銭的な裕福さが失

われる」の割合が 42.3％と最も高く、

次いで「13.その他」の割合が 33.3％、

「6.仕事と家庭の両立が難しい」の割合

が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

6.3

9.0

42.3

4.5

25.2

26.1

8.1

11.7

3.6

10.8

3.6

14.4

33.3

2.7

0 20 40 60 80 100

1.行動や生き方の

自由が失われる

2.自分の時間が

制約される

3.金銭的な裕福さが

失われる

4.子育てに自信がない

5.自分や配偶者の

年齢が高い

6.仕事と家庭の

両立が難しい

7.自分や配偶者の

就業・雇用が不安定

8.自分や配偶者の

健康面や身体面の不安

9.住宅事情が厳しい

10.家事や子育ての

協力者がいない

11.希望する保育所に

預けられそうにない

12.配偶者との

見解の相違

13.その他

14.無回答

(%)

回答者数（n=111）

1.行動や生き方の

自由が失われる

2.自分の時間が

制約される

3.金銭的な裕福さが

失われる

4.子育てに自信がない

5.自分や配偶者の

年齢が高い

6.仕事と家庭の

両立が難しい

7.自分や配偶者の

就業・雇用が不安定

8.自分や配偶者の

健康面や身体面の不安

9.住宅事情が厳しい

10.家事や子育ての

協力者がいない

11.希望する保育所に

預けられそうにない

12.配偶者との

見解の相違

13.その他

14.無回答
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（３）母親の就労状況と就労希望について 

① 母親の現在の就労状況 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.フルタイムで就労

しており、産休・育休・介護休業中で

はない」の割合が、29.6％と最も高く、

次いで「３. パート・アルバイト等で

就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」の割合が 25.5％、「5.以

前は就労していたが、現在は就労して

いない」の割合が 24.1％となってい

ます。 

これまでの調査と比較すると、「1.フ

ルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」、「2.フルタイム

で就労しているが、産休・育休・介護

休業中である」の割合が年々増加して

います。 

 

【小学生】 

R5 調査では、「3.パート・アルバイ

ト等で就労しており、産休・育休・介

護休業中ではない」の割合が 44.6％

と最も高く、次いで「1.フルタイムで

就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」の割合が 32.8％、「5.以

前は就労していたが、現在は就労して

いない」の割合が 17.5％となってい

ます。 

これまでの調査と比較すると、「1.フ

ルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」の割合が年々増

加しています。 

 

 

＜小学生＞ 

 

29.6

14.0

25.5

3.5

24.1

2.0

1.3

28.0

12.0

21.1

3.9

31.5

1.9

1.6

17.2

5.2

25.1

1.4

44.1

5.2

1.9

0 20 40 60 80 100

1. フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中

ではない

2. フルタイムで就労している

が、

産休・育休・介護休業中である

3. パート・アルバイト等で就労

しており、産休・育休・介護休

業中ではない

4. パート・アルバイト等で就労

しているが、産休・育休・介護

休業中である

5. 以前は就労していたが、

現在は就労していない

6. これまで就労したことがない

7. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=686)

平成30年度調査

（n=669）

平成25年度調査

（n=734）

1. フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中

ではない

2. フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

3. パート・アルバイト等で就労

しており、産休・育休・介護休

業中ではない

4. パート・アルバイト等で就労

しているが、産休・育休・介護

休業中である

5. 以前は就労していたが、

現在は就労していない

6. これまで就労したことがない

7. 無回答

 

32.8

1.7

44.6

0.7

17.5

2.0

0.7

29.7

0.7

46.2

0.7

18.6

2.5

1.5

20.4

0.7

43.6

0.7

26.5

4.9

3.2

0 20 40 60 80 100

1. フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中

ではない

2. フルタイムで就労している

が、

産休・育休・介護休業中である

3. パート・アルバイト等で就労

しており、産休・育休・介護休

業中ではない

4. パート・アルバイト等で就労

しているが、産休・育休・介護

休業中である

5. 以前は就労していたが、

現在は就労していない

6. これまで就労したことがない

7. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=594）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1. フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中

ではない

2. フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

3. パート・アルバイト等で就労

しており、産休・育休・介護休

業中ではない

4. パート・アルバイト等で就労

しているが、産休・育休・介護

休業中である

5. 以前は就労していたが、

現在は就労していない

6. これまで就労したことがない

7. 無回答
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② 母親のフルタイムへの転換及び就労希望 

〈現在パート・アルバイト等〉 

【就学前児童】 

R5 調査では、「3.パート・アルバイ

ト等の就労を続けることを希望」の割

合が 51.8％と最も高く、次いで「2.

フルタイムへの転換希望はあるが、実

現できる見込みはない」の割合が

35.2％となっています。 

項目ごとに増減はあるものの、大き

な変化はみられません。 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「3.パート・アルバイ

ト等の就労を続けることを希望」の割

合が 53.5％と最も高く、次いで「2.

フルタイムへの転換希望はあるが、実

現できる見込みはない」の割合が

25.7％、「1.フルタイムへの転換希望

があり、実現できる見込みがある」の

割合が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜就学前＞ 

 

10.8

25.7

53.5

4.8

5.2

7.9

18.7

64.9

3.2

5.4

3.5

23.1

61.9

5.4

6.2

0 20 40 60 80 100

1. フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

2. フルタイムへの転換希望はある

が、

実現できる見込みはない

3. パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

4. パート・アルバイト等をやめて

子育てや家事に専念したい

5. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=269）

平成30年度調査

（n=316）

平成25年度調査

（n=373）

1.フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

2.フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる見込みはない

3.パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

4.パート・アルバイト等をやめて

子育てや家事に専念したい

5.無回答

 

6.0

35.2

51.8

3.5

3.5

7.2

27.5

51.5

7.2

6.6

8.8

28.9

52.1

5.2

5.2

0 20 40 60 80 100

1.フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

2.フルタイムへの転換希望はある

が、

実現できる見込みはない

3.パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

4.パート・アルバイト等をやめて

子育てや家事に専念したい

5.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=199）

平成30年度調査

（n=167）

平成25年度調査

（n=194）

1.フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

2.フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる見込みはない

3.パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

4.パート・アルバイト等をやめて

子育てや家事に専念したい

5.無回答
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③母親のフルタイムへの転換及び就労希望 

〈現在就労していない〉 

【就学前児童】 

R5 調査では、「2. 1 年より先、一

番下の子どもが（ ）歳になったころ

に就労したい」の割合が 45.8％と最

も高く、次いで「3.すぐにでも、もし

くは１年以内に就労したい」の割合が

26.8％、「1.今は子育てや家事などに

専念したい（就労の予定はない）」の割

合が 23.5％、となっています。 

これまでの調査と比較すると、「就労

したい」割合が増加しています。 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「3.すぐにでも、もし

くは１年以内に就労したい」の割合が

40.5％と最も高く、次いで「1.今は子

育てや家事などに専念したい（就労の

予定はない）」の割合が 39.7％、「2. 

１年より先、一番下の子どもが（ ）

歳になったころに就労したい」の割合

が 19.0％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「3.す

ぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

23.5

45.8

26.8

3.9

29.9

44.2

21.9

4.0

34.5

42.8

18.8

3.9

0 20 40 60 80 100

１.今は子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

２.1 年より先、一番下の子どもが

（ ）歳になったころに

就労したい

３.すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

４.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=179）

平成30年度調査

（n=224）

平成25年度調査

（n=362）

１.今は子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

２.1 年より先、一番下の子どもが

（ ）歳になったころに

就労したい

３.すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

４.無回答

 

39.7

19.0

40.5

0.9

37.3

24.6

30.3

7.7

34.8

29.5

30.7

4.9

0 20 40 60 80 100

1. 今は子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

2. 1 年より先、一番下の子どもが

（ ）歳になったころに

就労したい

3. すぐにでも、もしくは１年以内

に

就労したい

4. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=116）

平成30年度調査

（n=142）

平成25年度調査

（n=264）

１.今は子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

２.1 年より先、一番下の子どもが

（ ）歳になったころに

就労したい

３.すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

４.無回答
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（４）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況と利用希望について 

① 利用している定期的な教育・保育の事業（利用の有無） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.利用している」の

割合が 76.9％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「1.利

用している」の割合が、年々増加して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 利用している定期的な教育・保育事業（利用している事業・複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「5.認定こども園（2

号・3 号）」の割合が 34.5％と最も高

く、次いで「3.保育所」の割合が25.9％、

「1.幼稚園（預かり保育の利用はほと

んどなし）」の割合が 22.3％となって

います。 

Ｈ30 調査と比較すると、「5.認定こ

ども園（2 号・3 号）」と「３.保育所」

を合わせた割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

76.9

23.0

0.1

71.5

27.2

1.3

67.6

32.1

0.3

0 20 40 60 80 100

1. 利用している

2. 利用していな

い

3. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1. 利用している

2. 利用していない

3. 無回答

 

22.3

8.7

25.9

7.2

34.5

0.9

0.4

1.1

0.2

0.0

0.4

2.5

0.0

23.6

7.9

36.7

6.9

21.7

1.0

0.4

2.1

0.6

0.2

0.0

1.3

0.4

37.2

6.6

53.5

2.6

2.0

1.0

0.2

0.6

2.0

0.2

0 20 40 60 80 100

1. 幼稚園

（預かり保育の利用はほとんどなし）

2. 幼稚園

（預かり保育を定期的に利用）

3. 保育所

4. 認定こども園（1 号）

5. 認定こども園（2 号・3 号）

6. 小規模保育（定員15名程度）

7. 家庭的保育（定員5 名）

8. 事業所内保育所・院内保育所

（企業等が主に従業員用に…

9. その他の認可外の保育施設

10. ベビーシッターなど

居宅訪問型保育

11. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

12. その他

13. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=528）

平成30年度調査

（n=479）

平成25年度調査

（n=497）

1. 幼稚園

（預かり保育の利用はほとんどなし）

2. 幼稚園

（預かり保育を定期的に利用）

3. 保育所

4. 認定こども園（1 号）

5. 認定こども園（2 号・3 号）

6. 小規模保育（定員15名程度）

7. 家庭的保育（定員5 名）

8. 事業所内保育所・院内保育所

（企業等が主に従業員用に

運営する施設）

9. その他の認可外の保育施設

10. ベビーシッターなど

居宅訪問型保育

11. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

12. その他

13. 無回答
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③ 定期的に利用したい教育・保育事業 

【就学前児童】 

R5 調査では、「5.認定こども園（2

号・3 号）」の割合が 37.3％と最も高

く、次いで「3.保育所」の割合が33.0％、

「2.幼稚園（預かり保育を定期的に利

用）」の割合が22.7％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「4.認

定こども園（1号）」、「5.認定こども園

（2 号、3 号）」の割合が増加する一

方、「1.幼稚園（預かり保育はほとんど

なし）」、「2.幼稚園（預かり保育を定期

的に利用）」、「3.保育所」は減少傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

21.1

22.7

33.0

16.6

37.3

2.0

1.0

2.0

1.2

4.8

7.0

3.3

3.5

26.6

24.3

37.0

15.4

25.5

2.7

1.3

3.6

1.0

2.8

4.8

3.0

4.5

53.6

56.6

63.8

31.6

19.0

17.0

3.8

5.9

11.4

2.2

10.1

0 20 40 60 80 100

1.幼稚園

（預かり保育の利用はほとんどなし）

2.幼稚園

（預かり保育を定期的に利用）

3.保育所

4.認定こども園（1 号）

5.認定こども園（2 号・3 号）

6.小規模保育（定員15名程度）

7.家庭的保育（定員5 名）

8.事業所内保育所・院内保育所

（企業等が主に従業員用に運営す…

9.その他の認可外の保育施設

10.ベビーシッターなど

居宅訪問型保育

11.ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

12.その他

13.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1. 幼稚園

（預かり保育の利用はほとんどなし）

2. 幼稚園

（預かり保育を定期的に利用）

3. 保育所

4. 認定こども園（1 号）

5. 認定こども園（2 号・3 号）

6. 小規模保育（定員15名程度）

7. 家庭的保育（定員5 名）

8. 事業所内保育所・院内保育所

（企業等が主に従業員用に

運営する施設）

9. その他の認可外の保育施設

10. ベビーシッターなど

居宅訪問型保育

11. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

12. その他

13. 無回答
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（５）地域の子育て支援事業の利用状況と利用希望について 

① 地域子育て支援拠点事業の利用状況（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「3.利用していない」

の割合が 80.5％と最も高く、次いで

「1.利用している」の割合が 15.4％

となっています。 

これまでの調査から大きな変化はあ

りません。 

 

 

 

 

 

 

② 地域子育て支援拠点事業の利用希望 

【就学前児童】 

R5調査では、「3.新たに利用したり、

利用日数を増やしたいとは思わない」

の割合が 65.5％と最も高く、次いで

「1.利用していないが、今後利用した

い」の割合が 19.9％、「すでに利用し

ているが、今後利用日数を増やしたい」

の割合が 6.4％となっています。 

これまでの調査と比較すると、前回

から「3.新たに利用したり、利用日数

を増やしたいとは思わない」の割合が

3.9ポイント減少し、「1.利用していな

いが、今後利用したい」の割合が 3.5

ポイント増加しています。 

  

 

15.4

2.3

80.5

2.5

17.3

1.9

78.5

3.1

15.8

6.9

80.4

1.6

0 20 40 60 80 100

1. 利用している

2. 類似の事業を

利用している

3. 利用していな

い

4. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1. 利用している

2. 類似の事業を

利用している

3. 利用していない

4. 無回答

 

19.9

6.4

65.5

8.2

16.4

6.4

69.4

7.8

23.5

9.5

61.4

5.6

0 20 40 60 80 100

1. 利用していないが、

今後利用したい

2. すでに利用してい

るが、今後利用日数

を増やしたい

3. 新たに利用したり、

利用日数を増やした

いとは思わない

4. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1. 利用していないが、

今後利用したい

2. すでに利用してい

るが、今後利用日数

を増やしたい

3. 新たに利用したり、

利用日数を増やし

たいとは思わない

4. 無回答
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（６）病気等の際の対応について 

① 病気やケガでの幼稚園、保育所などの休みの有無 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.あった」の割合が

95.1％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「1.あ

った」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「1.あった」の割合が

85.8％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「1.あ

った」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

②病気やケガでの幼稚園、保育所などの休みの時の対応（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「3.母親が休んだ」の

割合が 74.5％と最も高く、次いで「2.

父親が休んだ」の割合が 37.8％、「1.

父親又は母親のうち就労していない方

が子どもをみた」の割合が 31.5％と

なっています。 

これまでの調査と比較すると、「3.母

親が休んだ」、「2.父親が休んだ」の割

合が増加傾向にあり、特に「2.父親が

休んだ」割合が大きく増加しています。 

 

 

  

 

95.1

3.0

1.9

87.9

9.2

2.9

87.7

10.3

2.0

0 20 40 60 80 100

1. あった

2. なかった

3. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=528）

平成30年度調査

（n=479）

平成25年度調査

（n=497）

1. あった

2. なかった

3. 無回答

 

85.8

13.0

1.2

63.4

35.1

1.5

63.2

35.6

1.2

0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1. あった

2. なかった

3. 無回答

 

31.5

37.8

74.5

28.9

4.2

0.0

0.0

2.4

0.4

35.4

23.8

69.1

35.6

8.8

0.2

0.0

2.6

1.4

40.8

13.8

56.2

33.9

7.8

0.7

1.1

1.8

1.1

0 20 40 60 80 100

1. 父親又は母親のうち

就労していない方が子どもをみた

2. 父親が休んだ

3. 母親が休んだ

4. （同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

5. 病児・病後児保育事業を利用した

6. ベビーシッターを利用した

7. ファミリー・サポート・センターを

利用した

（地域住民が子どもを預かる事業）

8. その他

9. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=502）

平成30年度調査

（n=421）

平成25年度調査

（n=436）

1. 父親又は母親のうち

就労していない方が子どもをみた

2. 父親が休んだ

3. 母親が休んだ

4. （同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

5. 病児・病後児保育事業を利用した

6. ベビーシッターを利用した

7. ファミリー・サポート・センターを

利用した

（地域住民が子どもを預かる事業）

8. その他

9. 無回答
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【小学生】 

R5 調査では、「3.母親が休んだ」の

割合が 67.4％と最も高く、次いで「1.

父親又は母親のうち就労していない方

が子どもをみた」の割合が 31.4％、

「2.父親が休んだ」の割合が 19.5％

となっています。 

これまでの調査と比較すると、「3.母

親が休んだ」、「2.父親が休んだ」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

③ 病児・病後児保育事業の今後の利用希望 

【就学前児童】 

R5 調査では、「2.利用したいとは思わ

ない」の割合が 59.1％となっていま

す。 

これまでの調査と比較すると、前回

から「1.できれば病児・病後児保育事

業を利用したい」の割合が 7.2 ポイン

ト増加しています。 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「2.利用したいとは思

わない」の割合が 82.5％となってい

ます。 

これまでの調査と比較すると、大き

な変化はみられません。 

 

 

 

31.4

19.5

67.4

18.3

1.6

0.0

0.0

5.8

0.0

29.3

13.0

58.6

23.3

3.5

0.0

0.2

2.8

1.2

44.6

6.3

42.0

17.7

1.5

0.2

0.4

2.0

2.2

0 20 40 60 80 100

1.父親又は母親のうち

就労していない方が子どもをみた

2.父親が休んだ

3.母親が休んだ

4.（同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

5.病児・病後児保育事業を利用した

6.ベビーシッターを利用した

7.ファミリー・サポート・センターを

利用した

（地域住民が子どもを預かる事業）

8.その他

9.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=513）

平成30年度調査

（n=430）

平成25年度調査

（n=538）

1. 父親又は母親のうち

就労していない方が子どもをみた

2. 父親が休んだ

3. 母親が休んだ

4. （同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった

5. 病児・病後児保育事業を利用した

6. ベビーシッターを利用した

7. ファミリー・サポート・センターを

利用した

（地域住民が子どもを預かる事業）

8. その他

9. 無回答

 

39.1

59.1

1.8

31.9

66.4

1.7

34.9

64.7

0.4

0 20 40 60 80 100

1. できれば病児・病後児

保育事業を利用したい

2. 利用したいとは

思わない

3. 無回答

(%)

令和5年度調査（n=391）

平成30年度調査（n=298）

平成25年度調査（n=258）

1. できれば病児・病後児

保育事業を利用したい

2. 利用したいとは

思わない

3. 無回答

 

14.8

82.5

2.8

14.8

79.2

6.1

16.8

79.4

3.8

0 20 40 60 80 100

1.できれば病児・病後児

保育事業を利用したい

2.利用したいとは

思わない

3.無回答

(%)

令和5年度調査（n=359）

平成30年度調査（n=264）

平成25年度調査（n=238）

1. できれば病児・病後児

保育事業を利用したい

2. 利用したいとは

思わない

3. 無回答
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（７）不定期の教育・保育利用や宿泊を伴う一時的な預かり等の利用について 

① 不定期の教育・保育の利用状況（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「7.利用していない」

の割合が 83.4％と最も高く、次いで

「2.幼稚園の預かり保育（通常の就園

時間を超え、不定期に利用）」の割合が

7.0％、「1.一時預かり（保育所などで

一時的に子どもを保育する事業）」の割

合が 3.5％となっています。 

これまでの調査と比較すると、いず

れの項目も少しずつ減少がみられます。 

 

 

 

 

 

② 不定期の教育・保育の利用希望（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「2.利用する必要はな

い」の割合が49.6％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「1.利

用したい」の割合が、年々増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.5

7.0

1.0

0.1

0.0

0.7

83.4

5.2

5.1

9.1

0.7

0.0

0.3

0.4

77.5

8.2

5.4

9.4

1.6

0.3

0.4

1.1

79.5

4.4

0 20 40 60 80 100

1. 一時預かり

（保育所などで一時的に

子どもを保育する事業）

2. 幼稚園の預かり保育

（通常の就園時間を超え、

不定期に利用）

3. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

4. 宿泊保育（こどもショートステイ）

（児童養護施設等で一定期間、

子どもを養育する事業）

5. ベビーシッター

6. その他

7. 利用していない

8. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1. 一時預かり

（保育所などで一時的に

子どもを保育する事業）

2. 幼稚園の預かり保育

（通常の就園時間を超え、

不定期に利用）

3. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

4. 宿泊保育（こどもショートステイ）

（児童養護施設等で一定期間、

子どもを養育する事業）

5. ベビーシッター

6. その他

7. 利用していない

8. 無回答

 

43.1

49.6

7.3

35.8

56.4

7.8

32.1

61.0

6.9

0 20 40 60 80 100

1. 利用したい

2. 利用する必要はない

3. 無回答

(%)

令和5年度調査(n=687)

平成30年度調査（n=670）

平成25年度調査（n=735）

1. 利用したい

2. 利用する必要はない

3. 無回答
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③ 宿泊を伴う一時的な預かり等の有無 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.あった」の割合が

21.8％となっています。 

これまでの調査と比較すると、大き

な変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「1.あった」の割合が

10.4％となっています。 

これまでの調査と比較すると、「1.あ

った」の割合が年々減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

21.8

74.4

3.8

19.4

77.2

3.4

20.1

75.9

3.9

0 20 40 60 80 100

1.あった

2.なかった

3.無回答

(%)

令和5年度調査(n=687)

平成30年度調査（n=670）

平成25年度調査（n=735）

1.あった

2.なかった

3.無回答

 

10.4

87.1

2.5

13.1

84.4

2.5

18.4

78.5

3.1

0 20 40 60 80 100

あった

なかった

無回答

(%)

令和5年度調査（n=598）

平成30年度調査（n=678）

平成25年度調査（n=851）

1.あった

2.なかった

3.無回答
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④ 宿泊を伴う一時的な預かりの時の対応（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.（同居者を含む）

親族・知人にみてもらった」の割合が

74.7％と最も高く、次いで「4.子ども

を同行させた」の割合が 25.3％とな

っています。 

これまでの調査と比較すると、「1.

（同居者を含む）親族・知人にみても

らった」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「1.（同居者を含む）

親族・知人にみてもらった」の割合が

88.7％と最も高く、次いで「4.子ども

を同行させた」の割合が 11.3％とな

っています。 

これまでの調査と比較すると、大き

な変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

74.7

0.0

0.0

25.3

4.7

0.7

81.5

0.0

0.0

28.5

2.3

0.0

92.6

0.7

0.0

10.8

1.4

0.0

0 20 40 60 80 100

1. （同居者を含む）

親族・知人にみてもらった

2. 宿泊保育（こどもショートステイ）を利用し

た

（児童養護施設等で一定期間、子どもを養育

する事業）

3. 宿泊保育以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用

した

4. 子どもを同行させた

5. その他

6. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=150）

平成30年度調査

（n=130）

平成25年度調査

（n=148）

1. （同居者を含む）

親族・知人にみてもらった

2. 宿泊保育（こどもショートステイ）を利用した

（児童養護施設等で一定期間、

子どもを養育する事業）

3. 宿泊保育以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）

を利用した

4. 子どもを同行させた

5. その他

6. 無回答

 

88.7

1.6

0.0

11.3

3.2

0.0

82.0

0.0

0.0

15.7

3.4

4.5

91.7

1.3

0.0

9.6

3.8

0.0

0 20 40 60 80 100

1.（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

2.宿泊保育（こどもショートステイ）を利用し

た

（児童養護施設等で一定期間、子どもを養育

する事業）

3.宿泊保育以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用

した

4.子どもを同行させた

5.その他

6.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=62）

平成30年度調査

（n=89）

平成25年度調査

（n=157）

1. （同居者を含む）

親族・知人にみてもらった

2. 宿泊保育（こどもショートステイ）を利用した

（児童養護施設等で一定期間、

子どもを養育する事業）

3. 宿泊保育以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）

を利用した

4. 子どもを同行させた

5. その他

6. 無回答
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（８）小学校就学後の放課後の過ごし方について 

① 就学前児童の小学校就学後の放課後（低学年）に過ごさせたい場所（複数回答） 

【就学前児童】 

R5調査では、「５.放課後児童クラブ

（育成学級）」の割合が 61.8％と最も

高く、次いで「1.自宅」の割合が44.9％

となっています。 

これまでの調査と比較すると、「5.放

課後児童クラブ（育成学級）」の割合が、

それぞれ15.4ポイントと大きく増加

しています。 

 

 

 

 

 

② 就学前児童の小学校就学後の放課後（高学年）に過ごさせたい場所（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.自宅」の割合が

71.9％と最も高く、次いで「3.習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 57.3％、「5.放課

後児童クラブ（育成学級）」の割合が

36.0％となっています。 

これまでの調査と比較すると、H30

調査から「5.放課後児童クラブ（育成

学級）」、「4.放課後子ども教室」の割合

が、それぞれ 17.4ポイント、9.8ポ

イントと大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

44.9

13.5

34.8

18.0

61.8

0.0

18.0

3.4

46.4

13.4

46.4

10.3

46.4

1.0

13.4

5.2

64.2

16.0

54.7

15.1

30.2

0.9

21.7

3.8

0 20 40 60 80 100

1. 自宅

2. 祖父母宅や友人・知人宅

3. 習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）

4. 放課後子ども教室

5. 放課後児童クラブ（育成学級）

6. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

7. その他（公民館、公園など）

8. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=89）

平成30年度調査

（n=97）

平成25年度調査

（n=106）

1. 自宅

2. 祖父母宅や友人・知人宅

3. 習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

4. 放課後子ども教室

5. 放課後児童クラブ（育成学級）

6. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる

事業）

7. その他（公民館、公園など）

8. 無回答

 

71.9

27.0

57.3

18.0

36.0

0.0

23.6

3.4

64.9

15.5

62.9

8.2

18.6

0.0

16.5

5.2

78.3

23.6

75.5

17.0

17.0

0.9

20.8

3.8

0 20 40 60 80 100

１.自宅

2.祖父母宅や友人・知人宅

3.習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

4.放課後子ども教室

5.放課後児童クラブ（育成学級）

6.ファミリー・サポート・センター

7.その他（公民館、公園など）

8.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=89）

平成30年度調査

（n=97）

平成25年度調査

（n=106）

1. 自宅

2. 祖父母宅や友人・知人宅

3. 習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

4. 放課後子ども教室

5. 放課後児童クラブ（育成学級）

6. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる

事業）

7. その他（公民館、公園など）

8. 無回答
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③ 小学生の放課後に過ごす場所（複数回答） 

【小学生】 

R5 調査では、「1.自宅」の割合が

74.4％と最も高く、次いで「3.習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習

塾など）」の割合が 50.5％、「5.放課

後児童クラブ（育成学級）」の割合が

25.4％となっています。 

Ｈ25 調査と比較すると、「5.放課後

児童クラブ（育成学級）」の割合が 6.1

ポイント増加し、「2.祖父母宅や友人・

知人宅」の割合 11.4 ポイント減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

74.4

11.9

50.5

1.3

25.4

0.2

18.1

1.3

75.2

16.8

59.3

0.7

24.5

0.3

16.1

1.9

76.9

23.3

63.3

4.6

19.3

3.4

18.7

1.9

0 20 40 60 80 100

1.自宅

2.祖父母宅や友人・知人宅

3.習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

4.放課後子ども教室

5.放課後児童クラブ（育成学級）

6.ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる

事業）

7.その他（公民館、公園など）

8.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1. 自宅

2. 祖父母宅や友人・知人宅

3. 習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

4. 放課後子ども教室

5. 放課後児童クラブ（育成学級）

6. ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる

事業）

7. その他（公民館、公園など）

8. 無回答
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（９）宇治市に住んでいる理由 

【就学前児童】 

R５調査では、「7.親の実家に近い」の割

合が 50.7％と最も高く、次いで「3.子ど

もの時から住んでいる」の割合が34.9％、

「1.職場（市内）が近い」の割合が 23.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R５調査では、「7.親の実家に近い」の割

合が 48.8％と最も高く、次いで「3.子ど

もの時から住んでいる」の割合が32.6％、

「1.職場（市内）が近い」の割合が 23.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9

10.8

34.9

2.5

14.3

16.9

50.7

2.8

10.0

5.5

6.8

4.9

1.3

5.7

7.7

5.8

1.7

0 20 40 60 80 100

1.職場（市内）が近い

2.職場（市外）が近い

3.子どもの時から住んでいる

4.職場環境が良い

5.公共交通機関が充実している

6.住環境が良い

7.親の実家に近い

8.犯罪や事故が少ない

9.食材や生活用品を扱う施設が充実してい

る

10.公園等、遊び・体験する場所が充実して

いる

11.医療機関が充実している

12.教育・保育環境が良い

13.地域のつながりが強い

14.まち並みが良い

15. 特に理由はない

16.その他

17.不明・無回答

(%)

回答者数

(n=687)

1.職場（市内）が近い

2.職場（市外）が近い

3.子どもの時から住んでいる

4.職場環境が良い

5.公共交通機関が充実している

6.住環境が良い

7.親の実家に近い

8.犯罪や事故が少ない

9.食材や生活用品を扱う施設が充実している

10.公園等、遊び・体験する場所が充実している

11.医療機関が充実している

12.教育・保育環境が良い

13.地域のつながりが強い

14.まち並みが良い

15. 特に理由はない

16.その他

17.不明・無回答

 

23.4

8.9

32.6

2.2

13.2

20.4

48.8

3.8

11.4

7.5

6.2

4.7

0.7

6.9

8.0

7.9

0.8

0 20 40 60 80 100

1.職場（市内）が近い

2.職場（市外）が近い

3.子どもの時から住んでいる

4.職場環境が良い

5.公共交通機関が充実している

6.住環境が良い

7.親の実家に近い

8.犯罪や事故が少ない

9.食材や生活用品を扱う施設が充実してい

る

10.公園等、遊び・体験する場所が充実して

いる

11.医療機関が充実している

12.教育・保育環境が良い

13.地域のつながりが強い

14.まち並みが良い

15.特に理由はない

16.その他

17.無回答

(%)

回答者数

（n=598）

1.職場（市内）が近い

2.職場（市外）が近い

3.子どもの時から住んでいる

4.職場環境が良い

5.公共交通機関が充実している

6.住環境が良い

7.親の実家に近い

8.犯罪や事故が少ない

9.食材や生活用品を扱う施設が充実している

10.公園等、遊び・体験する場所が充実している

11.医療機関が充実している

12.教育・保育環境が良い

13.地域のつながりが強い

14.まち並みが良い

15. 特に理由はない

16.その他

17.不明・無回答
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【中高生】 

R５調査では、「7.親の実家に近い」の割

合が 43.8％と最も高く、次いで「3.子ど

もの時から住んでいる」の割合が32.7％、

「6.住環境が良い」の割合が 18.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6

11.2

32.7

2.2

15.8

18.8

43.8

2.6

9.6

3.5

6.3

3.9

0.6

6.1

11.6

6.8

1.5

0 20 40 60 80 100

1..職場（市内）が近い

2..職場（市外）が近い

3.子どもの時から住んでいる

4.職場環境が良い

5.公共交通機関が充実している

6.住環境が良い

7.親の実家に近い

8.犯罪や事故が少ない

9.食材や生活用品を扱う施設が充実してい

る

10.公園等、遊び・体験する場所が充実して

いる

11.医療機関が充実している

12.教育・保育環境が良い

13.地域のつながりが強い

14.まち並みが良い

15.特に理由はない

16.その他

17.不明・無回答

(%)

回答者数

（n=544）

1.職場（市内）が近い

2.職場（市外）が近い

3.子どもの時から住んでいる

4.職場環境が良い

5.公共交通機関が充実している

6.住環境が良い

7.親の実家に近い

8.犯罪や事故が少ない

9.食材や生活用品を扱う施設が充実している

10.公園等、遊び・体験する場所が充実している

11.医療機関が充実している

12.教育・保育環境が良い

13.地域のつながりが強い

14.まち並みが良い

15. 特に理由はない

16.その他

17.不明・無回答
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（10）子育ての環境や支援への満足度について 

【就学前児童】 

R５調査では、「3」の割合が 36.4％と

最も高く、次いで「２」の割合が 23.6％、

「４」の割合が 18.9％となっています。 

H30 の調査と比較すると、「２」の割合

が 5.5 ポイント増加し、「４」の割合が５.6

ポイント減少しています。 

 

 

【小学生】 

R５調査では、「３」の割合が 40.8％と

最も高く、次いで「２」の割合が 24.2%、

「４」の割合が 16.7%となっています。 

H30 の調査と比較すると、「２」の割合

が 4.7 ポイント増加し、「４」の割合が 2.5

ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13.0

24.2

40.8

16.7

3.7

1.5

7.8

19.5

47.1

19.2

3.4

3.1

13.4

22.3

44.2

14.7

2.7

2.7

0 20 40 60 80 100

1

2

3

4

5

無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）
平成30年度調査

（n=678）
平成25年度調査

（n=856）

満足度が低い

満足度が高い

 

13.0

24.2

40.8

16.7

3.7

1.5

7.8

19.5

47.1

19.2

3.4

3.1

13.4

22.3

44.2

14.7

2.7

2.7

0 20 40 60 80 100

1

2

3

4

5

無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）
平成30年度調査

（n=678）
平成25年度調査

（n=856）

満足度が低い

満足度が高い
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（11）子育てをする上での相談相手の状況について 

①気軽に相談できる人・場所の有無 

【就学前児童】 

R5 調査では、「1.いる／ある」の割

合が 90.8％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「1.いる／ある」の割

合が 85.6％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

 

 

  

 

90.8

8.3

0.9

92.4

6.3

1.3

93.3

6.5

0.1

0 20 40 60 80 100

1. いる／ある

2. いない／ない

3. 無回答

(%)

令和5年度調査(n=687)

平成30年度調査（n=670）

平成25年度調査（n=735）

1. いる／ある

2. いない／ない

3. 無回答

 

85.6

13.7

0.7

87.9

9.6

2.5

89.4

10.0

0.6

0 20 40 60 80 100

1. いる／ある

2. いない／ない

3. 無回答

(%)

令和5年度調査（n=598）

平成30年度調査（n=678）

平成25年度調査（n=851）

1. いる／ある

2. いない／ない

3. 無回答
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② 気軽に相談できる相手（複数回答） 

【就学前児童】 

Ｒ５調査では、「1.祖父母等の親族」

の割合が 85.4％と最も高く、次いで

「2. 友人や知人」の割合が 69.1％、

「7.保育所」の割合が 19.2％となっ

ています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「1.祖父母

等の親族」の割合が 1.6ポイント増加

する一方、「2.友人や知人」が 6.7 ポ

イント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査には「5.地域子育て支援拠点」、「8.認定こども園」、「10.学校の先生」、「12.スクールカウン

セラー」、「18.障害者生活支援センター」、H30 調査には「5.地域子育て支援拠点」の選択肢はありま

せんでした。 
 

 

85.4

69.1

13.5

2.2

7.5

0.5

19.2

17.6

13.1

3.7

0.3

1.1

9.5

2.4

0.0

0.0

0.2

0.3

6.4

0.2

83.8

75.8

17.6

6.5

0.3

21.3

11.8

12.9

5.3

0.2

0.6

9.4

4.0

0.2

0.5

0.2

0.2

4.4

0.2

85.0

80.2

27.7

7.3

1.6

24.6

17.2

0.4

10.8

2.9

0.1

0.6

0.1

4.4

0.0

0 20 40 60 80 100

1.祖父母等の親族

2.友人や知人

3.近所の人

4.子育てサークル・NPO

5.地域子育て支援拠点

6.保健所

7.保育所

8.認定こども園

9.幼稚園

10.学校の先生

11.民生委員・児童委員

12.スクールカウンセラー

13.かかりつけの医師など医療関係者

14.市の子育て関連担当窓口

15.母子・父子自立支援員

16.児童相談所

17.民間の電話相談

18.障害者生活支援センター

19.その他

20.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=624）

平成30年度調査

（n=619）

平成25年度調査

（n=686）

1.  祖父母等の親族

2.  友人や知人

3.  近所の人

4.子育てサークル・NPO

5.  地域子育て支援拠点

6.  保健所

7.保育所

8.認定こども園

9.幼稚園

10.学校の先生

11.民生委員・児童委員

12.スクールカウンセラー

13.かかりつけの医師など医療関係者

14.市の子育て関連担当窓口

15.母子・父子自立支援員

16.児童相談所

17.民間の電話相談

18.障害者生活支援センター

19.その他

20.無回答
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【小学生】 

Ｒ５調査では、「1.祖父母等の親族」

の割合が 78.5％と最も高く、次いで

「2.友人や知人」の割合が 76.6％、

「10.学校の先生」の割合が 25.0％と

なっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査には「5.地域子育て支援拠点」、「8.認定こども園」、「10.学校の先生」、「12.スクールカウン

セラー」、「18.障害者生活支援センター」、H30 調査には「5.地域子育て支援拠点」の選択肢はありま

せんでした。 

  

 

78.5

76.6

21.5

1.4

1.2

0.0

3.1

3.5

2.9

25.0

0.4

3.3

8.2

1.0

0.0

0.4

0.0

0.2

7.2

0.6

74.7

79.0

23.5

1.7

0.2

3.4

2.9

1.3

21.3

0.3

2.9

5.5

0.3

0.0

0.5

0.2

0.2

5.7

0.0

77.8

82.3

29.6

22.1

0.3

2.6

7.2

0.7

0.0

0.4

0.3

4.2

0.3

0 20 40 60 80 100

1.祖父母等の親族

2.友人や知人

3.近所の人

4.子育てサークル・NPO

5.地域子育て支援拠点

6.保健所

7.保育所

8.認定こども園

9.幼稚園

10.学校の先生

11.民生委員・児童委員

12.スクールカウンセラー

13.かかりつけの医師など医療関係者

14.市の子育て関連担当窓口

15.母子・父子自立支援員

16.児童相談所

17.民間の電話相談

18.障害者生活支援センター

19.その他

20.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.  祖父母等の親族

2.  友人や知人

3.  近所の人

4.子育てサークル・NPO

5.  地域子育て支援拠点

6.  保健所

7.保育所

8.認定こども園

9.幼稚園

10.学校の先生

11.民生委員・児童委員

12.スクールカウンセラー

13.かかりつけの医師など医療関係者

14.市の子育て関連担当窓口

15.母子・父子自立支援員

16.児童相談所

17.民間の電話相談

18.障害者生活支援センター

19.その他

20.無回答
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（12）子育てしやすい環境について 

① 子どもの遊び場で困ること・困ったこと（複数回答） 

【就学前児童】 

Ｒ５調査では、「1.雨の日に遊べる場

所がない」の割合が 62.4％と最も高

く、次いで「6.遊具などの種類が充実

していない」の割合が 33.3％、「5.思

い切り遊ぶための十分な広さがない」

の割合が 24.0％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「1.雨の日

に遊べる場所がない」、「6.遊具などの

種類が充実していない」の割合が、そ

れぞれ 12.3 ポイント、11.8 ポイン

ト増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

62.4

17.9

10.8

17.5

24.0

33.3

13.2

18.3

11.5

7.3

13.8

15.0

1.3

50.1

13.9

8.7

16.9

20.7

21.5

6.7

15.4

11.6

8.4

11.9

18.4

2.2

50.3

12.9

13.1

23.9

24.5

22.0

4.4

10.5

17.6

11.4

10.3

17.3

1.2

0 20 40 60 80 100

1.雨の日に遊べる場所がない

2.近くに遊び場がない

3.遊び場や周辺環境が悪く、

安心して遊べない

4.遊び場周辺の道路が危険である

5.思い切り遊ぶための十分な広さがな

い

6.遊具などの種類が充実していない

7.遊具などの設備が古くて危険である

8.トイレなどが不衛生である

9.遊び場に同じ歳くらいの遊び仲間が

いない

10.いつも閑散としていて寂しい感じ

がする

11.その他

12.特に困ること・困ったことはない

13.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.雨の日に遊べる場所がない

2.近くに遊び場がない

3.遊び場や周辺環境が悪く、

安心して遊べない

4.遊び場周辺の道路が危険である

5.思い切り遊ぶための

十分な広さがない

6.遊具などの種類が充実していない

7.遊具などの設備が古くて危険である

8.トイレなどが不衛生である

9.遊び場に同じ歳くらいの

遊び仲間がいない

10.いつも閑散としていて

寂しい感じがする

11.その他

12.特に困ること・困ったことはない

13.無回答
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② 子どもと外出する際に、困ること・困ったこと（複数回答） 

【就学前児童】 

Ｒ５調査では、「8.買い物中などに子

どもを遊ばせる場所がない」の割合が

33.9％と最も高く、次いで「1.歩道や

信号がない通りが多く、安全面で心配」

の割合が 32.0％、「6.オムツ替えや親

子での利用に便利なトイレがない」の

割合が 30.7％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「1.歩道や

信号がない通りが多く、安全面で心配」

が10.8ポイント、「6.オムツ替えや親

子での利用に便利なトイレがない」が

8.6ポイントと大幅に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25、Ｈ30 調査には「3.道路の段差など子どもを乗せて自転車で移動することが困難」の選択肢はあ

りませんでした。 

 

 

32.0

29.0

12.7

20.7

16.6

30.7

20.5

33.9

23.3

6.0

6.6

8.9

15.7

1.3

21.2

25.5

24.2

14.6

22.1

18.7

27.5

17.3

7.5

7.6

6.9

20.9

2.4

29.0

29.1

27.8

12.9

18.9

19.2

27.5

20.8

9.5

9.0

4.6

16.1

1.4

0 20 40 60 80 100

1.歩道や信号がない通りが多く、

安全面で心配

2.歩道の段差などベビーカー等の

通行が困難

3.道路の段差など子どもを乗せて

自転車で移動することが困難

4.交通機関や建物がベビーカーで

の移動に配慮されていない

5.授乳する場所や必要な設備がない

6.オムツ替えや親子での利用に

便利なトイレがない

7.小さな子どもの食事に配慮された

場所がない

8.買い物中などに子どもを遊ばせる

場所がない

9.暗い通りや見通しのきかない

ところが多く、子どもが犯罪被害に

あわないか心配

10.周囲の人が

子ども連れを迷惑そうにみる

11.困っているときに

手を貸してくれる人が少ない

12. その他

13. 特に困ること・困ったことはない

14. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.歩道や信号がない通りが多く、

安全面で心配

2.歩道の段差などベビーカー等の

通行が困難

3.道路の段差など子どもを乗せて

自転車で移動することが困難

4.交通機関や建物がベビーカーで

の移動に配慮されていない

5.授乳する場所や必要な設備がない

6.オムツ替えや親子での利用に

便利なトイレがない

7.小さな子どもの食事に配慮された

場所がない

8.買い物中などに子どもを遊ばせる

場所がない

9.暗い通りや見通しのきかない

ところが多く、子どもが犯罪被害に

あわないか心配

10.周囲の人が

子ども連れを迷惑そうにみる

11.困っているときに

手を貸してくれる人が少ない

12. その他

13. 特に困ること・困ったことはない

14. 無回答
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（13）地域における交流などの状況について 

① 近所や地域との付き合いの状況 

【就学前児童】 

Ｒ５調査では、「4.付き合いはほとん

どなく、あいさつをする程度」の割合

が 49.3％と最も高く、次いで「3.少々

付き合いがある」の割合が 26.1％、

「2.付き合いがあり、やや親しい」の

割合が 16.0％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「4.付き合

いはほとんどなく、あいさつをする程

度」の割合が 11.5 ポイント増加して

います。 

 

 

【小学生】 

Ｒ５調査では、「4.付き合いはほとん

どなく、あいさつをする程度」の割合

が 36.3%と最も高く、次いで「3.少々

付き合いがある」の割合が 30.9％、

「2.付き合いがあり、やや親しい」の

割合が 18.9％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「4.付き合

いはほとんどなく、あいさつをする程

度」の割合が 6.2 ポイント増加してい

ます。 

 

 

  

＜就学前＞ 

 

6.8

16.0

26.1

49.3

0.6

1.2

9.6

18.7

28.1

37.8

1.0

4.9

13.2

20.4

24.4

29.1

0.3

12.7

0 20 40 60 80 100

1.親しい

2.付き合いがあり、やや親しい

3.少々付き合いがある

4.付き合いはほとんどなく、

あいさつをする程度

5.分からない

6.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.親しい

2.付き合いがあり、やや親しい

3.少々付き合いがある

4.付き合いはほとんどなく、

あいさつをする程度

5.分からない

6.無回答

 

11.2

18.9

30.9

36.3

0.8

1.8

10.9

23.7

30.1

30.1

0.7

4.4

16.5

26.8

30.0

21.3

0.6

4.9

0 20 40 60 80 100

1.親しい

2.付き合いがあり、やや親しい

3.少々付き合いがある

4.付き合いはほとんどなく、

あいさつをする程度

5.分からない

6.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.親しい

2.付き合いがあり、やや親しい

3.少々付き合いがある

4.付き合いはほとんどなく、

あいさつをする程度

5.分からない

6.無回答
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② 子どもの地域での催しへの参加状況（複数回答） 

【就学前児童】 

Ｒ5調査では、「8.特に参加していな

い」の割合が 81.2％と最も高く、次

いで「1.子育て支援サークルの活動」

の割合が 7.4％、「5. 子ども会等の青

少年団体活動」の割合が 3.9％となっ

ています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「8.特に参

加していない」の割合が 9.3 ポイント

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「8.特に参加していな

い」の割合が 65.1％と最も高く、次

いで「2.スポーツ活動」の割合が

12.7％、「5.子ども会等の青少年団体

活動」の割合が 12.4％となっていま

す。 

Ｈ30 調査と比較すると、「8.特に参

加していない」の割合が 7.0 ポイント

増加し、「5.子ども会等の青少年団体活

動」が 7.7 ポイント減少しています。 

 

 

 

  

＜就学前＞ 

 

7.4

3.3

1.3

0.4

3.9

0.1

2.9

81.2

2.0

11.0

4.6

2.5

0.9

8.4

0.6

4.2

71.9

1.9

16.2

6.0

4.6

1.4

9.4

1.1

5.2

64.5

1.9

0 20 40 60 80 100

1. 子育て支援サークルの活動

2. スポーツ活動

3. 文化・音楽活動

4. キャンプ等の野外活動

5. 子ども会等の青少年団体活動

6. リサイクル等の環境分野での

社会貢献活動

7. その他の活動

8. 特に参加していない

9. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.子育て支援サークルの活動

2.スポーツ活動

3.文化・音楽活動

4.キャンプ等の野外活動

5.子ども会等の青少年団体活動

6.リサイクル等の環境分野での

社会貢献活動

7.その他の活動

8.特に参加していない

9.無回答

 

2.7

12.7

5.0

1.7

12.4

0.8

5.7

65.1

2.7

1.8

17.1

3.7

1.0

20.1

0.4

5.0

58.1

1.5

4.8

25.4

7.6

2.2

25.9

2.2

8.5

45.8

0.8

0 20 40 60 80 100

1. 子育て支援サークルの活動

2. スポーツ活動

3. 文化・音楽活動

4. キャンプ等の野外活動

5. 子ども会等の青少年団体活動

6. リサイクル等の環境分野での

社会貢献活動

7. その他の活動

8. 特に参加していない

9. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.子育て支援サークルの活動

2.スポーツ活動

3.文化・音楽活動

4.キャンプ等の野外活動

5.子ども会等の青少年団体活動

6.リサイクル等の環境分野での

社会貢献活動

7.その他の活動

8.特に参加していない

9.無回答
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（14）仕事と子育ての両立について 

① 仕事と子育ての両立で大変だと感じていること（複数回答） 

【就学前児童】 

Ｒ５調査では、「2.自分や子どもが病

気・ケガをした時に世話をする人がい

ない」の割合が 54.9％と最も高く、

次いで「7.子どもと接する時間が少な

い」の割合が 42.1％、「1.急な残業が

入ってしまう」の割合が 38.7％とな

っています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「2.自分や

子どもが病気・ケガをした時に世話を

する人がいない」の割合が、7.3 ポイ

ント増加しています。 

 

 

 

 

【小学生】 

Ｒ５調査では、「2.自分や子どもが病

気・ケガをした時に世話をする人がい

ない」の割合が 40.0％と最も高く、

次いで「7.子どもと接する時間が少な

い」の割合が 29.1％、「9.特にない」

の割合が 28.8％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

 

  

＜就学前＞ 

＜小学生＞ 

 

38.7

54.9

3.8

13.2

2.2

5.4

42.1

11.9

11.4

10.0

38.7

47.6

4.5

12.7

3.0

6.4

43.4

9.0

11.6

11.9

25.4

26.1

3.1

11.7

1.2

4.8

31.8

7.6

6.7

42.4

0 20 40 60 80 100

1.急な残業が入ってしまう

2.自分や子どもが病気・ケガを

した時に世話をする人がいない

3.家族の理解が得られない

4.職場の理解が得られない

5.子どものほかに世話を

しなければならない人がいる

6.子どもを預けられる

保育所などがみつからない

7.子どもと接する時間が少ない

8.その他

9.特にない

10.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.急な残業が入ってしまう

2.自分や子どもが病気・ケガを

した時に世話をする人がいない

3.家族の理解が得られない

4.職場の理解が得られない

5.子どものほかに世話を

しなければならない人がいる

6.子どもを預けられる

保育所などがみつからない

7.子どもと接する時間が少ない

8.その他

9.特にない

10.無回答

 

26.1

40.0

3.7

7.7

4.0

1.7

29.1

10.9

28.8

5.4

28.2

36.7

4.6

6.9

4.7

1.5

30.2

5.3

26.8

7.5

21.9

32.4

3.6

8.9

4.0

4.6

28.0

8.1

26.2

11.8

0 20 40 60 80 100

1.急な残業が入ってしまう

2.自分や子どもが病気・ケガを

した時に世話をする人がいない

3.家族の理解が得られない

4.職場の理解が得られない

5.子どものほかに世話を

しなければならない人がいる

6.子どもを預けられる

保育所などがみつからない

7.子どもと接する時間が少ない

8.その他

9.特にない

10.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.急な残業が入ってしまう

2.自分や子どもが病気・ケガを

した時に世話をする人がいない

3.家族の理解が得られない

4.職場の理解が得られない

5.子どものほかに世話を

しなければならない人がいる

6.子どもを預けられる

保育所などがみつからない

7.子どもと接する時間が少ない

8.その他

9.特にない

10.無回答
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② 母親の育児休業の取得状況 

【就学前児童】 

R5 調査では、「2.取得した（取得中

である）」の割合が54.3％と最も高く、

次いで「1.働いていなかった」の割合

が 34.6％、「3.取得していない」の割

合が 7.9％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「2.取得し

た（取得中である）」の割合が 10.4 ポ

イント増加し、「1.働いていなかった」

の割合が6.1ポイント減少しています。 

 

 

 

③ 父親の育児休業の取得状況 

【就学前児童】 

R5 調査では、「3.取得していない」

の割合が 74.7％と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

34.6

54.3

7.9

3.2

40.7

43.9

10.6

4.8

58.9

28.4

9.9

2.7

0 20 40 60 80 100

1.働いていなかった

2.取得した（取得中である）

3.取得していない

4.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.働いていなかった

2.取得した（取得中である）

3.取得していない

4.無回答

 

1.2

16.7

74.7

7.4

1.0

4.8

83.7

10.4

0.8

1.8

87.3

10.1

0 20 40 60 80 100

1. 働いていなかった

2. 取得した（取得中である）

3. 取得していない

4. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=687）

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.働いていなかった

2.取得した（取得中である）

3.取得していない

4.無回答
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（15）子育てに関して、日頃悩んでいること、不安に感じることについて 

① 子どものことで日頃悩んでいること、不安に感じること（複数回答） 

【就学前児童】 

R５調査では、「9.子どもの教育や将

来の教育費」の割合が 50.9％と最も

高く、次いで「5.子どものしつけ」の

割合が 46.9.％、「3.食事や栄養」の割

合が 35.8％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「10.子育

てで出費がかさむ」の割合が、10.6 ポ

イントと、大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査には「2.子どもの障害」、「6.子どもとの時間がとれない」、「11.友達付き合い（いじめ等を含

む）」、「12.登園を渋る」の選択肢はありませんでした。 

  

＜就学前＞ 

 

30.6

5.2

35.8

22.1

46.9

22.7

23.0

16.7

50.9

33.6

22.4

5.7

4.8

8.7

1.6

1.0

27.8

6.1

29.0

22.8

53.3

17.3

25.5

11.2

46.4

23.0

27.5

2.8

5.2

8.5

2.7

1.0

32.1 

28.8 

27.6 

60.7 

23.8 

14.0 

51.7 

22.4 

6.0 

13.7 

3.0 

1.1 

0 20 40 60 80 100

1. 病気や発育・発達

2. 子どもの障害

3. 食事や栄養

4. 育児の方法

5. 子どものしつけ

6. 子どもとの時間がとれない

7. 子どもとの接し方

8. 子どもの遊び

9. 子どもの教育や

将来の教育費

10. 子育てで出費がかさむ

11. 友達付き合い

（いじめ等を含む）

12. 登園を渋る

13. 子どもの生活リズムが

乱れている

14. 特にない

15. その他

16. 無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1. 病気や発育・発達

2. 子どもの障害

3. 食事や栄養

4. 育児の方法

5. 子どものしつけ

6. 子どもとの時間がとれない

7. 子どもとの接し方

8. 子どもの遊び

9. 子どもの教育や

将来の教育費

10. 子育てで出費がかさむ

11. 友達付き合い

（いじめ等を含む）

12. 登園を渋る

13. 子どもの生活リズムが

乱れている

14. 特にない

15. その他

16. 無回答
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【小学生】 

R５調査では、「9.子どもの教育や将

来の教育費」の割合が 60.2％と最も

高く、次いで「5.子どものしつけ」の

割合が 42.1％、「10.子育てで出費が

かさむ」の割合が 41.6％となってい

ます。 

Ｈ30 調査と比較すると、「10.子育

てで出費がかさむ」、「３.食事や栄養」

の割合が、それぞれ 15.2 ポイント、

11.8 ポイントと大きく増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査には「2.子どもの障害」、「5.子どものしつけ」、「8.子どもの遊び」、「10.子育てで出費がかさ

む」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

  

 

22.7

9.4

26.8

11.7

42.1

20.4

23.7

11.0

60.2

41.6

36.5

7.0

8.0

9.7

3.0

0.7

19.2

8.6

15.0

11.2

39.5

16.1

25.4

10.2

54.0

26.4

38.2

3.2

8.0

9.9

2.2

0.9

10.7

3.8

7.2

5.6

9.9

31.8

17.4

0.4

2.0

7.9

2.1

1.3

0 20 40 60 80 100

1. 病気や発育・発達

2. 子どもの障害

3. 食事や栄養

4. 育児の方法

5. 子どものしつけ

6. 子どもとの時間がとれない

7. 子どもとの接し方

8. 子どもの遊び

9. 子どもの教育や

将来の教育費

10. 子育てで出費がかさむ

11. 友達付き合い

（いじめ等を含む）

12. 登校を渋る

13. 子どもの生活リズムが

乱れている

14. 特にない

15. その他

16. 無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1. 病気や発育・発達

2. 子どもの障害

3. 食事や栄養

4. 育児の方法

5. 子どものしつけ

6. 子どもとの時間がとれない

7. 子どもとの接し方

8. 子どもの遊び

9. 子どもの教育や

将来の教育費

10. 子育てで出費がかさむ

11. 友達付き合い

（いじめ等を含む）

12. 登園を渋る

13. 子どもの生活リズムが

乱れている

14. 特にない

15. その他

16. 無回答
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② 保護者が日頃悩んでいること、不安に感じること（複数回答） 

【就学前児童】 

R5 調査では、「5.子どもを叱りすぎ

ているような気がする」の割合が

36.4％と最も高く、次いで「1.仕事や

自分のやりたいことができない」の割

合が 29.7％、「8.子育てによる身体の

疲れが大きい」の割合が 28.8％とな

っています。 

Ｈ30 調査と比較すると、大きな変

化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

29.7

13.8

7.4

13.7

36.4

2.9

8.2

28.8

20.5

6.4

15.3

17.5

5.4

1.6

29.3

14.9

6.6

11.9

39.1

5.1

3.7

24.9

16.7

7.3

13.7

18.1

5.8

3.0

39.5

15.6

4.2

19.5

49.3

5.7

7.8

30.3

12.7

5.7

10.6

32.2

6.8

1.6

0 20 40 60 80 100

1.仕事や自分のやりたいことが

できない

2.配偶者・パートナーの協力が少ない

3.話し相手や相談相手、協力者がいない

4.保護者同士の交流・付き合いが難しい

5.子どもを叱りすぎているような

気がする

6.子育てのストレスがたまって、

子どもに 手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまう

7.地域の子育て支援サービスの内容や

利用・申し込み方法がよくわからない

8.子育てによる身体の疲れが大きい

9.夫婦で楽しむ時間がない

10.家族の中での子育て方針の違い

11.住居が狭い

12.特にない

13.その他

14.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.仕事や自分のやりたいことができない

2.配偶者・パートナーの協力が少ない

3.話し相手や相談相手、協力者がいない

4.保護者同士の交流・付き合いが難しい

5.子どもを叱りすぎているような

気がする

6.子育てのストレスがたまって、

子どもに 手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまう

7.地域の子育て支援サービスの内容や

利用・申し込み方法がよくわからない

8.子育てによる身体の疲れが大きい

9.夫婦で楽しむ時間がない

10.家族の中での子育て方針の違い

11.住居が狭い

12.特にない

13.その他

14.無回答
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【小学生】 

R５調査では、「5.子どもを叱りすぎ

ているような気がする」の割合が

32.3％と最も高く、次いで「12.特に

ない」の割合が 26.9％、「1.仕事や自

分のやりたいことができない」の割合

が 20.9％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「8.子育て

による身体の疲れが大きい」の割合が、

5.5 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査には「11.住居が狭い」、「12.特にない」、「13.その他」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

  

 

20.9

15.2

5.9

12.7

32.3

3.5

3.3

17.2

9.9

6.9

10.5

26.9

5.7

2.8

18.4

14.3

4.7

13.6

36.3

4.7

2.7

11.7

8.4

6.2

11.1

27.0

7.4

2.4

11.5

8.3

2.4

8.3

30.6

0.8

1.4

3.9

26.8

3.1

0.0

0.0

0.0

2.9

0 20 40 60 80 100

1.仕事や自分のやりたいことが

できない

2.配偶者・パートナーの協力が少ない

3.話し相手や相談相手、協力者がいない

4.保護者同士の交流・付き合いが難しい

5.子どもを叱りすぎているような

気がする

6.子育てのストレスがたまって、

子どもに 手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまう

7.地域の子育て支援サービスの内容や

利用・申し込み方法がよくわからない

8.子育てによる身体の疲れが大きい

9.夫婦で楽しむ時間がない

10.家族の中での子育て方針の違い

11.住居が狭い

12.特にない

13.その他

14.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.仕事や自分のやりたいことができない

2.配偶者・パートナーの協力が少ない

3.話し相手や相談相手、協力者がいない

4.保護者同士の交流・付き合いが難しい

5.子どもを叱りすぎているような

気がする

6.子育てのストレスがたまって、

子どもに 手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまう

7.地域の子育て支援サービスの内容や

利用・申し込み方法がよくわからない

8.子育てによる身体の疲れが大きい

9.夫婦で楽しむ時間がない

10.家族の中での子育て方針の違い

11.住居が狭い

12.特にない

13.その他

14.無回答
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（16）子育てについての気持ち 

【就学前児童】 

R５調査では、「2.楽しい」の割合が

42.8％と高く、次いで「3.少し不安・

負担を感じる」の割合が 24.9％、「1.

とても楽しい」の割合が 23.7％とな

っています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「1.とても

楽しい」の割合が 5.3ポイント増加し

ています。 

 

 

 

 

【小学生】 

R5 調査では、「2.楽しい」の割合が

37.8％と高く、次いで「3.少し不安・

負担を感じる」の割合が 29.3％、「1.

とても楽しい」の割合が 19.9％とな

っています。 

Ｈ30調査と比較すると、「2.楽しい」

の割合が 6.3 ポイント減少し、「3.少

し不安・負担を感じる」の割合が 5.0

ポイント増加しています。 

 

 

  

 

23.7

42.8

24.9

4.7

3.5

0.4

18.4

47.6

23.7

3.0

6.0

1.3

20.8

44.6

17.0

2.4

7.9

7.2

0 20 40 60 80 100

1.とても楽しい

2.楽しい

3.少し不安・負担を感じる

4.とても不安・負担を感じる

5.どちらとも言えない

6.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.とても楽しい

2.楽しい

3.少し不安・負担を感じる

4.とても不安・負担を感じる

5.どちらとも言えない

6.無回答

 

19.9

37.8

29.3

6.2

6.0

0.8

16.7

44.1

24.3

5.8

8.3

0.9

18.7

38.7

22.9

2.9

12.6

4.2

0 20 40 60 80 100

1.とても楽しい

2.楽しい

3.少し不安・負担を感じる

4.とても不安・負担を感じる

5.どちらとも言えない

6.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.とても楽しい

2.楽しい

3.少し不安・負担を感じる

4.とても不安・負担を感じる

5.どちらとも言えない

6.無回答
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（17）子育てに必要な施策などの情報の入手方法（複数回答） 

【就学前児童】 

R5調査では、「3.インターネット（ホ

ームページ、ブログ、ツイッター（Ｘ）・

フェイスブックなどを含む）」の割合が

64.3％と最も高く、次いで「1.市の広

報やパンフレット（市政だより、宇治

子育て情報誌など）」の割合が 53.0％、

「9.保育所、認定こども園、幼稚園、

学校」の割合が 36.2％となっていま

す。 

Ｈ30 調査と比較すると、「3.インタ

ーネット（ホームページ、ブログ、ツ

イッター（Ｘ）・フェイスブックなどを

含む）」の割合が、12.7ポイント増加

し、「1.市の広報やパンフレット（市政

だより、宇治子育て情報誌など）」の割

合が、6.6 ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査、Ｈ28 調査には「2.こども福祉課、保健センター（あんしん館）などの市の機関」の選択

肢はありませんでした。 

 

 

 

  

 

53.0

7.7

64.3

8.0

6.0

35.1

6.8

1.3

36.2

0.7

1.9

3.1

59.6

8.4

51.6

10.0

7.0

39.4

7.5

0.9

33.6

0.3

0.3

11.8

64.8

38.6

12.8

11.7

44.6

14.1

4.5

46.5

1.0

0.0

5.7

0 20 40 60 80 100

1.市の広報やパンフレット

（市政だより、宇治子育て情報誌など）

2.こども福祉課、保健センター

（あんしん館）などの市の機関

3.インターネット

（ホームページ、ブログ、ツイッター（X)・

フェイスブックなどを含む）

4.子育て雑誌・育児書

5.テレビ、ラジオ、新聞

6.友人・知人

7.隣近所・地域の人

8.子育てサークルの仲間

9.保育所、認定こども園、

幼稚園、学校

10.情報の入手先がない

11.情報の入手手段がわからない

12.無回答

(%)

令和5年度調査

(n=687)

平成30年度調査

（n=670）

平成25年度調査

（n=735）

1.市の広報やパンフレット

（市政だより、宇治子育て情報誌など）

2.こども福祉課、保健センター

（あんしん館）などの市の機関

3.インターネット

（ホームページ、ブログ、ツイッター（X)・

フェイスブックなどを含む）

4.子育て雑誌・育児書

5.テレビ、ラジオ、新聞

6.友人・知人

7.隣近所・地域の人

8.子育てサークルの仲間

9.保育所、認定こども園、

幼稚園、学校

10.情報の入手先がない

11.情報の入手手段がわからない

12.無回答
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【小学生】 

R５調査では、「1.市の広報やパンフ

レット（市政だより、宇治子育て情報

誌など）」の割合が61.9％と最も高く、

次いで「3.インターネット（ホームペ

ージ、ブログ、ツイッター（Ｘ）・フェ

イスブックなどを含む）」の割合が

59.4％、「6.友人・知人」の割合が

37.3％となっています。 

Ｈ30 調査と比較すると、「3.インタ

ーネット（ホームページ、ブログ、ツ

イッター（Ｘ）・フェイスブックなどを

含む）」、「9.保育所、認定こども園、幼

稚園、学校」、の割合が、それぞれ 17.4

ポイント、5.6 ポイント増加し、「6.友

人・知人」の割合が、8.7 ポイント減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ25 調査、Ｈ28 調査には「2.こども福祉課、保健センター（あんしん館）などの市の機関」の選択

肢はありませんでした。 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

61.9

6.5

59.4

5.2

6.7

37.3

7.5

0.3

27.9

1.0

3.0

2.5

61.5

6.2

42.0

5.5

12.4

46.0

10.9

0.9

22.3

1.2

1.8

6.8

67.1

29.5

4.5

14.5

47.9

21.6

39.7

1.8

5.6

3.8

0 20 40 60 80 100

1.市の広報やパンフレット

（市政だより、宇治子育て情報誌など）

2.こども福祉課、保健センター

（あんしん館）などの市の機関

3.インターネット

（ホームページ、ブログ、ツイッター（X)・

フェイスブックなどを含む）

4.子育て雑誌・育児書

5.テレビ、ラジオ、新聞

6.友人・知人

7.隣近所・地域の人

8.子育てサークルの仲間

9.保育所、認定こども園、

幼稚園、学校

10.情報の入手先がない

11.情報の入手手段がわからない

12.無回答

(%)

令和5年度調査

（n=598）

平成30年度調査

（n=678）

平成25年度調査

（n=851）

1.市の広報やパンフレット

（市政だより、宇治子育て情報誌など）

2.こども福祉課、保健センター

（あんしん館）などの市の機関

3.インターネット

（ホームページ、ブログ、ツイッター（X)・

フェイスブックなどを含む）

4.子育て雑誌・育児書

5.テレビ、ラジオ、新聞

6.友人・知人

7.隣近所・地域の人

8.子育てサークルの仲間

9.保育所、認定こども園、

幼稚園、学校

10.情報の入手先がない

11.情報の入手手段がわからない

12.無回答
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（18）世帯の生活状況について 

①現在の暮らしに関する認識 

・現在の暮らしに関する認識につい

て、未就学児、小学生、中高生等

のいずれも世帯収入が低くなるに

つれ、「大変苦しい」「やや苦しい」

の割合が高くなる傾向があります。 

・「世帯収入 200 万円未満の世帯」

の現在の暮らしに関する認識につ

いては、小学生、中高生等につい

ては「大変苦しい」の割合が最も

高く、未就学児の割合とは異なる

結果となっており、就学するにあ

たり、大きく傾向が変わることが

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜未就学児＞ 

＜小学生＞ ＜中高生等＞ 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

大変苦しい やや苦しい 普通

ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

大

変

苦

し

い

や

や

苦

し

い

普

通

や

や

ゆ

と

り

が

あ

る

大

変

ゆ

と

り

が

あ

る

無

回

答

200万円未満 36 25.0 36.1 36.1 0.0 2.8 0.0

200万円～400万円未満 115 18.3 43.5 34.8 3.5 0.0 0.0

400万円～600万円未満 217 7.8 32.3 55.3 4.1 0.0 0.5

600万円～800万円未満 162 6.2 23.5 55.6 13.6 1.2 0.0

800万円～1,000万円未満 57 1.8 14.0 71.9 10.5 1.8 0.0

1,000万円以上 19 0.0 5.3 63.2 31.6 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

大変苦しい やや苦しい 普通

ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

大

変

苦

し

い

や

や

苦

し

い

普

通

や

や

ゆ

と

り

が

あ

る

大

変

ゆ

と

り

が

あ

る

無

回

答

200万円未満 26 50.0 26.9 23.1 0.0 0.0 0.0

200万円～400万円未満 88 20.5 44.3 34.1 0.0 0.0 1.1

400万円～600万円未満 177 10.7 41.2 44.6 2.8 0.6 0.0

600万円～800万円未満 114 1.8 28.1 56.1 12.3 1.8 0.0

800万円～1,000万円未満 71 5.6 8.5 63.4 21.1 1.4 0.0

1,000万円以上 35 2.9 8.6 40.0 34.3 14.3 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

大変苦しい やや苦しい 普通

ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

大

変

苦

し

い

や

や

苦

し

い

普

通

や

や

ゆ

と

り

が

あ

る

大

変

ゆ

と

り

が

あ

る

無

回

答

200万円未満 32 50.0 28.1 21.9 0.0 0.0 0.0

200万円～400万円未満 72 34.7 41.7 22.2 1.4 0.0 0.0

400万円～600万円未満 141 14.2 43.3 39.7 2.8 0.0 0.0

600万円～800万円未満 105 3.8 33.3 55.2 7.6 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 73 2.7 31.5 50.7 15.1 0.0 0.0

1,000万円以上 47 4.3 10.6 42.6 31.9 10.6 0.0
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②家計の状況 

・過去1年間に急な出費などで家計

のやりくりができなかった状況に

ついて、全体で未就学児、小学生、

中高生等のいずれも「世帯収入

200 万円未満」で「ときどきあっ

た」の占める割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜未就学児＞ 

＜小学生＞ ＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

よくあった ときどきあった あまりなかった まったくなかった 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

よ

く

あ

っ

た

と

き

ど

き

あ

っ

た

あ

ま

り

な

か

っ

た

ま

っ

た

く

な

か

っ

た

無

回

答

200万円未満 36 19.4 38.9 27.8 11.1 2.8

200万円～400万円未満 115 16.5 30.4 32.2 20.9 0.0

400万円～600万円未満 217 8.8 23.5 34.1 33.2 0.5

600万円～800万円未満 1662 6.8 14.2 32.1 46.9 0.0

800万円～1,000万円未満 57 8.8 12.3 35.1 43.9 0.0

1,000万円以上 19 5.3 0.0 10.5 84.2 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

よくあった ときどきあった あまりなかった まったくなかった 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

よ

く

あ

っ

た

と

き

ど

き

あ

っ

た

あ

ま

り

な

か

っ

た

ま

っ

た

く

な

か

っ

た

無

回

答

200万円未満 26 19.2 57.7 15.4 7.7 0.0

200万円～400万円未満 88 17.0 40.9 30.7 10.2 1.1

400万円～600万円未満 177 11.3 31.6 33.3 23.7 0.0

600万円～800万円未満 114 2.6 18.4 36.0 43.0 0.0

800万円～1,000万円未満 71 2.8 12.7 32.4 52.1 0.0

1,000万円以上 35 2.9 8.6 22.9 65.7 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

よくあった ときどきあった あまりなかった まったくなかった 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

よ

く

あ

っ

た

と

き

ど

き

あ

っ

た

あ

ま

り

な

か

っ

た

ま

っ

た

く

な

か

っ

た

無

回

答

200万円未満 32 25.0 46.9 12.5 12.5 3.1

200万円～400万円未満 72 23.6 44.4 18.1 13.9 0.0

400万円～600万円未満 141 12.1 31.9 7.6 18.4 0.0

600万円～800万円未満 105 6.7 19.0 44.8 29.5 0.0

800万円～1,000万円未満 73 2.7 21.9 42.5 32.9 0.0

1,000万円以上 47 6.4 17.0 14.9 61.7 0.0
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③子育てについての気持ち 

・子育てについての気持ちについて、

未就学児、小学生では世帯収入に

よって「とても楽しい」「楽しい」

の割合に顕著な違いは見られませ

んが、中高生等では「世帯収入

200万円～400万円未満の世帯」

「世帯収入 200 万円未満の世帯」

で「楽しい」の割合が大きく減少

し、「とても不安・負担を感じる」

の割合が増加しています。 

  

＜未就学児＞ 

＜小学生＞ ＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とても楽しい 楽しい 少し不安・

負担を感じる

とても不安・

負担を感じる

どちらとも言えない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

楽

し

い

楽

し

い

少

し

不

安

・

負

担

を

感

じ

る

と

て

も

不

安

・

負

担

を

感

じ

る

ど

ち

ら

と

も

言

え

な

い

無

回

答

200万円未満 36 27.8 25.0 30.6 11.1 5.6 0.0

200万円～400万円未満 115 28.7 43.5 20.0 6.1 1.7 0.0

400万円～600万円未満 217 18.9 45.6 26.7 4.1 3.7 0.9

600万円～800万円未満 162 28.4 43.2 23.5 3.1 1.9 0.0

800万円～1,000万円未満 57 19.3 47.4 24.6 7.0 1.8 0.0

1,000万円以上 19 10.5 47.4 26.3 0.0 15.8 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とても楽しい 楽しい 少し不安・

負担を感じる

とても不安・

負担を感じる

どちらとも言えない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

楽

し

い

楽

し

い

少

し

不

安

・

負

担

を

感

じ

る

と

て

も

不

安

・

負

担

を

感

じ

る

ど

ち

ら

と

も

言

え

な

い

無

回

答

200万円未満 26 26.9 30.8 23.1 19.2 0.0 0.0

200万円～400万円未満 88 17.0 30.7 33.0 10.2 8.0 1.1

400万円～600万円未満 177 19.2 39.5 28.8 5.1 6.2 1.1

600万円～800万円未満 114 16.7 42.1 30.7 5.3 5.3 0.0

800万円～1,000万円未満 71 28.2 32.4 33.8 1.4 2.8 1.4

1,000万円以上 35 25.7 40.0 31.4 0.0 2.9 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とても楽しい 楽しい 少し不安・

負担を感じる

とても不安・

負担を感じる

どちらとも言えない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

楽

し

い

楽

し

い

少

し

不

安

・

負

担

を

感

じ

る

と

て

も

不

安

・

負

担

を

感

じ

る

ど

ち

ら

と

も

言

え

な

い

無

回

答

200万円未満 32 18.8 21.9 37.5 15.6 6.3 0.0

200万円～400万円未満 72 8.3 23.6 43.1 16.7 6.9 1.4

400万円～600万円未満 141 15.6 33.3 34.8 6.4 9.9 0.0

600万円～800万円未満 105 11.4 41.9 26.7 8.6 10.5 10.0

800万円～1,000万円未満 73 15.1 46.6 32.9 0.0 4.1 1.4

1,000万円以上 47 14.9 42.6 29.8 4.3 8.5 0.0
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④保護者の幸福感 

・保護者の幸福感について、全体で

は未就学児、小学生、中高生等の

全てで「幸せだと思う」「どちらか

といえば幸せだと思う」の割合が

最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

＜未就学児＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

幸せだと思う どちらかといえば幸せだと思う

どちらでもない どちらかといえば幸せだと思わない

幸せだと思わない 無回答

＜小学生＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

幸せだと思う どちらかといえば幸せだと思う

どちらでもない どちらかといえば幸せだと思わない

幸せだと思わない 無回答

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

幸せだと思う どちらかといえば幸せだと思う

どちらでもない どちらかといえば幸せだと思わない

幸せだと思わない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

幸

せ

だ

と

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

幸

せ

だ

と

思

う

ど

ち

ら

で

も

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

幸

せ

だ

と

思

わ

な

い

幸

せ

だ

と

思

わ

な

い

無

回

答

200万円未満 36 44.4 36.1 16.7 2.8 0.0 0.0

200万円～400万円未満 115 57.4 33.0 7.0 1.7 0.9 0.0

400万円～600万円未満 217 53.9 37.8 6.9 0.9 0.5 0.0

600万円～800万円未満 162 56.8 35.2 6.2 0.6 1.2 0.0

800万円～1,000万円未満 57 63.2 31.6 1.8 1.8 1.8 0.0

1,000万円以上 19 52.6 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

幸せだと思う どちらかといえば幸せだと思う

どちらでもない どちらかといえば幸せだと思わない

幸せだと思わない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

幸

せ

だ

と

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

幸

せ

だ

と

思

う

ど

ち

ら

で

も

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

幸

せ

だ

と

思

わ

な

い

幸

せ

だ

と

思

わ

な

い

無

回

答

200万円未満 26 26.9 46.2 11.5 0.0 15.4 0.0

200万円～400万円未満 88 28.4 55.7 13.6 1.1 1.1 0.0

400万円～600万円未満 177 41.2 47.5 5.6 4.5 1.1 0.0

600万円～800万円未満 114 51.8 42.1 4.4 1.8 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 71 57.7 35.2 4.2 2.8 0.0 0.0

1,000万円以上 35 71.4 25.7 2.9 0.0 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

幸せだと思う どちらかといえば幸せだと思う

どちらでもない どちらかといえば幸せだと思わない

幸せだと思わない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

幸

せ

だ

と

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

幸

せ

だ

と

思

う

ど

ち

ら

で

も

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

幸

せ

だ

と

思

わ

な

い

幸

せ

だ

と

思

わ

な

い

無

回

答

200万円未満 32 31.3 31.3 25.0 6.3 6.3 0.0

200万円～400万円未満 72 19.4 47.2 26.4 5.6 1.4 0.0

400万円～600万円未満 141 36.2 46.1 14.2 2.8 0.7 0.0

600万円～800万円未満 105 37.1 44.8 11.4 6.7 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 73 41.1 49.3 8.2 1.4 0.0 0.0

1,000万円以上 47 48.9 44.7 6.4 0.0 0.0 0.0
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（19）子どもの状況について 

①学校での勉強の成績 

・学校での勉強の成績について、全

体で小学生、中高生等のいずれも

「普通」の割合が高い傾向となっ

ています。 

・小学生の「世帯収入 1,000 万円

以上の世帯」で「とてもいい方だ

（だった）」が特に割合が高くなっ

ていますが、中高生等では異なる

傾向となっています。 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とてもいい方だ(だった) いい方だ(だった) 普通だ(だった)

悪い方だ(だった) とても悪い方だ(だった) 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

い

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

い

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

普

通

だ

(

だ

っ

た

)

悪

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

と

て

も

悪

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

無

回

答

200万円未満 17 17.6 23.5 35.3 5.9 5.9 11.8

200万円～400万円未満 56 17.9 19.6 37.5 12.5 7.1 5.4

400万円～600万円未満 91 24.2 31.9 35.2 4.4 3.3 1.1

600万円～800万円未満 77 20.8 23.4 44.2 7.8 1.3 2.6

800万円～1,000万円未満 38 23.7 31.6 42.1 2.6 0.0 0.0

1,000万円以上 18 38.9 16.7 38.9 5.6 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とてもいい方だ(だった) いい方だ(だった) 普通だ(だった)

悪い方だ(だった) とても悪い方だ(だった) 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

い

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

い

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

普

通

だ

(

だ

っ

た

)

悪

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

と

て

も

悪

い

方

だ

(

だ

っ

た

)

無

回

答

200万円未満 28 7.1 28.6 46.4 7.1 10.7 0.0

200万円～400万円未満 70 12.9 28.6 35.7 15.7 5.7 1.4

400万円～600万円未満 142 13.4 28.9 40.1 11.3 5.6 0.7

600万円～800万円未満 94 21.3 26.6 36.2 12.8 3.2 0.0

800万円～1,000万円未満 65 18.5 23.1 43.1 12.3 3.1 0.0

1,000万円以上 39 12.8 30.8 51.3 5.1 0.0 0.0
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②家での勉強時間 

・家での勉強時間の状況について、

小学生では「世帯収入 200 万円

～400万円未満の世帯」からそれ

以下の世帯について、「ほとんどし

ない」の割合が特に高くなってい

ます。 

中高生等では「世帯収入が400万

円～600万円未満の世帯」からそ

れ以下の世帯について、「ほとんど

しない」の割合が特に高くなって

います。 

・「世帯収入 400 万円～600 万円

未満」からそれ以上の世帯につい

て、小学生と比較し、中高生等は

「ほとんどしない」が占める割合

が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

ほとんどしない １時間まで １時間～２時間 ２時間～３時間

３時間～４時間 ４時間より多い 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

ほ

と

ん

ど

し

な

い

１

時

間

ま

で

１

時

間
～

２

時

間

２

時

間
～

３

時

間

３

時

間
～

４

時

間

４

時

間

よ

り

多

い

無

回

答

200万円未満 17 58.8 29.4 5.9 0.0 0.0 0.0 5.9

200万円～400万円未満 56 57.1 37.5 3.6 1.8 0.0 0.0 0.0

400万円～600万円未満 91 30.8 54.9 11.0 2.2 1.1 0.0 0.0

600万円～800万円未満 77 18.2 70.1 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 38 7.9 65.8 21.1 2.6 0.0 0.0 2.6

1,000万円以上 18 0.0 38.9 44.4 11.1 5.6 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

ほとんどしない １時間まで １時間～２時間 ２時間～３時間

３時間～４時間 ４時間より多い 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

ほ

と

ん

ど

し

な

い

１

時

間

ま

で

１

時

間
～

２

時

間

２

時

間
～

３

時

間

３

時

間
～

４

時

間

４

時

間

よ

り

多

い

無

回

答

200万円未満 28 60.7 21.4 0.0 10.7 3.6 3.6 0.0

200万円～400万円未満 70 52.9 27.1 11.4 5.7 1.4 1.4 0.0

400万円～600万円未満 142 60.6 25.4 11.3 0.0 2.1 0.0 0.7

600万円～800万円未満 94 29.8 37.2 22.3 8.5 2.1 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 65 23.1 26.2 27.7 12.3 7.7 3.1 0.0

1,000万円以上 39 7.7 33.3 28.2 17.9 2.6 7.7 2.6
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③規則正しい生活のリズム 

・規則正しい生活のリズムについて、

未就学児、小学生では「できてい

る」「どちらかといえばできている」

の割合がいずれも 80％以上を占

めているのに対し、中高生等は「ど

ちらかといえばできていない」「で

きていない」の割合が高くなる傾

向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜未就学児＞ 

＜小学生＞ ＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

できている どちらかといえばできている

どちらかといえばできていない できていない

無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

で

き

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

で

き

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

で

き

て

い

な

い

で

き

て

い

な

い

無

回

答

200万円未満 36 47.2 41.7 8.3 2.8 0.0

200万円～400万円未満 115 46.1 45.2 6.1 2.6 0.0

400万円～600万円未満 217 41.9 49.3 6.0 2.8 0.0

600万円～800万円未満 162 46.9 46.3 6.2 0.6 0.0

800万円～1,000万円未満 57 47.4 45.6 7.0 0.0 0.0

1,000万円以上 19 57.9 42.1 0.0 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

できている どちらかといえばできている

どちらかといえばできていない できていない

無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

で

き

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

で

き

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

で

き

て

い

な

い

で

き

て

い

な

い

無

回

答

200万円未満 26 38.5 46.2 15.4 0.0 0.0

200万円～400万円未満 88 35.2 50.0 11.4 3.4 0.0

400万円～600万円未満 177 39.5 53.7 6.2 0.6 0.0

600万円～800万円未満 114 39.5 53.5 5.3 1.8 0.0

800万円～1,000万円未満 71 50.7 43.7 5.6 0.0 0.0

1,000万円以上 35 42.9 48.6 8.6 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

できている どちらかといえばできている

どちらかといえばできていない できていない

無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

で

き

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

で

き

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

で

き

て

い

な

い

で

き

て

い

な

い

無

回

答

200万円未満 32 28.1 43.8 15.6 12.5 0.0

200万円～400万円未満 72 18.1 55.6 19.4 6.9 0.0

400万円～600万円未満 141 27.0 45.4 19.9 7.8 0.0

600万円～800万円未満 105 35.2 47.6 12.4 48.0 0.0

800万円～1,000万円未満 73 37.0 41.1 16.4 5.5 0.0

1,000万円以上 47 34.0 38.3 21.3 6.4 0.0
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④子どもの食事の状況（3食の状況） 

・朝・昼・晩の 3 食の状況について、 

小学生では「世帯収入 200 万円

未満の世帯」について、「毎日３食

食べる」の割合が 50％未満とな

っています。中高生等では「世帯

収入 200 万円～400 万円未満

の世帯」からそれ以下の世帯につ

いて、「毎日３食食べる」の割合が

40％未満となっており、顕著な傾

向が出ています。 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

毎日３食食べる 週に５，６日は３食食べる

週に３，４日は３食食べる 週に１，２日は３食食べる

３食とも食べる日は、ほとんどない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

毎

日

３

食

食

べ

る

週

に

５

，

６

日

は

３

食

食

べ

る

週

に

３

，

４

日

は

３

食

食

べ

る

週

に

１

，

２

日

は

３

食

食

べ

る

３

食

と

も

食

べ

る

日

は

、

ほ

と

ん

ど

な

い

無

回

答

200万円未満 17 47.1 17.6 5.9 17.6 5.9 5.9

200万円～400万円未満 56 71.4 16.1 7.1 0.0 3.6 1.8

400万円～600万円未満 91 80.2 9.9 4.4 4.4 1.1 0.0

600万円～800万円未満 77 93.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 38 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,000万円以上 18 94.4 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

毎日３食食べる 週に５，６日は３食食べる

週に３，４日は３食食べる 週に１，２日は３食食べる

３食とも食べる日は、ほとんどない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

毎

日

３

食

食

べ

る

週

に

５

，

６

日

は

３

食

食

べ

る

週

に

３

，

４

日

は

３

食

食

べ

る

週

に

１

，

２

日

は

３

食

食

べ

る

３

食

と

も

食

べ

る

日

は

、
ほ

と

ん

ど

な

い

無

回

答

200万円未満 28 32.1 42.9 7.1 10.7 7.1 0.0

200万円～400万円未満 70 35.7 34.3 11.4 4.3 14.3 0.0

400万円～600万円未満 142 72.5 17.6 2.1 4.2 2.8 0.7

600万円～800万円未満 94 81.9 14.9 2.1 1.1 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 65 93.8 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0

1,000万円以上 39 92.3 5.1 2.6 0.0 0.0 0.0
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⑤生活の満足度 

・生活の満足度について、全体では

小学生、中高生等とも「満足」「ま

あまあ満足」の割合が 50％を超

えています。 

・小学生では「世帯収入 200 万円

未満の世帯」で「満足」の割合が

特に低くなっていますが、中高生

等では、「世帯収入 200万円未満

の世帯」で「満足」の割合が最も

高くなっています。 

 

 

  

 

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

満足 まあまあ満足 普通 少し不満 とても不満 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

満

足

ま

あ

ま

あ

満

足

普

通

少

し

不

満

と

て

も

不

満

無

回

答

200万円未満 17 29.4 23.5 35.3 0.0 5.9 5.9

200万円～400万円未満 56 55.4 19.6 19.6 1.8 1.8 1.8

400万円～600万円未満 91 56.0 29.7 12.1 2.2 0.0 0.0

600万円～800万円未満 77 54.5 27.3 14.3 3.9 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 38 57.9 34.2 5.3 2.6 0.0 0.0

1,000万円以上 18 55.6 27.8 16.7 0.0 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

満足 まあまあ満足 普通 少し不満 とても不満 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

満

足

ま

あ

ま

あ

満

足

普

通

少

し

不

満

と

て

も

不

満

無

回

答

200万円未満 28 57.1 32.1 10.7 0.0 0.0 0.0

200万円～400万円未満 70 34.3 41.4 18.6 5.7 0.0 0.0

400万円～600万円未満 142 40.1 40.1 14.1 2.8 2.1 0.7

600万円～800万円未満 94 38.3 36.2 21.3 3.2 1.1 0.0

800万円～1,000万円未満 65 40.0 43.1 13.8 1.5 1.5 0.0

1,000万円以上 39 41.0 41.0 7.7 10.3 0.0 0.0
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⑥子どもの自己肯定感 

・「自己肯定感（自分のことが好き）」

の設問では、世帯収入によって顕

著な傾向は見られません。が、小

学生では「世帯収入 400 万円～

600万円未満の世帯」について、

「どちらでもない」の割合が特に

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とてもあてはまる だいたいあてはまる どちらでもない

あまりあてはまらない まったく当てはまらない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

あ

て

は

ま

る

だ

い

た

い

あ

て

は

ま

る

ど

ち

ら

で

も

な

い

あ

ま

り

あ

て

は

ま

ら

な

い ま

っ

た

く

当

て

は

ま

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 17 17.6 29.4 23.5 11.8 11.8 5.9

200万円～400万円未満 56 28.6 33.9 19.6 7.1 7.1 3.6

400万円～600万円未満 91 30.8 35.2 23.1 8.8 2.2 0.0

600万円～800万円未満 77 20.8 45.5 28.6 5.2 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 38 15.8 36.8 36.6 5.3 5.3 0.0

1,000万円以上 18 16.7 27.8 50.0 0.0 5.6 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とてもあてはまる だいたいあてはまる どちらでもない

あまりあてはまらない まったく当てはまらない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

あ

て

は

ま

る

だ

い

た

い

あ

て

は

ま

る

ど

ち

ら

で

も

な

い

あ

ま

り

あ

て

は

ま

ら

な

い ま

っ

た

く

当

て

は

ま

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 28 28.6 21.4 39.3 7.1 3.6 0.0

200万円～400万円未満 70 27.1 34.3 28.6 10.0 0.0 0.0

400万円～600万円未満 142 23.2 34.5 31.7 8.5 1.4 0.7

600万円～800万円未満 94 20.2 25.5 38.3 10.6 5.3 0.0

800万円～1,000万円未満 65 12.3 36.9 41.5 7.7 1.5 0.0

1,000万円以上 39 20.5 35.9 28.2 7.7 7.7 0.0



  160  

 

・「自分は親に大切にされていると感

じる」の設問では、全体では小学

生、中高生等とも「とてもあては

まる」「だいたいあてはまる」の割

合が 80％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とてもあてはまる だいたいあてはまる どちらでもない

あまりあてはまらない まったく当てはまらない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

あ

て

は

ま

る

だ

い

た

い

あ

て

は

ま

る

ど

ち

ら

で

も

な

い

あ

ま

り

あ

て

は

ま

ら

な

い ま

っ

た

く

当

て

は

ま

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 17 52.9 29.4 5.9 0.0 5.9 5.9

200万円～400万円未満 56 64.3 25.0 3.6 3.6 1.8 1.8

400万円～600万円未満 91 62.6 29.7 3.3 3.3 0.0 1.1

600万円～800万円未満 77 61.0 32.5 2.6 1.3 1.3 1.3

800万円～1,000万円未満 38 68.4 23.7 7.9 0.0 0.0 0.0

1,000万円以上 18 61.1 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

とてもあてはまる だいたいあてはまる どちらでもない

あまりあてはまらない まったく当てはまらない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

と

て

も

あ

て

は

ま

る

だ

い

た

い

あ

て

は

ま

る

ど

ち

ら

で

も

な

い

あ

ま

り

あ

て

は

ま

ら

な

い ま

っ

た

く

当

て

は

ま

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 28 67.9 28.6 3.6 0.0 0.0 0.0

200万円～400万円未満 70 61.4 31.4 4.3 1.4 1.4 0.0

400万円～600万円未満 142 64.8 26.8 4.9 1.4 1.4 0.7

600万円～800万円未満 94 60.6 28.7 10.6 0.0 0.0 0.0

800万円～1,000万円未満 65 53.8 36.9 6.2 1.5 1.5 0.0

1,000万円以上 39 66.7 23.1 7.7 0.0 0.0 2.6
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⑦子どもに希望する最終学歴 

・子どもに希望する最終学歴につい

て、全体では「大学・短期大学」

が最も高い割合となっています。 

・未就学児では「世帯収入 200 万

円未満の世帯」について、「専門学

校」の割合が他と比較し高い割合

となっています。 

・小学生では世帯収入が低くなるに

つれて「考えたことがない」「わか

らない」が高くなる傾向がありま

す。 

・中高生等では「世帯収入 400 万

円～600万円未満の世帯」からそ

れ以下の世帯について、「高校」の

割合が高くなる傾向があります。 

   

  

＜未就学児＞ 

＜小学生＞ ＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

中学校 高校 大学・短期大学 大学院

専門学校 考えたことがない わからない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

中

学

校

高

校

大

学

・

短

期

大

学

大

学

院

専

門

学

校

考

え

た

こ

と

が

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 36 0.0 5.6 61.1 2.8 13.9 2.8 13.9 0.0

200万円～400万円未満 115 0.9 12.2 66.1 5.2 1.7 2.6 11.3 0.0

400万円～600万円未満 217 0.0 6.9 72.4 2.3 3.2 4.1 10.6 0.5

600万円～800万円未満 162 0.0 4.9 75.9 4.9 2.5 0.6 10.5 0.6

800万円～1,000万円未満 57 1.8 1.8 78.9 8.8 0.0 3.5 3.5 1.8

1,000万円以上 19 0.0 5.3 84.2 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

中学校 高校 大学・短期大学 大学院

専門学校 考えたことがない わからない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

中

学

校

高

校

大

学

・

短

期

大

学

大

学

院

専

門

学

校

考

え

た

こ

と

が

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 26 0.0 7.7 57.7 3.8 3.8 26.9 26.9 0.0

200万円～400万円未満 88 2.3 11.4 62.5 2.3 4.5 15.9 15.9 0.0

400万円～600万円未満 177 0.0 9.6 67.8 1.7 4.0 13.0 13.0 0.6

600万円～800万円未満 114 0.0 3.5 78.1 4.4 6.1 7.0 7.0 0.0

800万円～1,000万円未満 71 0.0 0.0 84.5 5.6 4.2 5.6 5.6 0.0

1,000万円以上 35 0.0 0.0 74.3 20.0 0.0 5.7 5.7 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

中学校 高校 大学・短期大学 大学院

専門学校 考えたことがない わからない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

中

学

校

高

校

大

学

・

短

期

大

学

大

学

院

専

門

学

校

考

え

た

こ

と

が

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 32 0.0 25.0 50.0 0.0 3.1 0.0 21.9 0.0

200万円～400万円未満 72 0.0 19.4 61.1 4.2 11.1 0.0 4.2 0.0

400万円～600万円未満 141 0.0 11.3 68.1 4.3 11.3 1.4 3.5 0.0

600万円～800万円未満 105 0.0 1.9 80.0 6.7 5.7 0.0 5.7 0.0

800万円～1,000万円未満 73 0.0 5.5 79.5 6.8 1.4 1.4 4.1 1.4

1,000万円以上 47 0.0 2.1 72.3 17.0 2.1 0.0 6.4 0.0
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⑧進学希望（子ども本人） 

・子ども本人の進学希望について、

世帯収入によって顕著な傾向はみ

られませんが、中高校生等では「世

帯収入 200 万円未満の世帯」に

ついて、「考えたことがない」「わ

からない」「無回答」がない結果と

なっています。 

 

 

 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

中学校 高校 大学・短期大学 大学院

専門学校 考えたことがない わからない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

中

学

校

高

校

大

学

・

短

期

大

学

大

学

院

専

門

学

校

考

え

た

こ

と

が

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 17 0.0 23.5 29.4 5.9 5.9 5.9 23.5 5.9

200万円～400万円未満 56 0.0 16.1 14.3 8.9 16.1 21.4 21.4 1.8

400万円～600万円未満 91 0.0 8.8 46.2 5.5 8.8 8.8 22.0 0.0

600万円～800万円未満 77 1.3 9.1 41.6 3.9 2.6 20.8 20.8 0.0

800万円～1,000万円未満 38 2.6 5.3 31.6 5.3 23.7 13.2 18.4 0.0

1,000万円以上 18 0.0 5.6 22.2 0.0 5.6 33.3 33.3 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

中学校 高校 大学・短期大学 大学院

専門学校 考えたことがない わからない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

中

学

校

高

校

大

学

・

短

期

大

学

大

学

院

専

門

学

校

考

え

た

こ

と

が

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 28 0.0 14.3 60.7 10.7 14.3 0.0 0.0 0.0

200万円～400万円未満 70 0.0 7.1 65.7 4.3 8.6 5.7 7.1 1.4

400万円～600万円未満 142 0.0 9.2 59.9 7.0 9.2 4.2 9.9 0.7

600万円～800万円未満 94 0.0 6.4 64.9 5.3 6.4 6.4 10.6 0.0

800万円～1,000万円未満 65 0.0 9.2 61.5 4.6 6.2 4.6 12.3 1.5

1,000万円以上 39 0.0 10.3 51.3 12.8 10.3 0.0 15.4 0.0
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（19）支援策について 

① 放課後子ども教室について 

・放課後子ども教室・認知度の設問

では、「知らない」の割合が最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

はい いいえ 無回答

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

知っている 知らない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 17 5.9 82.4 11.8

200万円～400万円未満 56 28.6 69.6 1.8

400万円～600万円未満 91 33.0 62.6 4.4

600万円～800万円未満 77 32.5 64.9 2.6

800万円～1,000万円未満 38 39.5 60.5 0.0

1,000万円以上 18 27.8 72.2 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

知っている 知らない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 28 25.0 67.9 7.1

200万円～400万円未満 70 34.3 60.0 5.7

400万円～600万円未満 142 28.2 68.3 3.5

600万円～800万円未満 94 30.9 66.0 3.2

800万円～1,000万円未満 65 27.7 69.2 3.1

1,000万円以上 39 38.5 61.5 0.0
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・放課後子ども教室・利用経験の設

問では、「利用したことがない」の

割合が最も高くなっています。 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

200万円未満 17 5.9 82.4 11.8

200万円～400万円未満 56 12.5 78.6 8.9

400万円～600万円未満 91 12.1 82.4 5.5

600万円～800万円未満 77 3.9 85.7 10.4

800万円～1,000万円未満 38 7.9 89.5 2.6

1,000万円以上 18 0.0 100.0 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

200万円未満 28 14.3 75.0 10.7

200万円～400万円未満 70 8.6 78.6 12.9

400万円～600万円未満 142 4.2 85.9 9.9

600万円～800万円未満 94 8.5 79.8 11.7

800万円～1,000万円未満 65 7.7 84.6 7.7

1,000万円以上 39 5.1 92.3 2.6
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・放課後子ども教室・利用意向の設

問では、「利用したくない」の割合

が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したい 利用したくない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

い

利

用

し

た

く

な

い

無

回

答

200万円未満 17 11.8 70.6 17.6

200万円～400万円未満 56 14.3 76.8 8.9

400万円～600万円未満 91 9.9 82.4 7.7

600万円～800万円未満 77 14.3 70.1 15.6

800万円～1,000万円未満 38 7.9 89.5 2.6

1,000万円以上 18 5.6 94.4 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したい 利用したくない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

い

利

用

し

た

く

な

い

無

回

答

200万円未満 28 14.3 75.0 10.7

200万円～400万円未満 70 7.1 81.4 11.4

400万円～600万円未満 142 9.2 79.6 11.3

600万円～800万円未満 94 3.2 86.2 10.6

800万円～1,000万円未満 65 7.7 84.6 7.7

1,000万円以上 39 12.8 82.1 5.1
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② 学習支援について 

・学習支援・認知度の設問では、「知

らない」の割合が最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

知っている 知らない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 17 11.8 76.5 11.8

200万円～400万円未満 56 17.9 80.4 1.8

400万円～600万円未満 91 18.7 78.0 3.3

600万円～800万円未満 77 18.2 80.5 1.3

800万円～1,000万円未満 38 21.1 78.9 0.0

1,000万円以上 18 16.7 83.3 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

知っている 知らない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 28 14.3 78.6 7.1

200万円～400万円未満 70 28.6 64.3 7.1

400万円～600万円未満 142 31.0 64.1 4.9

600万円～800万円未満 94 35.1 60.6 4.3

800万円～1,000万円未満 65 27.7 69.2 3.1

1,000万円以上 39 46.2 53.8 0.0
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・学習支援・利用経験の設問では、

「利用したことがない」の割合が

最も高くなっています。 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

200万円未満 17 11.8 76.5 11.8

200万円～400万円未満 56 5.4 83.9 10.7

400万円～600万円未満 91 2.2 91.2 6.6

600万円～800万円未満 77 1.3 84.4 14.3

800万円～1,000万円未満 38 2.6 94.7 2.6

1,000万円以上 18 11.1 88.9 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

200万円未満 28 0.0 89.3 10.7

200万円～400万円未満 70 4.3 81.4 14.3

400万円～600万円未満 142 7.7 81.7 10.6

600万円～800万円未満 94 3.2 85.1 11.7

800万円～1,000万円未満 65 4.6 87.7 7.7

1,000万円以上 39 5.1 92.3 2.6
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・学習支援・利用意向の設問では、

「利用したくない」の割合が最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したい 利用したくない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

い

利

用

し

た

く

な

い

無

回

答

200万円未満 17 23.5 58.8 17.6

200万円～400万円未満 56 10.7 82.1 7.1

400万円～600万円未満 91 6.6 85.7 7.7

600万円～800万円未満 77 10.4 74.0 15.6

800万円～1,000万円未満 38 13.2 84.2 2.6

1,000万円以上 18 11.1 88.9 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したい 利用したくない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

い

利

用

し

た

く

な

い

無

回

答

200万円未満 28 10.7 78.6 10.7

200万円～400万円未満 70 11.4 75.7 12.9

400万円～600万円未満 142 14.1 73.2 12.7

600万円～800万円未満 94 5.3 81.9 12.8

800万円～1,000万円未満 65 9.2 83.1 7.7

1,000万円以上 39 12.8 82.1 5.1
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③ 子ども食堂について 

・子ども食堂・認知度の設問では、

小学生では「知らない」の割合が

最も高いものの、「放課後子ども教

室」「学習支援」と比較すると高い

割合となっています。 

・中高生等では、「知っている」の割

合が、一部世帯収入の世帯を除き

約半数程度となっています。 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

知っている 知らない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 17 29.4 58.8 11.8

200万円～400万円未満 56 35.7 60.7 3.6

400万円～600万円未満 91 37.4 58.2 4.4

600万円～800万円未満 77 37.7 61.0 1.3

800万円～1,000万円未満 38 47.4 52.6 0.0

1,000万円以上 18 33.3 66.7 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

知っている 知らない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

200万円未満 28 32.1 60.7 7.1

200万円～400万円未満 70 47.1 45.7 7.1

400万円～600万円未満 142 43.0 52.8 4.2

600万円～800万円未満 94 50.0 46.8 3.2

800万円～1,000万円未満 65 52.3 43.1 4.6

1,000万円以上 39 51.3 48.7 0.0
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・子ども食堂・利用経験の設問では、

「利用したことがない」の割合が

最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

200万円未満 17 11.8 76.5 11.8

200万円～400万円未満 56 3.6 89.3 7.1

400万円～600万円未満 91 8.8 85.7 5.5

600万円～800万円未満 77 6.5 79.2 14.3

800万円～1,000万円未満 38 10.5 86.8 2.6

1,000万円以上 18 16.7 83.3 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

こ

と

が

あ

る

利

用

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

200万円未満 28 0.0 92.9 7.1

200万円～400万円未満 70 5.7 80.0 14.3

400万円～600万円未満 142 4.9 84.5 10.6

600万円～800万円未満 94 5.3 84.0 10.6

800万円～1,000万円未満 65 7.7 86.2 6.2

1,000万円以上 39 5.1 92.3 2.6
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・子ども食堂・利用意向の設問では、

「利用したくない」の割合が最も

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜小学生＞ 

＜中高生等＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したい 利用したくない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

い

利

用

し

た

く

な

い

無

回

答

200万円未満 17 35.3 47.1 17.6

200万円～400万円未満 56 26.8 64.3 8.9

400万円～600万円未満 91 34.1 59.3 6.6

600万円～800万円未満 77 26.0 57.1 16.9

800万円～1,000万円未満 38 47.4 47.4 5.3

1,000万円以上 18 27.8 72.2 0.0

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200万円未満

200万円～400万円未満

400万円～600万円未満

600万円～800万円未満

800万円～1,000万円未満

1,000万円以上

利用したい 利用したくない 無回答

 

回

答

者

数

(

件

)

利

用

し

た

い

利

用

し

た

く

な

い

無

回

答

200万円未満 28 10.7 82.1 7.1

200万円～400万円未満 70 14.3 72.9 12.9

400万円～600万円未満 142 19.0 69.0 12.0

600万円～800万円未満 94 17.0 71.3 11.7

800万円～1,000万円未満 65 13.8 78.5 7.7

1,000万円以上 39 15.4 82.1 2.6
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（20）子ども・子育て支援に関する主な意見・要望等（分類ごと） 

① 就学前児童の保護者 

（１）子育て環境について（119 件） 

・子どもが遊べる公園を増やしてほしい（56件） 

・子どもの遊び場をもっと充実させてほしい（36 件） 

・安全な道路環境を整備してほしい（19件） 

・その他（８件） 

 

（２）幼稚園・保育園・認定こども園について（88 件） 

・保育料金を安くしてほしい（26 件） 

・保育時間の見直し、一時預かりなど、保育環境を充実させてほしい（18 件） 

・病児保育・病後児保育を充実させてほしい（15 件） 

・預かり保育を充実させてほしい（７件） 

・日曜・祝日の受け入れ、深夜に働く人向けの受け入れなどを充実させてほしい（３件） 

・保育園の設備を充実させてほしい（２件） 

・その他（17 件） 

 

（３）子育て支援全般について（82 件） 

・子育て支援全般を充実させてほしい（30 件） 

・子育てに関する経済的支援を充実させてほしい（18 件） 

・子どものための医療を充実させてほしい（17件） 

・子育てに関する情報の発信をもっと充実させてほしい（13件） 

・地域子育て支援センターを充実させてほしい（４件） 

 

（４）子育て中の保護者の状況について（69 件） 

・子育てと仕事の両立が大変である（56件） 

・共働きなので子育てが大変である（７件） 

・フルタイムで働くことが難しい（４件） 

・その他（２件） 

 

（５）小学校就学後の生活について（62 件） 

・小学校の教育環境を充実させてほしい（34件） 

・中学校給食を早く導入してほしい（15件） 

・育成学級を充実させてほしい（10件） 

・児童館を増やしてほしい（３件） 
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② 小学生の保護者 

（１）小学校就学後の生活について（140 件） 

・中学校給食を早く導入してほしい（61件） 

・小学校の教育環境を充実させてほしい（23件） 

・育成学級を充実させてほしい（18件） 

・高等学校の教育料無償化を実現させてほしい（13 件） 

・中学校の教育環境を充実させてほしい（12件） 

・教員を充実させてほしい（10件） 

・不登校児にもっと配慮してほしい（２件） 

・児童館を充実させてほしい（１件） 

 

（２）子育て支援全般について（85 件） 

・子どものための医療を充実させてほしい（32件） 

・子育て支援全般を充実させてほしい（24 件） 

・子育てに関する経済的支援を充実させてほしい（16 件） 

・子育てに関する情報の発信をもっと充実させてほしい（13件） 

 

（３）子育て環境について（78 件） 

・子どもが遊べる公園を増やしてほしい（34件） 

・安全な道路環境を整備してほしい（16件） 

・子どもの遊び場をもっと充実させてほしい（14 件） 

・子育ての不安を解消できるような交流がしたい（２件） 

・地域のボランティアが少ない（２件） 

・地域でのつながりを強くしたい（２件） 

・その他（８件） 

 

（４）子育て中の保護者の状況について（17 件） 

・子育てと仕事の両立が大変である（７件） 

・共働きなので子育てが大変である（６件） 

・フルタイムで働くことが難しい（２件） 

・パートで働くことも難しい（２件） 

 

（５）幼稚園・保育園・認定こども園について（14 件） 

・短時間勤務でも保育を受け入れてほしい（２件） 

・保育園をもっと整備してほしい（２件） 

・保育料金を見直してほしい（２件） 

・病児保育を充実させてほしい（２件） 

・その他（６件） 
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③ 中学生・高校生等の保護者 

（１）子育て支援全般について（125 件） 

・子育て支援全般を充実させてほしい（53 件） 

・子どものための医療を充実させてほしい（51件） 

・子育てに関する経済的支援を充実させてほしい（16 件） 

・子育てに関する情報の発信をもっと充実させてほしい（５件） 

 

（２）小学校就学後の生活について（57 件） 

・中学校給食を早く導入してほしい（51件） 

・小学校の教育環境を充実させてほしい（３件） 

・学校ごとの格差を無くしてほしい（２件） 

・育成学級を充実させてほしい（１件） 

 

（３）子育て環境について（33 件） 

・子どもが遊べる公園を増やしてほしい（17件） 

・子どもの遊び場をもっと充実させてほしい（６件） 

・地域で子育てできるような環境にしてほしい（２件） 

・その他（８件） 

 

（４）子育て中の保護者の状況について（29 件） 

・子育てと仕事の両立が大変である（18件） 

・フルタイムで働くことが難しい（５件） 

・共働きなので子育てが大変である（４件） 

・その他（２件） 

 

（５）幼稚園・保育園・認定こども園について（８件） 

・長期休みでの保育を充実させてほしい（３件） 

・その他（５件） 
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④ 小学生（小学３年生以上）、中高生等 

☆今、楽しくて夢中になれるもの 

・ゲーム（217 件） 

・スポーツ（観戦含む）（184 件） 

・友人と遊ぶ（95 件） 

・音楽（60件） 

・絵を描く（60件） 

・スマホ、SNS、動画視聴（58件） 

・部活（43件） 

・漫画、アニメ（43件） 

・芸能人（40 件） 

・読書（40件） 

 

☆将来、なりたい職業 

・芸術、クリエイター関係（漫画家、動画配信、イラストレーター等）（94 件） 

・スポーツ関係（60件） 

・医療関係（医者、看護師、薬剤師）（54件） 

・料理関係（47件） 

・人の助けになる、人を笑顔にする仕事（49件） 

・好きなことや個性を生かした仕事（45件） 

・教師、保育士等（42件） 

・動植物関係（27 件） 

 

☆「こんなまちに住みたい」「こんなまちにしたい」 

（１）安全・安心のまち（92 件） 

・安全・安心に暮らせるまち（54 件） 

・犯罪のないまち（12件） 

・平和なまち（12 件） 

・事故などの危険がないまち（８件） 

・いじめのないまち（６件） 

 

（２）人と人とのつながりがあるまち（89 件） 

・つながりのあるまち（34 件） 

・みんなが仲良くできるまち（15 件） 

・笑顔あふれるまち（８件） 

・優しいまち（６件） 

・みんなが楽しく過ごせるまち（20件） 

・みんなが友だちのまち（４件） 

・差別のないまち（２件） 
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（３）公園など遊び場が充実しているまち（59 件） 

・公園が充実しているまち（27件） 

・遊び場が充実しているまち（23 件） 

・スポーツが盛んなまち（９件） 

 

（４）自然豊かなまち（45 件） 

・自然が多いまち（32件） 

・環境がきれいなまち（13 件） 

 

（５）交通環境が整ったまち（40 件） 

・交通環境が整っているまち（24 件） 

・道路が整っているまち（７件） 

・バスが使いやすいまち（６件） 

・電車が使いやすいまち（３件） 

 

（６）ゴミ等がない、きれいなまち（39 件） 

・ゴミがないまち（22件） 

・ポイ捨てのないまち（17 件） 

 

（７）買い物など、商業が盛んなまち（33 件） 

・買い物ができる店が多いまち（18件） 

・ショッピングモールなど大型商業施設のあるまち（７件） 

・食事のできる店のあるまち（３件） 

・コンビニが近くにあるまち（３件） 

・駅近くが賑わっているまち（２件） 

 

（８）教育が充実しているまち（21 件） 

・教育料無償化のまち（７件） 

・学校教育が充実しているまち（６件） 

・自習できるスペースが充実しているまち（５件） 

・学校施設が整備されているまち（３件） 

 

（９）観光が盛んなまち（12 件） 

・観光客が多く来るまち（10 件） 

・お茶で観光が盛り上がっているまち（２件） 

 

（10）医療・福祉が充実しているまち（10 件） 

・手厚い医療・福祉サービスのあるまち（10件） 
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（11）市政がしっかりしているまち（８件） 

・若い世代の声を聴いているまち（２件） 

・税金の少ないまち（２件） 

・その他（４件） 

 

（12）子育てしやすいまち（11 件） 

・子育て世代に優しいまち（３件） 

・子どもや若い世代の多いまち（２件） 

・その他（６件） 

 

（13）中学校給食が実現しているまち（７件） 

・中学校に給食があるまち（７件） 

 

（14）最新技術など、最先端のまち（４件） 

・最先端技術があり、設備が新しいまち（４件） 

 

（15）歴史のあるまち（２件） 

・昔からあるものが残されているまち（２件） 

 

 


